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内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、本日、新型インフルエンザ等特別措置法

第 31 条の４第３項に基づき、１月 21 日から２月 13 日までを期間として、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長

崎県、熊本県及び宮崎県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされると

ともに、同法第 32 条第６項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本

的対処方針」（以下「基本的対処方針」という。）が変更されました。 

 

 今般、大都市部を中心にオミクロン株の感染が拡大する中、感染者が増加すると、

軽症でも、休業者が増加して、経済社会活動の維持に支障をきたすリスクがあること

を踏まえ、今回の基本的対処方針の変更では、下記のとおり、所要の変更の上、引き

続き必要な業務の継続について記載されるとともに、国民生活・国民経済の安定確保

に不可欠な業務を行う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務（テレワーク）の

積極的な実施に努めることとされたところです。 

 

 各府省庁におかれましては、基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対

策を着実に実施していただくとともに、所管団体及び独立行政法人等への周知を図る

等の対応をお願いします。 

 

記 

 
１ 特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとす

る。 

・ 基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業

務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避け

るために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重

県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県についてまん延防止等重点措置を実施す

べき区域とされたことを踏まえ、変更された基本的対処方針の着実な実施と所管

団体及び独立行政法人等への周知をお願いするものです。 



触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事

業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること。 

 

２ 重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、以下の取組を行うよう働

きかけを行うものとする。 

・ 基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業

務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避け

るために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接

触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事

業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること。 

 

３ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者についても、テレビ会議及び

在宅勤務（テレワーク）の積極的な実施に努める。 

 
以上 

 
（別紙１）新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変 

更する公示 

（別紙２）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

令和３年 11 月 19 日（令和４年１月 19 日変更） 

（別紙３）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 
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新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の 

全部を変更する公示 

 

令 和 ４ 年 １ 月 19 日 

新型コロナウイルス感染症 

対  策  本  部  長 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第31条の４

第３項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関す

る公示（令和４年１月７日）の全部を次のとおり変更する。 

 

記 

 
 
（１）まん延防止等重点措置を実施すべき期間 

令和４年１月９日から２月13日までとする。（２）の各区域におけるまん延

防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。 

・広島県、山口県及び沖縄県については、令和４年１月９日から１月31日ま

でとする。 

・群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、

三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県については、令和４年１月21

日から２月13日までとする。 

ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められると

きは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の４第４項の規定に基づ

き、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了

した旨を公示することとする。 

（２）まん延防止等重点措置を実施すべき区域 

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三

重県、広島県、山口県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県及び沖縄県の区域と

する。 

（３）まん延防止等重点措置の概要 

新型コロナウイルス感染症については、 

・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度 

高いと認められること、かつ、 

・特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それ 

に伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、 

国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の

区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該

区域におけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施す

る必要がある事態が発生したと認められる。 



 

１ 

 
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針 

 
令和３年 11 ⽉ 19 ⽇（令和４年１⽉ 19 ⽇変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 
 

 
本⽅針は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号。以下「法」という。）第 18 条第１項に規定する基本的対処⽅針として、
今後講ずべき対策を実施するに当たって準拠となるべき統⼀的指針を⽰す
ものである。 

地⽅公共団体は、本⽅針に基づき、⾃らその区域に係る対策を的確かつ
迅速に実施し、及び当該区域において関係機関が実施する対策を総合的に
推進する責務を有する。また、政府は、本⽅針に基づき、指定⾏政機関、
都道府県及び指定公共機関が実施する対策に関する総合調整を⾏うことが
できる。 
 
⼀ 新型コロナウイルス感染症発⽣の状況に関する事実 
（１）新型コロナウイルス感染症の特徴 

新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 
・ ヒトコロナウイルス SARS−CoV−2 による感染症であり、発熱、

呼吸器症状、倦怠感、頭痛、消化器症状、⿐汁、味覚異常、嗅覚
異常等の症状を発症する。 

・ せき、くしゃみ、会話等のときに排出される⾶沫やエアロゾル
の吸⼊、接触感染等が感染経路と考えられている。そのため、基
本的な感染対策（①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密
集場所（多くの⼈が密集している）、③密接場⾯（互いに⼿を伸ば
したら⼿が届く距離での会話や発声が⾏われる）という３つの条
件（以下「三つの密」という。）の回避、⼈と⼈との距離の確保、
マスクの着⽤、⼿洗い等の⼿指衛⽣、換気等）が重要である。 
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・ 潜伏期間は約５⽇間、最⻑ 14 ⽇間とされている。感染後無症状
のまま経過する者は 20〜30％と考えられており、感染者の約 40％
の患者は発症から１週間程度で治癒に向かうが、残りの患者は、
発症から１週間程度で肺炎の症状（酸素飽和度の低下、⾼熱の持
続、激しいせきなど）が明らかになり、約 20％の患者では酸素投
与が必要となり、約５％の患者が急性呼吸窮迫症候群（ARDS）
に移⾏して⼈⼯呼吸器による治療を要すると考えられる。 

・ 軽症の場合は経過観察のみで⾃然に軽快することが多く、必要
に応じて解熱薬等の対症療法を⾏う。ただし、重症化リスクのあ
る⽅については、経⼝の抗ウイルス薬や中和抗体薬の投与を⾏い
重症化を予防する。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与や抗ウイ
ルス薬、ステロイド薬（炎症を抑える薬）、免疫調整薬の投与を⾏
い 、 改 善 し な い 場 合 に は ⼈ ⼯ 呼 吸 器 や 体 外 式 膜 型 ⼈ ⼯ 肺
（Extracorporeal membrane oxygenation：ECMO）等による集中
治療を⾏うことがある。国内で承認されている医薬品として、レ
ムデシビル、デキサメタゾン、バリシチニブ、カシリビマブ／イ
ムデビマブ、ソトロビマブ及びモルヌピラビルがある。患者によ
っては、呼吸器や全⾝症状等の症状が遷延したり、新たに症状が
出現すること（いわゆる後遺症）が報告されている。 

・ 新型コロナウイルス感染症と診断された⼈のうち重症化しやす
いのは、⾼齢者と基礎疾患のある⽅、⼀部の妊娠後期の⽅であり、
重症化のリスクとなる基礎疾患等には、慢性閉塞性肺疾患
（COPD）、慢性腎臓病、糖尿病、⾼⾎圧、⼼⾎管疾患、肥満、喫
煙等がある。ワクチン接種を２回受けることで、重症化予防効果
が期待できる。 

・ 重症化する⼈の割合や死亡する⼈の割合は年齢によって異なり、
⾼齢者は⾼く、若者は低い傾向にある。令和２年６⽉から８⽉ま
でに診断された⼈においては、重症化する⼈の割合は約 1.6％（50
歳代以下で 0.3％、60 歳代以上で 8.5％）、死亡する⼈の割合は、
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約 1.0％（50 歳代以下で 0.06％、60 歳代以上で 5.7％）となって
いる。なお、季節性インフルエンザの国内における致死率は 0.02-
0.03％と報告されており、新型コロナウイルス感染症は、季節性
インフルエンザにかかった場合に⽐して、致死率が相当程度⾼く、
国⺠の⽣命及び健康に著しく重⼤な被害を与えるおそれがある。 

・ 診断にはリアルタイム RT-PCR 等の核酸検出検査や抗原検査が
⽤いられる。 

・ 新型コロナウイルスは約２週間で１か所程度の速度でその塩基
が変異していると考えられ、新たな変異株が世界各地で確認され
ており、厚⽣労働省と国⽴感染症研究所において、ゲノムサーベ
イランスを通じた変異株の発⽣動向の監視を⾏っている。 

・ この中で、現在、感染⼒が強く、再感染リスク増加やワクチン
の効果を弱める可能性が指摘されている B.1.1.529 系統の変異株
（オミクロン株）の国内における急速な感染拡⼤が懸念されてい
る。オミクロン株については、令和３年 11 ⽉ 24 ⽇に南アフリカ
からWHOへ最初のオミクロン株感染例が報告されてから、令和４
年１⽉７⽇までに全世界で 149 か国から感染例が報告され、感染
拡⼤が進んでいる。我が国においては、令和３年 11 ⽉ 28 ⽇に懸
念される変異株（Variant of Concern：VOC）に位置付けられ、令
和４年１⽉ 13 ⽇までに⽔際関係を含め 3,699 例の感染例が報告さ
れている。 

・ オミクロン株については、国内外の報告から感染・伝播性の増
加が⽰唆されており、デルタ株に⽐べて世代時間、倍加時間や潜
伏期間の短縮、⼆次感染リスクや再感染リスクの増⼤が確認され
ており、感染拡⼤のスピードが極めて速い。国内においても感染
例の急増と、オミクロン株への置き換わりが確認されている。ま
ず軽症者の数が急激に増加し、併せて中等症者も⼀定程度増加し、
その後、⾼齢者に伝播し、重症者数、⼊院者数も増え医療全体が
ひっ迫し、更に社会機能の維持も困難になってくることも懸念さ
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れる。また、ワクチン接種や⾃然感染による免疫を逃避する性質
が⽰唆されており、ワクチン２回接種による発症予防効果がデル
タ株と⽐較してオミクロン株への感染では著しく低下するものの、
３回⽬接種（追加接種）により発症予防効果が⼀時的に回復する
可能性が⽰唆されている。また、⼊院予防効果もデルタ株と⽐較
してオミクロン株においては⼀定程度の低下を認めるものの、発
症予防効果と⽐較すると保たれており、さらに、3回⽬接種により
⼊院予防効果が回復するという報告がある。中和抗体薬について
は、オミクロン株への有効性として中和活性の低下が報告されて
いる薬剤もあることから、投与に当たって留意が必要である。 

・ 他⽅、更なる知⾒の集積が必要であるものの、デルタ株と⽐較
してオミクロン株では重症化しにくい可能性が⽰唆されているが、
重症化リスクがある程度低下していたとしても、感染例が⼤幅に
増加することで重症化リスクの低下分が相殺される可能性も考慮
する必要がある。 

 
なお、我が国においては、令和２年１⽉ 15 ⽇に最初の感染者が確認

された後、令和 4 年 1 ⽉ 17 ⽇までに、合計 1,743,136 ⼈の感染者、
18,434 ⼈の死亡者が確認されている。 
 

（２）感染拡⼤防⽌のこれまでの取組 
これまでの感染対策においては、基本的な感染対策を推進すること

に加え、専⾨家の分析等で感染リスクが⾼いとされた飲⾷の場⾯を極
⼒回避するため、飲⾷店の時短営業及び酒類提供の停⽌の措置を講じ
てきた。同時に、⼈流や⼈との接触機会を削減する観点から、外出・
移動の⾃粛、イベント及び⼤規模集客施設への時短要請等の取組を進
めてきた。また、検査・サーベイランスの強化、積極的疫学調査等に
よるクラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」
という。）対策、⽔際対策を含む変異株対策等の取組を実施してきた。 
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特に、令和３年３⽉下旬以降は、より感染⼒の強い変異株の出現に
よる急速な感染拡⼤に対し、令和３年２⽉３⽇に成⽴した新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法等の⼀部を改正する法律（令和３年法律第
５号）による改正後の法で創設されたまん延防⽌等重点措置区域（以
下「重点措置区域」という。）における機動的な対策、ゴールデンウィ
ーク期間中のイベントの無観客開催、⼤規模集客施設の休業等の集中
的な対策をはじめ、緊急事態宣⾔等の下で、全国的に度重なる強い措
置を講じてきた。また、強い感染⼒を持つ変異株が出現し、それまで
の飲⾷への対策、⼈流抑制の取組のほか、再度の感染拡⼤の予兆や感
染源を早期に探知するため、検査を⼤幅に強化するとともに、⾼齢者
施設等や学校における感染対策を強化する観点から、軽症であっても
症状が現れた場合に、早期に陽性者を発⾒することができるよう、抗
原簡易キットの配布を⾏ってきた。さらに、健康観察アプリを活⽤し、
早期に検査につなげる取組も実施してきた。 

 
（３）ワクチン接種の進展とこれに伴う患者像の変化 

ワクチンについては、令和３年２⽉に医療従事者向け接種を開始し、
同年４⽉に⾼齢者向け接種を開始、同年５⽉から本格的に接種を進め、
同年４⽉末には医療従事者の接種会場への派遣を可能にするほか、接
種費⽤への時間外・休⽇加算相当分の上乗せや接種回数の多い施設へ
の⽀援の措置により、１⽇ 100 万回を超えるスピードで接種を進める
ことができ、同年７⽉末には希望する⾼齢者への２回接種をおおむね
完了した。地⽅公共団体での接種努⼒に加えて、企業等による職域接
種等を⾏うことにより、同年 10 ⽉上旬までに供給されたワクチンは、
対象⼈⼝の９割が接種できる数量に達した。 

ワクチンの総接種回数は、令和４年１⽉ 17 ⽇現在で２億回を超え、
２回⽬接種を終えた⽅は約８割となっている。 

  また、令和３年 12 ⽉からは、追加接種を開始した。 
ワクチン接種は、デルタ株に対する重症化予防・発症予防等の効果
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が期待されており、海外では⼀定の感染予防効果を⽰唆する報告も⾒
られる。我が国のデルタ株の流⾏期における発症予防効果については、
ワクチン２回接種 14 ⽇以降で 87％程度とする報告がある。最も重症化
リスクの⾼い群である⾼齢者の約９割が２回接種を終えたこともあり、
感染者数の増加に⽐べ、重症者数、死亡者数の増加は少なくなってい
る。 

また、医療提供体制の強化が進められると同時に、陽性者の治療に
ついては、中和抗体薬や経⼝の抗ウイルス薬が利⽤可能となるなど、
選択肢が確実に増えてきている。 

今後、若年層の更なるワクチン接種の進展により、令和３年夏と⽐
べて、感染者や重症者は抑えられると期待されるほか、中和抗体薬や
経⼝の抗ウイルス薬の重症化予防効果も⼀定程度期待される⼀⽅、更
なる感染拡⼤が⽣じた場合には、感染者全体に占める⾼齢者の割合が
再び上昇すると考えられること、ワクチン接種後にも新型コロナウイ
ルス感染が確認される症例があること、ワクチンの効果について、変
異株の出現の可能性や免疫の減衰の影響を踏まえ、引き続き基本的な
感染対策が重要である。また、オミクロン株については、短期間の調
査結果ではあるが、追加接種により発症予防効果等が回復する可能性
が⽰唆されており、まずは、重症化リスクが⾼い⾼齢者などの⽅々を
対象とし、その後には、⼀般の⽅を対象として接種間隔を前倒しして
接種を実施するなど、迅速にワクチン接種を進めることが重要である。 

 
（４）医療提供体制の強化 

医療提供体制の強化については、令和３年夏に⽐べ約３割、約１万
⼈増の約 3.7 万⼈が⼊院できる体制を構築するなど、これまで各都道府
県において、感染拡⼤の経験を踏まえた医療提供体制の段階的な強化
が進められてきた。 

また、病床やホテル等の宿泊療養施設の確保に加え、臨時の医療施
設や⼊院待機施設の整備、酸素濃縮装置の確保を進め、症状悪化時に
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確実に酸素投与や治療につなげる体制の整備、⾃宅療養等を⾏う場合
の 診 療 体 制 の 整 備 や 、 HER-SYS （ Health Center Real-time 
Information-sharing System on COVID-19：新型コロナウイルス感染
者等情報把握・管理⽀援システム）における My HER-SYS（陽性者が
HER-SYS にスマートフォン等で⾃⾝や家族の健康状態を⼊⼒する健康
管理機能）等の導⼊の推進による健康観察体制の整備が進められてき
た。政府としても、往診や訪問診療、訪問看護の診療報酬の評価の拡
充等を⾏ってきた。 

軽症から中等症（Ⅰ）の患者を投与対象とする初めての治療薬とし
て令和３年７⽉ 19 ⽇に特例承認がなされた中和抗体薬「カシリビマブ
／イムデビマブ」については、短期⼊院による投与や投与後の観察体
制の確保等の⼀定の要件を満たした医療機関による⾃宅療養者に対す
る外来・往診での投与等の取組を進めてきた。また、同年９⽉ 27 ⽇に
は、中和抗体薬「ソトロビマブ」が、同年 12 ⽉ 24 ⽇には、経⼝治療
薬「モルヌピラビル」が特例承認され、医療現場に供給されている。
「モルヌピラビル」については、令和４年１⽉ 16 ⽇時点で、約 13,200
の医療機関と約 12,000 の薬局が登録を終え、このうち、約 10,700 の医
療機関・薬局に対して、約 34,200 回分の薬剤を配送している。 
 

（５）令和３年９⽉の感染収束 
令和３年７⽉からの感染拡⼤期は、感染⼒の強いデルタ株への置き

換わりにより、これまでに⽐べ陽性者数において⾮常に⼤きなもので
あったが、同年８⽉ 20 ⽇に全国で１⽇当たり 25,975 名の新規陽性者
を記録した後に、急速に減少した。同年９⽉の感染収束については、
これまでの国⺠や事業者の感染対策への協⼒、夜間滞留⼈⼝の減少、
ワクチン接種率の向上、医療機関や⾼齢者施設のクラスター感染の減
少等によるものと考えられる。 

令和３年９⽉ 28 ⽇に、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に対
する負荷の状況について分析・評価を⾏い、全ての緊急事態措置区域
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（北海道、茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、⼤阪府、
兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県）が緊急事態措置区域に該当しな
いこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間とされている同
⽉ 30 ⽇をもって緊急事態措置を終了した。 

また、全ての重点措置区域（宮城県、福島県、⽯川県、岡⼭県、⾹
川県、熊本県、宮崎県及び⿅児島県）について、まん延防⽌等重点措
置を実施すべき期間とされている令和３年９⽉ 30 ⽇をもってまん延防
⽌等重点措置を終了する旨の公⽰を⾏った。 

その際、今後、ワクチン接種を⼀層進捗させ、医療提供体制をもう
⼀段整備し、感染拡⼤に対する社会の耐性を⾼めながら、感染対策と
⽇常⽣活を両⽴させることを基本として、政策を展開していくことと
した。また、感染の再拡⼤が⾒られる場合には、速やかに効果的で強
い感染対策等を講じるものとした。 
 

（６）オミクロン株の発⽣と感染拡⼤ 
令和３年９⽉以降、急速に減少に転じた新規陽性者数は、同年 12 ⽉

下旬以降再び増加傾向となった。令和４年１⽉には新規陽性者数の急速
な増加に伴い、療養者数と重症者数も増加傾向が⾒受けられた。 

政府は、感染・伝播性の増加が⽰唆されるオミクロン株のリスクに対
応するため、外国⼈の新規⼊国を停⽌するとともに、帰国者には、10
⽇間（オミクロン株以外の変異株が⽀配的となっていることが確認され
ている国・地域については 14 ⽇間）の⾃宅等待機と健康観察を実施し
ている。加えて、オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者には、
検疫所の確保する施設での厳格な待機措置を講じている。また、原則と
して、全ての国内新規感染者について、L452R 変異株 PCR 検査を⾏う
とともに、その時点の検査能⼒を最⼤限発揮して全ゲノム解析を実施し、
早期探知の体制をとっている。オミクロン株への置き換わりが進んだ⾃
治体（⽬安として L452R 変異株 PCR 検査陰性率が 70％の⾃治体）に
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ついては、感染者の５−10％分の変異株 PCR 検査及びゲノム解析を実
施することも可能としており、引き続き変異株の発⽣動向を監視してい
る。 

また、オミクロン株の濃厚接触者の待機期間について、これまでに得
られた科学的知⾒に基づき、14 ⽇から 10 ⽇に短くするとともに、地域
における社会機能の維持のために必要な場合には、⾃治体の判断により、
社会機能を維持するために必要な事業（別添に掲げる事業を参考として、
⾃治体が適当と認める事業）に従事する者に限り、10 ⽇を待たずに検
査が陰性であった場合でも待機を解除する取扱いを実施できることとし
ている。 

さらに、政府は、オミクロン株が急速に拡⼤する最悪の事態に備える
ため、⽔際対策の⾻格を維持しつつ、予防、検査、早期治療の枠組みを
⼀層強化し、国内対策に重点を移し始めている。ワクチンの追加接種に
ついては、まずは、重症化リスクが⾼い⾼齢者などの⽅々を対象とし、
その後には、⼀般の⽅を対象として接種間隔を前倒しして接種を実施す
ることとし、また、オミクロン株について、海外渡航歴がなく、感染経
路が不明の事案が発⽣したことを受け、感染拡⼤が懸念される地域での
無料検査を開始している。経⼝薬については令和３年内の実⽤化を⽬指
し、令和３年 12 ⽉ 24 ⽇には「モルヌピラビル」を特例承認し、医療現
場に供給するなどの取組を進めている。あわせて、都道府県における在
宅療養をされる⽅々への健康観察や訪問診療体制の準備状況の⾃⼰点検
を実施し、政府の⽅針として、在宅療養体制が整った⾃治体において、
⾃治体の総合的な判断の下、感染の急拡⼤が確認された場合には、陽性
者を全員⼊院、濃厚接触者を全員宿泊施設待機としている取組みを⾒直
し、症状に応じて宿泊・⾃宅療養も活⽤し、万全の対応ができるように
している。 

こうした状況に鑑み、令和４年１⽉７⽇には、感染状況や医療提供体
制・公衆衛⽣体制に対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染
の再拡⼤を防⽌する必要性が⾼いこと等から、法第 31 条の４第１項に
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基づき、まん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を同⽉９⽇から同⽉
31 ⽇までの 23 ⽇間とし、重点措置区域を広島県、⼭⼝県及び沖縄県と
する公⽰を⾏った。 

令和４年１⽉ 19 ⽇には、感染状況や医療提供体制・公衆衛⽣体制に
対する負荷の状況について分析・評価を⾏い、感染の再拡⼤を防⽌する
必要性が⾼いこと等から、法第 31 条の４第３項に基づき、重点措置区
域に群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐⾩県、愛
知県、三重県、⾹川県、⻑崎県、熊本県及び宮崎県を追加する変更を⾏
うとともに、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐
⾩県、愛知県、三重県、⾹川県、⻑崎県、熊本県及び宮崎県においてま
ん延防⽌等重点措置を実施すべき期間を同⽉ 21 ⽇から同年２⽉ 13 ⽇ま
での 24 ⽇間とする公⽰を⾏った。あわせて、オミクロン株による感染
が急速に拡⼤している状況等を踏まえ、後述するワクチン・検査パッケ
ージ制度については、原則として、当⾯適⽤しないこととした。 
 

⼆ 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な⽅針 
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に備え、当⾯、ワクチン接種、

検査、治療薬等の普及による予防、発⾒から早期治療までの流れを更
に強化するとともに、最悪の事態を想定した対応を⾏う。 

このため、デルタ株への置き換わり等による令和３年夏のピーク時
における急速な感染拡⼤に学び、今後、感染⼒が２倍（若年者のワクチ
ン接種が 70％まで進展し、それ以外の条件が令和３年夏と同⼀である
場合と⽐較し、新たな変異株の流⾏や⽣活⾏動の変化等による、「令和
３年夏の実質２倍程度の感染拡⼤が起こるような状況」）となった場合
にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療
薬の確保を進める。 

こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫が
これまでより⽣じにくくなり、感染拡⼤が⽣じても、国⺠の命と健康
を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の
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変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可
能とする新たな⽇常の実現を図る。 

その上で、感染⼒が２倍を⼤きく超え、例えば感染⼒が３倍（若年
者のワクチン接種が 70％まで進展し、それ以外の条件が令和３年夏と
同⼀である場合と⽐較し、新たな変異株の流⾏や、⽣活⾏動の変化等
による、「令和３年夏の実質３倍程度の感染拡⼤が起こるような状況」）
となり、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡⼤が⽣じた場合に
は、強い⾏動制限を機動的に国⺠に求めるとともに、政府の責任にお
いて、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的
な病床等を確保するための具体的措置を講じる。 

（１）医療提供体制の強化 
今後の医療提供体制については、今後も中⻑期的に感染拡⼤が反復 

する可能性があることを前提に、次の点を重点として各都道府県におい
て「保健・医療提供体制確保計画」を策定し、検査から⼊院までの総合
的な保健・医療提供体制を構築している。 

・ 今後、感染⼒が２倍となった場合にも対応できるよう、ワクチ
ン接種の進展等による感染拡⼤の抑制効果等も勘案しつつ、⼊院
を必要とする⽅が、まずは迅速に病床⼜は臨時の医療施設等に受
け⼊れられ、確実に⼊院につなげる体制を整備。 

・ 全ての⾃宅・宿泊療養者について、陽性判明当⽇ないし翌⽇に
連絡をとり、健康観察や診療を実施できる体制を確保。 

・ 感染拡⼤時に臨時の医療施設等が円滑に稼働できるよう、医療
⼈材の確保、配置調整を担う体制を構築。 

・ 医療体制の稼働状況の医療機関等情報⽀援システム（Gathering 
Medical Information System：G-MIS）やレセプトデータ等を活⽤し
た徹底的な「⾒える化」。 

 
（２）ワクチン接種の促進 

新型コロナウイルス感染症の重症化や発症等を予防するため、迅速



12 

なワクチンの追加接種を進め、接種を希望する全ての⽅が追加接種を
受けられるよう、体制を確保すべく戦略的に取り組むとともに、⽐較
的若い世代等を中⼼に、１回⽬・２回⽬接種が完了していない者へは
引き続き接種機会を確保するとともに接種を促す。 

12 歳未満の⼦供に対するワクチン接種については、安全性・有効性
を確認した上で、その効果、リスク等について、厚⽣科学審議会で議
論し、接種を開始する。 

 
（３）治療薬の確保 

新型コロナウイルス感染症の治療薬については、国産経⼝薬を含む
治療薬の開発費⽤を⽀援する。また、経⼝薬について令和３年内の実
⽤化を⽬指し、令和３年 12 ⽉ 24 ⽇には「モルヌピラビル」が特例承
認され、医療現場に供給されている。 

また、今冬をはじめ中期的な感染拡⼤においても、軽症から中等症
の重症化リスクを有する者が確実に治療を受けられるようにするため、
治療薬の作⽤する仕組みや開発ステージは様々であることも考慮して、
複数の治療薬（中和抗体薬、経⼝薬）の確保に向けて取り組む。 

 
（４）感染防⽌策 

感染拡⼤の防⽌の基本は、個々⼈が「三つの密」の回避、⼈と⼈と
の距離の確保、マスクの着⽤、⼿洗い等の⼿指衛⽣、換気等の基本的
な感染対策を徹底することであり、加えて、政府及び地⽅公共団体が
積極的・戦略的な検査と積極的疫学調査により、感染拡⼤の起点とな
っている場所や活動を特定して効果的な対策を講じること、さらに、
感染状況に応じて、⼈流や⼈との接触機会を削減することが重要であ
る。 

政府は、これまでの感染拡⼤期の経験や国内外の様々な研究等の知
⾒を踏まえ、より効果的な感染防⽌策等を講じていく。また、都道府
県は、感染の拡⼤が認められる場合に、政府と密接に連携しながら、
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速やかに効果的な感染対策等を講じるものとする。 
法第 32 条第１項に規定する事態が発⽣したと認めるときは、緊急事

態宣⾔を発出し、法第 45 条等に基づき必要な措置を講じる。また、法
第 31 条の４第１項に規定する事態が発⽣したと認めるときは、まん延
防⽌等重点措置として法第 31 条の６に基づき必要な措置を講じる。 

緊急事態措置区域及び重点措置区域等においては、飲⾷店の営業時
間短縮、イベントの⼈数制限、県をまたぐ移動の⾃粛、出勤者数の削
減の要請等の感染防⽌策を講じるとともに、第三者認証制度や別途定
めるワクチン・検査パッケージ制度（以下単に「ワクチン・検査パッケ
ージ制度」という。）、対象者に対する全員検査（以下「対象者全員検査」
という。）等を活⽤し、感染拡⼤を防⽌しながら、⽇常⽣活や経済社会
活動を継続できるように取り組むものとする。ただし、感染が急速に
拡⼤し、医療提供体制のひっ迫が⾒込まれる場合等においては、政
府・都道府県の判断で、ワクチン・検査パッケージ制度等を適⽤せず、
強い⾏動制限を要請することとする。 

上記の緊急事態宣⾔の発出等については、以下のとおり取り扱う。 
１）緊急事態宣⾔の発出及び解除 

令和３年 11 ⽉８⽇の新型インフルエンザ等対策推進会議新型コロ
ナウイルス感染症対策分科会（以下「コロナ分科会」という。）提⾔
において、都道府県ごとに感染の状況や医療のひっ迫の状況等を評
価するための新たなレベル分類が⽰された。この提⾔を踏まえ、今
後、緊急事態宣⾔の発出及び解除（緊急事態措置区域の追加及び除
外を含む。）の判断に当たっては、以下を基本として判断することと
する。 

（緊急事態宣⾔発出の考え⽅） 
国内での感染拡⼤及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状

況（特に、コロナ分科会提⾔におけるレベル３相当の対策が必要な
地域の状況等）を踏まえて、全国的かつ急速なまん延により国⺠⽣
活及び国⺠経済に甚⼤な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、
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政府対策本部⻑が新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処⽅
針分科会（以下「基本的対処⽅針分科会」という。）の意⾒を⼗分踏
まえた上で、総合的に判断する。なお、緊急事態措置区域を定める
に当たっては、都道府県間の社会経済的なつながり等を考慮する。 

（緊急事態宣⾔解除の考え⽅） 
国内での感染及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状況

（特に、緊急事態措置区域が、コロナ分科会提⾔におけるレベル２
相当の対策が必要な地域になっているかなど）を踏まえて、政府対
策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえた上で、より
慎重に総合的に判断する。 

なお、緊急事態宣⾔の解除後の対策の緩和については段階的に⾏
う。 

２）まん延防⽌等重点措置の実施及び終了 
まん延防⽌等重点措置の実施及び終了については、令和３年 11 ⽉

８⽇のコロナ分科会提⾔を踏まえ、以下を基本として判断すること
とする。 

（まん延防⽌等重点措置の実施の考え⽅） 
都道府県の特定の区域において感染が拡⼤し、当該都道府県全域

に感染が拡⼤するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛
⽣体制に⽀障が⽣ずるおそれがあると認められる以下のような場合
に、政府対策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえた
上で、総合的に判断する。 
・ 都道府県がレベル３相当の対策が必要な地域の状況になってい

る場合 
・ 都道府県がレベル２相当の対策が必要な地域において、当該都

道府県の特定の区域において感染が急速に拡⼤し、都道府県全域
に感染が拡⼤するおそれがあると認められる場合 

・ 都道府県がレベル２相当の対策が必要な地域において、感染が
減少傾向であっても、当該都道府県の特定の区域において感染⽔
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準が⾼い⼜は感染が拡⼤しているなど、感染の再拡⼤を防⽌する
必要性が⾼い場合 

（まん延防⽌等重点措置の終了の考え⽅） 
都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛⽣体制のひっ迫の状況

（特に、まん延防⽌等重点措置を実施している区域の感染状況が、
都道府県全域に感染を拡⼤させるおそれがない⽔準かなど）を踏ま
えて、政府対策本部⻑が基本的対処⽅針分科会の意⾒を⼗分踏まえ
た上で、総合的に判断する。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

⼆の全般的な⽅針を踏まえ、主として以下の重要事項に関する取組
を進める。 

（１）情報提供・共有 
① 政府は、地⽅公共団体と連携しつつ、以下の点について、国⺠の

共感が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化
に即応した情報提供や呼びかけを⾏い、⾏動変容に資する啓発を進
めるとともに、冷静な対応をお願いする。 
・ 発⽣状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国⺠に分かりやすい疫学解析情報の提供。 
・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報

の提供。特に、感染状況が悪化し、医療提供体制がひっ迫した
場合には、その影響を具体的に分かりやすい形で⽰すこと。 

・ 変異株についての正確で分かりやすい情報の提供。 
・ 「三つの密」の回避や、「⼈と⼈との距離の確保」、「マスクの

着⽤」、「⼿洗い等の⼿指衛⽣」、「換気」をはじめとした基本的
な感染対策の徹底等、感染拡⼤を予防する「新しい⽣活様式」
の定着に向けた周知。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲⾷店等について、第三者認証
を取得している飲⾷店等を利⽤するよう、促すこと。 
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・ ⾵邪症状等体調不良が⾒られる場合の休暇取得、学校の⽋席、
外出⾃粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらか
じめ厚⽣労働省が定める⽅法による必要があることの周知。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え⽅を分か
りやすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他
の対策に携わった⽅々に対する誤解や偏⾒に基づく差別を⾏わないこと
の呼びかけ。 

・ 従業員及び学⽣の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：

COCOA）のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接触通知
があった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された
場合における登録の必要性についての周知。あわせて、地域独⾃の⼆次
元バーコード（以下「QR コード」という。）等による通知システム等の
利⽤の呼びかけ。 

② 政府は、広報担当官を中⼼に、官邸のウェブサイトにおいて厚⽣労
働省等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的
に連携させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）等
の媒体も積極的に活⽤することで、迅速かつ積極的に国⺠等への情報
発信を⾏う。 

③ 政府は、⺠間企業等とも協⼒して、情報が必ずしも届いていない層
に⼗分な情報が⾏き届くよう、丁寧な情報発信を⾏う。 

④ 厚⽣労働省は、感染症やクラスターの発⽣状況について迅速に情報
を公開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡⼤していることを踏まえ、各国に滞
在する邦⼈等への適切な情報提供、⽀援を⾏う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張⼜は⻑期
の海外滞在のある事業所、留学や旅⾏機会の多い⼤学等においても、
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帰国者への適切な情報提供を⾏い、渡航の是⾮の判断・確認や、帰国
者に対する 10 ⽇間の⾃宅等待機等の必要な対策を講じるよう周知を図
る。 

⑦ 政府は、国⺠、在留外国⼈、外国⼈旅⾏者及び外国政府に対し、
帰国時・⼊国時の⼿続や⽬的地までの交通⼿段の確保等につい
て適切かつ迅速な情報提供を⾏い、国内でのまん延防⽌と⾵評
対策につなげる。また、政府は、⽇本の感染対策や感染状況の⼗分な
理解を醸成するよう、諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地⽅公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な⼿段によ
り住⺠に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を⾏う。 

⑨ 都道府県等は、厚⽣労働省や専⾨家と連携しつつ、積極的疫学調査
により得られた情報を分析し、今後の対策に資する知⾒をまとめて、
国⺠に還元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が⾏政⽂書の
管理に関するガイドライン（平成 23 年４⽉１⽇内閣総理⼤⾂決定）に
基づく「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を⾏う。
地⽅公共団体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）ワクチン接種 

政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染
症に係るワクチン接種を⾏う。 

① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種⽬的は、新型コ
ロナウイルス感染症の重症化予防・発症予防等である。 

② 予防接種については、予防接種法及び検疫法の⼀部を改正する法
律（令和２年法律第 75 号）による改正後の予防接種法（昭和 23 年
法律第 68 号）に基づく臨時接種の特例として、厚⽣労働⼤⾂の指⽰
の下、都道府県の協⼒により市町村において実施する。 

③ 予防接種の実施体制等については、令和３年２⽉９⽇の「新型コ
ロナウイルス感染症に係るワクチン接種について」（内閣官房及び厚
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⽣労働省）を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する観点に⽴って
⾏う。 

④ 追加接種については、２回⽬接種完了から８か⽉以上経過した⽅
に順次、接種することを原則としていたが、感染防⽌に万全を期す
る観点から、まずは、重症化リスクが⾼い⾼齢者などの⽅々を対象
とし、その後には、⼀般の⽅も対象として接種間隔を前倒しして接
種を実施する。追加接種に使⽤するワクチンについては、１回⽬・
２回⽬に⽤いたワクチンの種類にかかわらず、ｍRNA ワクチンを⽤
いる。また、引き続き１回⽬・２回⽬未接種者に対する接種機会を
確保し、接種を促進する。これらの接種に使⽤するワクチンについ
て、安定的な供給を⾏う。 

⑤ 政府は、追加接種についても、これまでの接種状況も踏まえた上
で、引き続き、各地⽅公共団体の接種会場や、職域（⼤学等を含む。）
による接種を実施するとともに、⾃衛隊による⼤規模接種会場を設
置し、地⽅公共団体によるワクチン接種に係る取組を後押しする。 

⑥ 12 歳未満の⼦供に対するワクチン接種については、安全性・有効
性を確認した上で、その効果、リスク等について、厚⽣科学審議会
で議論し、接種を開始する。 

⑦ 予防接種法に基づく健康被害が⽣じた場合の救済措置や副反応疑
い報告等について、適切に実施する。 

⑧ 予防接種は最終的には個⼈の判断で接種されるものであることか
ら、予防接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案
し接種の判断ができる情報を提供することが必要である。 

その上で、政府は、国⺠に対して、ワクチンの安全性及び有効性
についての情報を提供するなど、的確かつ丁寧なコミュニケーショ
ン等を進め、幅広く予防接種への理解を得るとともに、国⺠が⾃ら
の意思で接種の判断を⾏うことができるよう取り組む。 

⑨ ワクチンについて、国内で開発・⽣産ができる体制を確⽴してお
くことは、危機管理上も極めて重要であり、国内での開発・⽣産の
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基盤整備を進める。 
 
（３）サーベイランス・情報収集 

① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第
114 号。以下「感染症法」という。）第 12 条に基づく医師の届出等
によりその実態を把握する。 

② 厚⽣労働省及び都道府県等は、感染が拡⼤する傾向がみられる場合
はそれを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイラン
ス体制を整えておく必要がある。 

また、政府と都道府県等で協働して今後の感染拡⼤局⾯も⾒据えた準
備を進めるため、厚⽣労働省は、財政的な⽀援をはじめ必要な⽀援を⾏
い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の⼀連のプロセスを通じた対
策を実施する。 

③ 厚⽣労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患
者等に関する情報を関係者で迅速に共有するため、HER-SYS を活⽤
し、都道府県別の陽性者数等の統計データの収集・分析を⾏うとと
もに、その結果を適宜公表し、より効果的・効率的な対策に活⽤し
ていく。 

④ ⽂部科学省及び厚⽣労働省は、学校等での集団発⽣の把握の強化を図
る。 

⑤ 都道府県等は、厚⽣労働省や専⾨家と連携しつつ、積極的疫学調査に
より、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出⾃粛の要請等を⾏う
とともに、感染拡⼤の規模を適確に把握し、適切な感染対策を⾏う。そ
の際、より効果的な感染拡⼤防⽌につなげるため、厚⽣労働省は、HER-
SYS による地⽅公共団体間の⼀元的な情報共有・分析を⽀援する。都道
府県等は、積極的疫学調査の結果等の地⽅公共団体間の情報連携を徹底
するとともに、積極的疫学調査を実施する際に優先度も考慮する。なお、
積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協⼒しない場合の命令や、こ
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の命令に正当な理由がなく応じない場合の罰則の適⽤については、対象
者の⼈権に⼗分に配慮し、慎重に運⽤する。 

⑥ 都道府県等は、新たな変異株が確認された場合には、国⽴感染症
研究所の評価・分析を踏まえ、⼊院措置・勧告、宿泊療養等の措置
を適切に講じる。厚⽣労働省は、国⽴感染症研究所と連携して、変
異株の国内症例の評価・分析を⾏う。 

⑦ 厚⽣労働省は、感染症法第12 条に基づく医師の届出とは別に、市中で
の感染状況を含め国内の流⾏状況等を把握するため、抗体保有状況に関
する調査等有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡
については、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適
切に把握する。国⽴感染症研究所における新型コロナウイルス検出⽅法
等の検討や下⽔サーベイランスを活⽤した新型コロナ調査研究を⽀援す
るなど、引き続き、下⽔サーベイランス活⽤について検証を加速する。 

⑧ 政府は、医療機関の空床状況や⼈⼯呼吸器・ECMO の保有・稼働状況
等を迅速に把握する医療機関等情報⽀援システム（G-MIS）を構築・運
営し、医療提供状況や PCR 検査等の実施状況等を⼀元的かつ即座に把握
するとともに、都道府県等にも提供し、迅速な患者の受⼊調整等にも活
⽤する。 

⑨ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる後遺症に
ついて、諸外国で報告もあることも踏まえ、調査・研究を進める。 

⑩ 都道府県等は、感染症法第 12 条及び第 15 条に基づき、地⽅公共団体
間での迅速な情報共有を⾏うとともに、都道府県は、令和３年11 ⽉８⽇
のコロナ分科会提⾔等も参考に、都道府県下の感染状況について、リス
ク評価を⾏う。 

⑪ 政府は、COCOA について、プライバシーに最⼤限配慮しつつ、機能
の向上を図るとともに、陽性者との接触通知があった場合における適切
な機関への検査受診を周知するほか、HER-SYS 及び保健所等と連携し
た積極的疫学調査において活⽤することにより、効果的なクラスター対
策につなげる。 
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⑫ 政府は、ワクチン・検査パッケージに関する技術実証の結果等を踏ま
え、QR コード等を活⽤して作成された⼊場者・⼊店者情報を活⽤した
クラスター対策のための効果的な分析・情報共有のあり⽅について検討
を⾏う。 

 
（４）検査 

① 地⽅衛⽣研究所や⺠間の検査機関等の関係機関における検査体制
の⼀層の強化、地域の関係団体と連携した地域外来・検査センター
の設置等を進めるとともに、新しい検査技術についても医療現場に
迅速に導⼊する。 

② また、検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を⾏い、感染が
拡⼤している地域においては、⾼齢者施設等の有症状の⼊所者・従
事者等に対し、幅広い検査を実施する。多数の感染者やクラスター
が発⽣している地域においては、感染者が⼀⼈も発⽣していない施
設等であっても、医療機関、⾼齢者施設等の従事者、⼊院・⼊所者
全員に対して⼀⻫検査を⾏う。特に、クラスターが複数発⽣してい
る地域では、感染が⽣じやすく拡⼤しやすい場所・集団に対して積
極的に検査を⾏う。緊急事態措置区域や重点措置区域においては、
保健所の判断を待たずに、医師による陽性者の同居家族等への検査
を促進する。これらの区域に指定された特定都道府県等は、集中的
実施計画を策定し、感染多数地域の⾼齢者施設等の従業者等に対す
る検査の頻回実施を⾏う。 

③ さらに、過去最⼤規模を上回る新規感染者数が⽣じた場合やイン
フルエンザの流⾏にも対応した検査ができるよう、厚⽣労働省及び
都道府県等は連携して検査体制整備計画を⾒直す。 

④ また、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に陽性者を発⾒
することによって感染拡⼤を防⽌する観点から、政府は、早期の受
診と診療・検査医療機関での抗原簡易キット等を活⽤した迅速な検
査を促す。さらに、政府は、同様の観点から、医療機関や⾼齢者施
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設、保育所等において従事者等に毎⽇の健康状態を把握するための
健康観察アプリも活⽤しつつ、迅速に検査を実施できるよう、都道
府県と連携しつつ抗原簡易キット最⼤約 780 万回程度分を確保、配
布しており、その適切な活⽤を図る。 

⑤ ⼤学、専⾨学校、⾼校、特別⽀援学校や、中学校、⼩学校、幼稚
園等に対して、約 125 万回分の抗原簡易キットを配布し、発熱等の
症状がある場合には、⾃宅で休養することや、医療機関の受診を原
則とした上で、直ちには医療機関を受診できない場合等において、
教職員や学⽣、速やかな帰宅が困難であるなどの事情のある児童⽣
徒（⼩学校４年⽣以上）を対象として抗原簡易キットを活⽤した軽
症状者（発熱、せき、喉の痛み等軽い症状を有する者をいう。以下
同じ。）に対する迅速な検査を実施し、陽性者発⾒時には、幅広い接
触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動
的に PCR 検査等を⾏政検査として実施する。 

⑥ また、職場においても、健康観察アプリも活⽤しつつ、軽症状者
に対する抗原簡易キット等を活⽤した検査を実施するよう促すとと
もに、クラスターの発⽣が懸念される職場における重点的な取組を
働きかけ、陽性者発⾒時には、幅広い接触者に対して、保健所の事
務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的に PCR 検査等を⾏政検査
として実施する。 

これらの検査に⽤いる抗原簡易キットについては、迅速かつ適切
に検査が実施されるよう、検体採取に関する注意点等を理解した職
員等の管理下で検査を実施させる。 

⑦ さらに、家庭で体調不良を感じる者等が医療機関への受診を迷う
場合等に⾃ら検査を⾏えるようにするため、政府は、抗原簡易キッ
トを薬局で⼊⼿できるようにしており、その薬局における販売⽅法
を⾒直す。 

⑧ 経済社会活動の中で希望により受ける⺠間検査については、感染
症法第 16 条の２に基づき、⺠間検査機関に精度管理や提携医療機関
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の決定等の協⼒を求めること等により環境整備を進めていく。 
⑨ ⽇常⽣活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるため

には、ワクチン接種や検査による確認を促進することが有効であ
り、政府は、都道府県と連携しながら、ワクチン・検査パッケー
ジ制度⼜は対象者全員検査及び飲⾷、イベント、旅⾏等の活動に
際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する⺠間の取組を
推奨する。このため、政府は、都道府県が、健康上の理由等によ
りワクチン接種を受けられない者を対象としたワクチン・検査パ
ッケージ⼜はそれ以外の者も対象とした対象者全員検査等の検査
を令和４年３⽉末まで予約不要、無料とできるよう⽀援を⾏う。
また、都道府県は、感染が拡⼤傾向にある場合には、都道府県知
事の判断により、法第 24 条第９項に基づき、感染に不安を感じる
無症状者に対して、ワクチン接種者を含めて検査を受けることを
要請するものとする。この場合において、都道府県はあらかじめ
政府と協議するものとする。政府は、都道府県が当該要請に基づ
き検査を受検した者については、検査費⽤を無料とすることがで
きるよう⽀援を⾏う。 

 
（５）まん延防⽌ 

１）緊急事態措置区域における取組等 
（飲⾷店等に対する制限等） 
① 特定都道府県は、感染リスクが⾼いと指摘されている飲⾷の場を

避ける観点から、法第 45 条第２項等に基づき、酒類⼜はカラオケ設
備を提供する飲⾷店等（飲⾷業の許可を受けていないカラオケ店及
び利⽤者による酒類の店内持込みを認めている飲⾷店を含む。酒類
及びカラオケ設備の提供（利⽤者による酒類の店内持込みを含む。）
を取り⽌める場合を除く。）に対して休業要請を⾏うとともに、上記
以外の飲⾷店（宅配・テイクアウトを除く。）に対して、営業時間の
短縮（20 時までとする。）の要請を⾏うものとする。ただし、都道
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府県知事の判断により、第三者認証制度の適⽤店舗（以下「認証店」
という。）において 21 時までの営業（酒類提供も可能）もできるこ
ととするほか、認証店及び飲⾷を主として業としていない店舗にお
いて、対象者全員検査を実施した場合には、収容率の上限を 50％と
しつつ、カラオケ設備を提供できることとする。 

その際、命令、過料の⼿続に関しては、別途通知する⼿続に沿っ
て⾏うことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つ
ことができるよう、命令等の適切な運⽤を図るものとする。 

② 特定都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、飲⾷店等及び飲⾷店
等の利⽤者に対し、同⼀グループの同⼀テーブルでの５⼈以上の会
⾷を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査
を実施した会⾷については、同⼀グループの同⼀テーブルでの５⼈
以上の会⾷も可能とする。 

③ 以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、
休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するた
めの対策・体制の更なる強化を⾏い、原則として全ての飲⾷店等に
対して⾒回り・実地の働きかけを⾏うとともに、当該取組について
適切に情報発信を⾏うものとする。また、特定都道府県は、実効性
ある第三者認証制度の普及と認証店の拡⼤に努めるものとする。 

④ 特定都道府県は、法第 45 条第１項に基づき、路上・公園等におけ
る集団での飲酒等、感染リスクが⾼い⾏動に対して必要な注意喚起
や⾃粛の要請等を⾏うとともに、実地の呼びかけ等を強化するもの
とする。 

⑤ 政府は、新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦（以
下「地⽅創⽣臨時交付⾦」という。）に設けた「協⼒要請推進枠」に
より、営業時間短縮要請等と協⼒⾦の⽀払いを⾏う都道府県を⽀援
する。都道府県は、協⼒⾦⽀給に係る体制の強化等を図り、⽀給の
迅速化に努めるものとする。 

（施設の使⽤制限等） 
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特定都道府県は、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判
断により、法第45条第２項等に基づき、⼈数管理、⼈数制限、誘導
等の「⼊場者の整理等」「⼊場者に対するマスクの着⽤の周知」「感
染防⽌措置を実施しない者の⼊場の禁⽌」「会話等の⾶沫による感
染の防⽌に効果のある措置（⾶沫を遮ることができる板等の設置⼜
は利⽤者の適切な距離の確保等）」等、新型インフルエンザ等対策
特別措置法施⾏令（平成 25 年政令第 122 号。以下「令」という。）
第12条に規定する各措置について事業者に対して要請を⾏うものと
する。 

なお、⼈が密集すること等を防ぐため、「⼊場者の整理等」を⾏
う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要請を⾏うとと
もに、事業者に対して、⼊場整理等の実施状況をホームページ等を
通じて広く周知するよう働きかけるものとする。 

（イベント等の開催制限） 
① 特定都道府県は、当該地域で開催されるイベント等（別途通知す

る集客施設等を含む。）について、観客の広域的な移動やイベント
等の前後の活動等で⽣じる、イベント等に係る感染拡⼤リスクを抑
制し、また、イベント等における感染防⽌策等を徹底する観点等か
ら、主催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、以下を⽬安とす
る規模要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を⾏うものと
する。 
・ 感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、

⼈数上限 10,000 ⼈かつ収容率の上限を 100％とする。さらに、対
象者全員検査を実施した場合には、⼈数上限を収容定員までとす
ることを可能とする。 

・ それ以外の場合は、⼈数上限 5,000 ⼈かつ収容率の上限を 50％
（⼤声あり）・100％（⼤声なし）とする。なお、この場合、都道
府県が定める様式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリス
トを主催者等が作成・公表することとする。 
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② 特定都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に
関わらず、「三つの密」が発⽣しない席の配置や「⼈と⼈との距
離の確保」、「マスクの着⽤」、イベントの開催中や前後におけ
る選⼿、出演者や参加者等に係る主催者等による⾏動管理等、基
本的な感染防⽌策が講じられるよう、主催者等に対して強く働き
かけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておく
ことや、COCOA 等の活⽤等について、主催者等に周知するものと
する。 

（外出・移動） 
特定都道府県は、法第45条第１項に基づき、混雑した場所や感染

リスクが⾼い場所への外出・移動の⾃粛について協⼒の要請を⾏う
ものとする。特に、感染対策が徹底されていない飲⾷店等や休業要
請⼜は営業時間短縮の要請に応じていない飲⾷店等の利⽤を厳に控
えることについて、住⺠に徹底する。また、不要不急の帰省や旅⾏
等都道府県間の移動は、極⼒控えるように促す。この場合において、
対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。 

（その他） 
① 特定都道府県は、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「⼈と⼈と

の距離の確保」「マスクの着⽤」「⼿洗い等の⼿指衛⽣」等の基本的な感
染対策を徹底するとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４⽉ 22
⽇の新型コロナウイルス感染症対策専⾨家会議（以下「専⾨家会議」と
いう。）で⽰された「10 のポイント」、同年５⽉４⽇の専⾨家会議で⽰
された「新しい⽣活様式の実践例」、同年10⽉23⽇のコロナ分科会で⽰
された、「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等を活⽤して住⺠に周知を
⾏うものとする。 

② 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を⾒据え、業種別ガ
イドライン等を実践するなど、⾃主的な感染防⽌のための取組を進
める。その際、政府は、専⾨家の知⾒を踏まえ、関係団体等に必要
な情報提供や助⾔等を⾏う。 
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③ 特定都道府県は、緊急事態措置区域における取組として、上記の
要請等の取組を⾏うに当たっては、あらかじめ政府と迅速に情報共
有を⾏う。 

２）重点措置区域における取組等 
重点措置区域である都道府県においては、まん延防⽌等重点措置が、

地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に
実施できる仕組みであり、発⽣の動向等を踏まえた集中的な対策によ
り、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡⼤、更には全
国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設されたものであることを踏ま
え、感染リスクが⾼く感染拡⼤の主な起点となっている場⾯に効果的
な対策を徹底するものとする。 

また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や⼀
定の区画を原則とするなど、期間、区域、業態を定めるに当たっては、
効果的な対策となるよう留意する。 
（飲⾷店等に対する制限等） 
① 都道府県は、感染リスクが⾼いと指摘されている飲⾷の場を避け

る観点から、都道府県知事の判断による上記の重点措置を講じるべ
き区域（以下「措置区域」という。）において、法第 31 条の６第１
項等に基づき、認証店以外の飲⾷店（宅配・テイクアウトを除く。）
に対する営業時間の短縮（20 時までとする。）の要請を⾏うととも
に、酒類の提供を⾏わないよう要請するものとする。また、認証店
に対しては、営業時間の短縮（21 時までとすることを基本とする。）
の要請を⾏うこととする。この場合において、地域の感染状況等を
踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を⾏わないよう要
請することも可能とする（また、都道府県知事の判断によっては、
営業時間の短縮の要請を⾏わないことも可能とする。）。 

その際、命令、過料の⼿続に関しては、別途通知する⼿続に沿っ
て⾏うことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つ
ことができるよう、命令等の適切な運⽤を図るものとする。 
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② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第９項に基づき、飲⾷
店等及び飲⾷店等の利⽤者に対し、同⼀グループの同⼀テーブルで
の５⼈以上の会⾷を避けるよう要請するものとし、認証店における
対象者全員検査を実施した会⾷については、同⼀グループの同⼀テ
ーブルでの５⼈以上の会⾷も可能とする（都道府県知事の判断によ
り、ワクチン・検査パッケージ制度を適⽤し、上記の取扱いを⾏う
ことを可能とする。）。 

③ 上記の各要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、
営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・
体制の更なる強化を⾏い、原則として措置区域内の全ての飲⾷店等
に対して⾒回り・実地の働きかけを⾏うとともに、当該取組につい
て適切に情報発信を⾏うものとする。また、都道府県は、実効性あ
る第三者認証制度の普及と認証店の拡⼤に努めるものとする。 

④ 政府は、地⽅創⽣臨時交付⾦に設けた「協⼒要請推進枠」により、
飲⾷店に対して営業時間短縮要請と協⼒⾦の⽀払いを⾏う都道府県
を⽀援する。都道府県は、協⼒⾦⽀給に係る体制の強化等を図り、
⽀給の迅速化に努めるものとする。 

（施設の使⽤制限等） 
都道府県は、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断に

より、法第 31 条の６第１項等に基づき、「⼊場をする者の整理等」
「⼊場をする者に対するマスクの着⽤の周知」「感染防⽌措置を実
施しない者の⼊場の禁⽌」「会話等の⾶沫による感染の防⽌に効果
のある措置（⾶沫を遮ることができる板等の設置⼜は利⽤者の適切
な距離の確保等）」等、令第５条の５に規定する各措置について事
業者に対して要請を⾏うものとする。なお、⼈が密集すること等を
防ぐため、「⼊場をする者の整理等」を⾏う場合は、別途通知する
取扱いを踏まえ、事業者に要請を⾏うものとする。 

（イベント等の開催制限） 
① 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等（別途通知する集
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客施設等を含む。）について、観客の広域的な移動やイベント等の前
後の活動等で⽣じる、イベント等に係る感染拡⼤リスクを抑制し、
また、イベント等における感染防⽌策等を徹底する観点等から、主
催者等に対して、法第 24 条第９項に基づき、以下を⽬安とする規模
要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を⾏うものとする。 
・ 感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、

⼈数上限 20,000 ⼈かつ収容率の上限を 100％とする。さらに、対
象者全員検査を実施した場合には、⼈数上限を収容定員までとす
ることを可能とする（都道府県知事の判断により、ワクチン・検
査パッケージ制度を適⽤し、上記の取扱いを⾏うことを可能とす
る。）。 

・ それ以外の場合は、⼈数上限 5,000 ⼈かつ収容率の上限を 50％
（⼤声あり）・100％（⼤声なし）とする。なお、この場合、都道
府県が定める様式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリ
ストを主催者等が作成・公表することとする。 

② 都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、
「三つの密」が発⽣しない席の配置や「⼈と⼈との距離の確保」、「マス
クの着⽤」、イベントの開催中や前後における選⼿、出演者や参加者等
に係る主催者等による⾏動管理等、基本的な感染防⽌策が講じられるよ
う、主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して
連絡先等を把握しておくことや、COCOA等の活⽤等について、主催者
等に周知するものとする。 

（外出・移動） 
① 都道府県は、措置区域において、法第 31 条の６第２項に基づき、

上記により営業時間の変更を要請した時間以降、飲⾷店にみだりに
出⼊りしないよう、住⺠に対して要請等を⾏うものとする。 

② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第９項に基づき、混雑
した場所や感染リスクが⾼い場所への外出・移動の⾃粛及び感染対
策が徹底されていない飲⾷店等の利⽤を⾃粛すること等について、
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住⺠に対して協⼒の要請を⾏うものとする。また、不要不急の都道
府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極⼒控えるよう
に促すものとする。この場合において、対象者全員検査を受けた者
は、その対象としないことを基本とする（都道府県知事の判断によ
り、ワクチン・検査パッケージ制度を適⽤し、上記の取扱いを⾏う
ことを可能とする。）。 

（その他） 
① 都道府県は、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「⼈と⼈との距

離の確保」「マスクの着⽤」「⼿洗い等の⼿指衛⽣」等の基本的な感染対
策を徹底するとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４⽉ 22 ⽇の
専⾨家会議で⽰された「10 のポイント」、５⽉４⽇の専⾨家会議で⽰さ
れた「新しい⽣活様式の実践例」、10 ⽉ 23 ⽇のコロナ分科会で⽰された、
「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」等を活⽤して住⺠に周知を⾏う。 

② 都道府県は、重点措置区域における取組として、上記の要請等の
取組を⾏うに当たっては、あらかじめ政府と迅速に情報共有を⾏う。 

３）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組
等 
（飲⾷店等に対する制限等） 
① 都道府県は、感染拡⼤の傾向がみられる場合には、法第 24 条第９

項に基づき、飲⾷店に対する営業時間の短縮の要請を⾏うものとす
る。この場合において認証店以外の店舗については 20 時までとし、
認証店については要請を⾏わないことを基本とする。 

② 都道府県は、感染拡⼤の傾向がみられる場合には、法第 24 条第９
項に基づき、飲⾷店等及び飲⾷店等の利⽤者に対し、同⼀グループ
の同⼀テーブルでの５⼈以上の会⾷を避けるよう要請するものとし、
認証店における対象者全員検査を実施した会⾷については、同⼀グ
ループの同⼀テーブルでの５⼈以上の会⾷も可能とする（都道府県
知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適⽤し、上記
の取扱いを⾏うことを可能とする。）。 
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③ 上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者
認証制度等の遵守を徹底するための⾒回り・実地の働きかけを進め
るものとする。また、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普
及と認証店の拡⼤に努めるものとする。 

（施設の使⽤制限等） 
① 都道府県は、これまでにクラスターが発⽣しているような施設や、

「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、
施設管理者等に対して必要な協⼒を依頼するものとする。 

② 都道府県は、感染拡⼤の兆候や施設等におけるクラスターの発⽣
があった場合、政府と連携して、施設の使⽤制限等を含めて、速や
かに施設管理者等に対して必要な協⼒の要請等を⾏うものとする。 

（イベント等の開催制限） 
① 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等について、観客の

広域的な移動やイベント等の前後の活動等で⽣じる、イベント等に
係る感染拡⼤リスクを抑制し、また、イベント等における感染防⽌
策等を徹底する観点等から、主催者等に対して、法第 24 条第９項に
基づき、以下を⽬安とする規模要件等を設定し、その要件に沿った
開催の要請を⾏うものとする。 
・ 感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、

⼈数上限は収容定員までかつ収容率の上限を 100％とする。 
・ それ以外の場合は、⼈数上限 5,000 ⼈⼜は収容定員 50％のいず

れか⼤きい⽅、かつ収容率の上限50％（⼤声あり）・100％（⼤声
なし）とする。なお、この場合、都道府県が定める様式に基づ
く感染防⽌策等を記載したチェックリストを主催者等が作成・
公表することとする。 

② 都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、
「三つの密」が発⽣しない席の配置や「⼈と⼈との距離の確保」、「マス
クの着⽤」、イベントの開催中や前後における選⼿、出演者や参加者等
に係る主催者等による⾏動管理等、基本的な感染防⽌策が講じられるよ
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う、主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して
連絡先等を把握しておくことや、COCOA等の活⽤等について、主催者
等に周知するものとする。 

③ 都道府県は、感染拡⼤の兆候やイベント等におけるクラスターの発⽣
があった場合、政府と連携して、⼈数制限の強化等を含めて、速やかに
主催者等に対して必要な協⼒の要請等を⾏うものとする。 

（外出・移動） 
①  都道府県は、帰省や旅⾏等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」

の回避を含め基本的な感染防⽌策を徹底するよう促すものとする。
また、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極
⼒控えるように促すものとし、この場合において、対象者全員検査を
受けた者は、その対象としないことを基本とする（都道府県知事の判
断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適⽤し、上記の取扱い
を⾏うことを可能とする。）。 

こうした対応が難しいと判断される場合は、帰省や旅⾏を控えるよ
う促すものとする。発熱等の症状がある場合は、帰省や旅⾏を控える
よう促すものとする。 

② 都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利⽤を促
すものとする。 

③ 都道府県は、感染拡⼤の兆候や施設等におけるクラスターの発⽣があ
った場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが⾼い場所へ
の外出の⾃粛に関して速やかに住⺠に対して必要な協⼒の要請等を⾏う
ものとする。 

（その他） 
① 都道府県は、感染拡⼤の防⽌と経済社会活動の維持との両⽴を持

続的に可能としていくため、「新しい⽣活様式」の経済社会全体への
定着を図るものとする。 

② 都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、住⺠に適切に情報提供を⾏い、感染拡⼤への警戒を呼び
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かけるものとする。 
③ 都道府県は、感染拡⼤の傾向がみられる場合には、地域におけ

る感染状況や公衆衛⽣体制・医療提供体制への負荷の状況につい
て⼗分、把握・分析を⾏い、地域の実情に応じて、法第 24 条第９
項に基づく措置等を講じるものとする。 

④ 都道府県は、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県
における取組として、上記の要請等を⾏うに当たっては、あらかじ
め政府と迅速に情報共有を⾏う。 

４）職場への出勤等 
（都道府県から事業者への働きかけ） 
① 都道府県は、事業者に対して、以下の取組を⾏うよう働きかけを

⾏うものとする。 
 ・ 職場においては、感染防⽌のための取組（⼿洗いや⼿指消毒、

せきエチケット、職員同⼠の距離確保、事業場の換気励⾏、複数
⼈が触る箇所の消毒、発熱等の症状が⾒られる従業員の出勤⾃粛、
軽症状者に対する抗原簡易キット等を活⽤した検査、出張による
従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活⽤、昼休みの時差取
得、社員寮等の集団⽣活の場での対策等）や、「三つの密」等を避
ける⾏動を徹底するよう、実践例も活⽤しながら促すこと。特に
職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更⾐室、喫煙室等）に
注意するよう周知すること。 

・ 感染防⽌策の徹底のため、⼆酸化炭素濃度測定器等の設置を⽀
援するとともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を⼆酸化炭
素濃度測定器により確認する場合の留意点等を周知すること。 

・ さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践
するよう働きかけること。 

・ ⾼齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊
娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者につい
ては、本⼈の申出等を踏まえ、在宅勤務（テレワーク）や時差出
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勤等の感染予防のための就業上の配慮を⾏うこと。 
② 特定都道府県は、事業者に対して、上記①に加え、以下の取組を

⾏うよう働きかけを⾏うものとする。 
・ 職場への出勤について、⼈の流れを抑制する観点から、出勤者

数の削減の⽬標を定め、在宅勤務（テレワーク）の活⽤や休暇取得
の促進等の取組を推進すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、⾃転⾞通勤等の⼈との接触
を低減する取組を強⼒に推進すること。 

・ 職場においては、「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」を避ける
⾏動を徹底するよう、実践例も活⽤しながら促すこと。 

・ 別添に例⽰する国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務
を⾏う事業者及びこれらの業務を⽀援する事業者においては、
「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、⼗分な感染防⽌
策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発⽣し、⽋勤者が多
く発⽣する場合においても、感染防⽌に配慮しつつ、事業の特性
を踏まえ、必要な業務を継続すること。 

③ 重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、上記①
に加え、以下の取組を⾏うよう働きかけを⾏うものとする。 
・ ⼈の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）の活⽤

や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進すると
ともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出
勤、⾃転⾞通勤等を強⼒に推進すること。 

・ 職場においては、「感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」」を避ける
⾏動を徹底するよう、実践例も活⽤しながら促すこと。 

・ 別添に例⽰する国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務
を⾏う事業者及びこれらの業務を⽀援する事業者においては、
「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、⼗分な感染防⽌
策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発⽣し、⽋勤者が多
く発⽣する場合においても、感染防⽌に配慮しつつ、事業の特性
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を踏まえ、必要な業務を継続すること。 
④ 緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県においては、事業

者に対して、上記①に加え、以下の取組を⾏うよう働きかけを⾏うもの
とする。 
・ 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、⾃転⾞通勤等、⼈との接触

を低減する取組を推進すること。 
（政府等の取組） 
⑤ 政府及び地⽅公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション

勤務、時差出勤、⾃転⾞通勤等、⼈との接触を低減する取組を⾃ら進め
るとともに、事業者に対して必要な⽀援等を⾏う。 

⑥ 政府は、上記①、②、③及び④に⽰された感染防⽌のための取組等を
働きかけるため、特に留意すべき事項を提⽰し、事業場への訪問等事業
者と接する機会等を捉え、事業者⾃らが当該事項の遵守状況を確認する
よう促す。また、遵守している事業者に、対策実施を宣⾔させるなど、
感染防⽌のための取組が勧奨されるよう促す。さらに、経済団体に対し、
在宅勤務（テレワーク）の活⽤等による出勤者数の削減の実施状況を各
事業者が⾃ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、
公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り
組む。 

５）学校等の取扱い 
① ⽂部科学省は、学校設置者及び⼤学等に対して⼀律に臨時休業を

求めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防⽌策の徹底を要
請する。幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校等については、⼦供の
健やかな学びの保障や⼼⾝への影響の観点から、「学校における新型
コロナウイルス感染症に関する衛⽣管理マニュアル」等を踏まえた
対応を要請する。また、⼤学等については、感染防⽌と⾯接授業・
遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両⽴に向けて適切
に対応することを要請する（緊急事態措置区域においては、⼤学等
の感染対策の徹底とともに、遠隔授業もより⼀層活⽤した学修者本
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位の授業の効果的な実施による学⽣等の学修機会の確保を図る）。部
活動、課外活動、学⽣寮における感染防⽌策、懇親会や飲み会等に
ついては、学⽣等への注意喚起の徹底（緊急事態措置区域及び重点
措置区域においては、部活動や課外活動における感染リスクの⾼い
活動の制限⼜は⾃粛（ただし、対象者全員検査の実施等により、部
活動や課外活動における感染リスクの⾼い活動について可能とす
る。））を要請する。特に、発熱等の症状がある学⽣等が登校や活動
参加を控えるよう周知徹底を図る。また、⼤学、⾼等学校等におけ
る軽症状者に対する抗原簡易キット等の活⽤（部活動、各種全国⼤
会前での健康チェック等における活⽤を含む。）や、中学校、⼩学校、
幼稚園等の教職員や速やかな帰宅が困難であるなどの事情のある児
童⽣徒（⼩学校４年⽣以上）への抗原簡易キットの活⽤を奨励する。
また、教職員や受験⽣へのワクチン接種が進むよう、⼤学拠点接種
を実施する⼤学に対し、地域の教育委員会や学校法⼈が⼤学拠点接
種会場での接種を希望する場合の積極的な協⼒を依頼するとともに、
地⽅公共団体に対し、⼤規模接種会場の運営に当たり、教育委員会
や私学担当部局がワクチン担当部局と連携し、希望する教職員や受
験⽣へのワクチン接種が進むよう取組を⾏うなどの配慮を依頼する。
⼤学⼊試、⾼校⼊試等については、実施者において、感染防⽌策や
追検査等による受験機会の確保に万全を期した上で、予定どおり実
施する。 

② 都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策につい
て指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報に
ついて速やかに情報共有を⾏うものとする。 

③ 厚⽣労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防⽌
策の徹底を⾏いつつ、原則開所することを要請する。 

６）その他共通的事項等 
① 特定都道府県⼜は重点措置区域である都道府県は、地域の特性に応じ

た実効性のある緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置を講じる。特定
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都道府県⼜は重点措置区域である都道府県は、緊急事態措置⼜はまん延
防⽌等重点措置を講じるに当たっては、法第５条を踏まえ、必要最⼩限
の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、国⺠
に対し丁寧に説明する。 

② 政府及び地⽅公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を⽀援するため、事業者からの相談窓⼝の設置、物流体制
の確保及びライフライン維持のための万全の体制の確保等に努める。 

③ 政府は、関係機関と協⼒して、公共交通機関その他の多数の⼈が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

④ 政府は、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の
実践と科学的知⾒等に基づく進化を促し、デルタ株等の強い感染
⼒を踏まえた業種別ガイドラインの改訂を⾏うことを促す。 

⑤ 都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、事業者に対して、業種別ガ
イドラインを遵守するよう要請を⾏うものとする。 

⑥ 医療機関及び⾼齢者施設等における施設内感染を防⽌するため、厚⽣
労働省と地⽅公共団体は、関係機関と協⼒して、次の事項について周知
する。 
・ 医療機関及び⾼齢者施設等において、患者及び利⽤者からの感染

を防ぐため、感染が流⾏している地域では、感染拡⼤防⽌の観点と、
患者や利⽤者、家族のQOL（Quality of Life）を考慮して、⼊院患者、
利⽤者の外出、外泊についての対応を検討すること。 

・ 医療機関及び⾼齢者施設等における⾯会については、⾯会者から
の感染を防ぐことと、患者や利⽤者、家族の QOL を考慮することと
し、具体的には、地域における発⽣状況等も踏まえるとともに、患
者や利⽤者、⾯会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮
し、対⾯での⾯会を含めた対応を検討すること。 

⑦ 特定都道府県等は、⾯会に関する感染防⽌策の徹底、⾼齢者施設等や
医療機関で感染が発⽣した場合における保健所による感染管理体制の評
価や⽀援チームの派遣、検査の実施等による感染制御・業務継続⽀援の
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徹底を⾏う。 
⑧ 厚⽣労働省は、⾼齢者施設等における感染対策等の対応⼒強化の取組

を、専⾨家派遣による研修や業務継続計画の策定⽀援等により、引き続
き、進める。 

 
（６）⽔際対策 

① 政府は、⽔際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流
⼊及び国内での感染拡⼤を防⽌する観点から、⼊国制限、渡航中⽌
勧告、帰国者の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措
置等を、引き続き、実施する。今後も新たな変異株が発⽣し得るこ
とを⾒据え、「⽔際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそ
れ以外の新型コロナウイルスに分類し、新たな変異株に関する知⾒、
当該国の変異株の流⾏状況、⽇本への流⼊状況等のリスク評価に基
づき、⽔際措置について必要な対応を⾏う。なお、厚⽣労働省は、
関係省庁と連携し、健康観察について、保健所の業務負担の軽減や
体制強化等を⽀援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発⽣の状況を踏まえて、
必要に応じ、国⼟交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾
の利⽤調整や⽔際・防災対策連絡会議等を活⽤した対応⼒の強化等
を⾏うとともに、厚⽣労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚⽣労働省は、停留に利⽤する施設が不⾜する場合には、法第 29
条の適⽤も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、
停留に利⽤可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を⾏うことで停
留施設の確保に努める。 

 
（７）医療提供体制の強化 

１）病床の確保、臨時の医療施設の整備 
① ⼊院を必要とする者が、まずは迅速に病床⼜は臨時の医療施設等

に受け⼊れられ、確実に⼊院につなげる体制を整備する。 
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令和３年夏の各都道府県のピーク時においては最⼤約 2.8 万⼈の
⼊院が必要となったが、今後、感染⼒が２倍となった場合にも対応
できるよう、各都道府県の「保健・医療提供体制確保計画」（令和
３年11⽉末策定）において、ワクチン接種の進展等による感染拡⼤
の抑制効果等も勘案しつつ、令和３年夏と⽐べて約３割増（約１万
⼈増）の約 3.7 万⼈が⼊院できる体制を構築している。 

あわせて、⼊院調整中の⽅や重症化していないものの基礎疾患等
のリスクがある⽅が安⼼して療養できるようにするため、臨時の医
療施設・⼊院待機施設の確保により、令和３年夏と⽐べて約４倍弱
（約 2.5 千⼈増）の約 3.4 千⼈が⼊所できる体制を構築している。 

② 感染ピーク時に、確保した病床が確実に稼働できるよう、都道府
県と医療機関の間において、要請が⾏われてから確保病床を即応化
するまでの期間や患者を受け⼊れることができない正当事由等につ
いて明確化した書⾯を締結するとともに、休床病床の運⽤の効率化
を図りつつ、病床使⽤率を勘案した病床確保料に⾒直しを⾏うこと
等により、都道府県による病床確保努⼒を阻害することのないよう
⼗分配慮した上で、感染ピーク時において確保病床の使⽤率が８割
以上となることを確保する。 

③ 妊産婦等の特別な配慮が必要な患者を含め、感染拡⼤時において
も⼊院が必要な者が確実に⼊院できる⼊院調整の仕組みを構築する
とともに、フェーズごとの患者の療養先の振り分けが明確になるス
コア⽅式等を導⼊するなど、転退院先を含め療養先の決定を迅速・
円滑化する。 

④ 都道府県は、関係機関の協⼒を得て、新型コロナウイルス感染症
患者専⽤の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医
療機関の役割分担を⾏うとともに、地域の関係団体の協⼒の下、地
域の会議体を活⽤して医療機能（重症者病床、中等症病床、回復患
者の受⼊れ、宿泊療養、⾃宅療養）に応じた役割分担を明確化した
上で、保健・医療提供体制確保計画に沿って、段階的に病床を確保
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する。 
  新型コロナウイルス感染症患者を受け⼊れる医療機関の病床を効

率的に活⽤するため、回復患者の転院先となる後⽅⽀援医療機関を
確保する。退院基準を満たした患者について、⾼齢者施設等におけ
る受⼊れを促進する。また、効率的な転院調整が⾏われるよう、地
域の実情に応じた転退院の仕組みを構築する。 

⑤ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚⽣労働省と都道
府県は、関係機関と協⼒して、次の事項に取り組む。 
・ 妊産婦に対する感染を防⽌する観点から、医療機関における動

線分離等の感染防⽌策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場
合であっても、安⼼して出産し、産後の⽣活が送れるよう、関係
機関との協⼒体制を構築し、適切な⽀援を実施。また、関係機関
と協⼒して、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、
妊娠中の⼥性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推
進。 

・ ⼩児医療について、関係学会等の意⾒を聞きながら、診療体制
を検討し、地⽅公共団体と協⼒して体制を整備。 

・ 関係機関と協⼒して、外国⼈が医療を適切に受けることができ
るよう、医療通訳の整備等を引き続き強化。 

２）⾃宅・宿泊療養者等への対応 
① 都道府県の推計では、今後の感染ピーク時における⾃宅・宿泊療

養者は、約 23 万⼈と想定されているが、これら全ての⽅について、
陽性判明当⽇ないし翌⽇に連絡をとり、健康観察や診療を実施でき
る体制を確保する。 

このため、従来の保健所のみの対応を転換し、保健所の体制強化
のみならず、電話等情報通信機器、HER-SYS における My HER-
SYS や⾃動架電等の機能を⽤いて遠隔で健康状態を把握するととも
に、医師が必要とした場合のオンライン診療・往診、訪問看護の実
施等について、都道府県等が医療機関、関係団体等に地域の必要量
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を⽰し、委託契約や協定の締結等を推進しつつ、全国で延べ約 3.4
万の医療機関等と連携し、必要な健康観察・診療体制を構築する。
なお、保健所の体制強化については、感染拡⼤に対応できるよう体
制強化開始の⽬安を設定の上、都道府県等の全庁体制を含めた体制
確保を図ること。 

② また、宿泊療養施設について、家庭内感染のリスク等に対応する
ため、令和３年夏と⽐べて約 1.9 万室増の約 6.6 万室を確保する。 

③ さらに、症状の変化に迅速に対応して必要な医療につなげ、また、
重症化を未然に防⽌する観点から、全ての⾃宅療養者にパルスオキ
シメーターを配付できるよう、総数で約 70 万個を確保する。治療薬
についても、中和抗体薬・経⼝薬については、⼊院に加えて外来・
往診まで、様々な場⾯で投与できる体制を全国で構築する。さらに、
経⼝薬については、かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、
患者が薬局に来所しなくても⼿に⼊れることができるような環境作
りを⽀援する。 

④ かかりつけ医等の地域で⾝近な医療機関や受診・相談センターを
通じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管
理を⾏った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外
来医療を提供する。 

⑤ 都道府県等は、患者が⼊院、宿泊療養、⾃宅療養をする場合に、
その家族に要介護者や障害者、⼦供等がいる場合は、市町村福祉部
⾨の協⼒を得て、ケアマネジャーや相談⽀援専⾨員、児童相談所等
と連携し、必要なサービスや⽀援を⾏う。 

３）医療⼈材の確保等 
① 感染拡⼤時に臨時の医療施設をはじめとした病床・施設を円滑に

稼働させるため、都道府県の保健・医療提供体制確保計画において、
医療がひっ迫した際に応援派遣が可能な医療⼈材は、全国で約２千
施設から医師約３千⼈、看護師約３千⼈であり、⼈材確保・配置調
整等を⼀元的に担う体制を構築する。また、東京都においては、医
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療機関等からの派遣可能な具体的⼈員の事前登録制を進めることと
しており、こうした取組を横展開する。 

② 厚⽣労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、
全国の医療機関等の医療⼈材募集情報を掲載する Web サイト「医療
のお仕事 Key-Net」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワー
ク、ナースセンター等と連携し、医療⼈材の確保を⽀援する。 

③ 政府は、関係機関と協⼒して、クラスター対策に当たる専⾨家の
確保及び育成を⾏う。 

④ 厚⽣労働省及び都道府県等は、関係機関と協⼒して、特に、感染
拡⼤の兆候が⾒られた場合には、専⾨家やその他⼈員を確保し、当
該地域への派遣を⾏う。 

なお、感染拡⼤が顕著な地域において、保健所における積極的疫
学調査に係る⼈員体制が不⾜するなどの問題が⽣じた場合には、関
係学会・団体等の専⾨⼈材派遣の仕組みである IHEAT（Infectious 
disease Health Emergency Assistance Team）や、他の都道府県か
らの応援派遣職員等を活⽤し、⼈材・体制を確保する。 

また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専⾨的業務を⼗
分に実施できるよう、保健所業務の重点化や⼈材育成、外部委託、
IHEAT の積極的活⽤、⼈材確保・育成の好事例の横展開等により、
保健所の体制を強化し、感染拡⼤時に即応できる⼈員体制を平時か
ら整備する。 

４）ＩＴを活⽤した稼働状況の徹底的な「⾒える化」 
医療体制の稼働状況を G-MIS やレセプトデータ等を活⽤して徹底的

に「⾒える化」する。 
・ 都道府県内の医療機関や都道府県調整本部、保健所、消防機  

関等との間で、病床の確保・使⽤状況を⽇々共有できる体制を構築
するとともに、個々の医療機関における G-MIS への病床の使⽤状
況等の⼊⼒を徹底すること（補助⾦の執⾏要件化）により、令和３
年 12 ⽉から医療機関別の病床の確保・使⽤率を毎⽉公表。 
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・ 令和３年 12 ⽉から毎⽉、レセプトデータを⽤いてオンライン診
療・往診等⾃宅療養者に対する診療実績を集計し、地域別（郡・
市・区別）に公表。 

・ 政府が買い上げて医療機関に提供する中和抗体薬等新型コロ  
ナウイルス感染症の治療薬の投与者数について、都道府県別に毎⽉
公表。 

５）更なる感染拡⼤時への対応 
① 令和３年夏の感染拡⼤時においては、地域によって、⼈⼝の密集

度、住⺠の⽣活⾏動等によって感染状況の推移は異なり、また、病
床や医療⼈材等の医療資源にも差があることから、医療提供体制の
ひっ迫状況は、地域によって様々であった。その中で、病床がひっ
迫した地域においては、緊急事態宣⾔の下で、個々の医療機関の判
断で新型コロナウイルス感染症対応のために新型コロナウイルス感
染症以外の通常医療の制限が⾏われていたが、今後、地域によって、
仮に感染⼒が２倍を超える⽔準になり、医療のひっ迫が⾒込まれる
場合には、国⺠に対し、更なる⾏動制限を求め、感染拡⼤の防⽌を
図る。あわせて、政府の責任において、感染者の重症化予防等のた
め地域の医療機関に協⼒を要請するとともに、更なる新型コロナウ
イルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保す
るための追加的な措置を講じる。 

② 具体的には、医療の確保に向けて、政府の責任において、⼊院対
象者の範囲を明確にするとともに、法で与えられた権限に基づき、
政府及び都道府県知事が、 
・ ⾃宅療養者等の健康管理・重症化予防を図るため、地域の医療

機関に対し、健康観察・診療等について最⼤限の協⼒を要請する
とともに、 

・ 新型コロナウイルス感染症患者の⼊院受⼊病院に対し、短期間
の延期ならリスクが低いと判断される予定⼿術・待機⼿術の延期
等の実施を求めるほか、 
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・ 国⽴病院機構、地域医療機能推進機構をはじめとする公⽴公的
病院に対し、追加的な病床の確保、臨時の医療施設への医療⼈材
の派遣等の要求・要請を⾏うとともに、⺠間医療機関に対しても
要請を⾏うこととする。 

③ さらに、感染⼒が２倍を⼤きく超え、例えば３倍となり、更なる
医療のひっ迫が⾒込まれる場合には、⼤都市のように感染拡⼤のリ
スクが⾼く、病床や医療⼈材が⼈⼝⽐で⾒て少ない地域等では、新
型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限措置の実施の徹底や
地域内での追加的な病床の確保、医療⼈材の派遣等の措置を図った
としても、増加する重症患者等への医療の提供が困難となる事態が
⽣じる可能性がある。こうした事態の発⽣が⾒込まれる場合には、
当該地域以外に所在する医療機関に対し、必要に応じ新型コロナウ
イルス感染症以外の通常医療の制限措置を⾏い、当該地域の臨時の
医療施設に医療⼈材の派遣等を⾏うよう、法で与えられた権限に基
づき、政府が要求・要請を⾏い、医療の確保を図る。 

④ 同時に、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限措置等
は、⼀時的とはいえ、国⺠に対し⼤きな不安を与えるほか、医療現
場にも⼤きな負荷を伴うことから、こうした措置が速やかに解除さ
れるよう、感染者数の増加に⻭⽌めをかけ、減少させるため、国⺠
に対し、更なる⾏動制限を求めるなどの実効性の⾼い強⼒な感染拡
⼤防⽌措置を併せて講じる。 

⑤ ①及び④の⾏動制限については、具体的には、⼈との接触機会を
可能な限り減らすため、例えば、飲⾷店の休業、施設の使⽤停⽌、
イベントの中⽌、公共交通機関のダイヤの⼤幅⾒直し、職場の出勤
者数の⼤幅削減、⽇中を含めた外出⾃粛の徹底等、状況に応じて、
機動的に強い⾏動制限を伴う要請を⾏う。 

⑥ もちろん、こうした厳しい事態に陥らないよう、ワクチン、検査、
治療薬等の普及による予防、発⾒から早期治療までの流れを更に強
化するとともに、国⺠の理解と協⼒の下、機動的に効果的な⾏動制
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限を⾏うことにより、急激な感染拡⼤の抑制を図っていくことを基
本として対応する。 

また、重症化予防効果の⾼い経⼝薬等の利⽤が可能となれば、仮
に感染⼒が⾼まっても⼊院を必要とする者の減少が⾒込まれ、医療
現場への負荷も軽減されることが期待されることから、引き続き、
経⼝薬の実⽤化に向けて、全⼒で取り組む。 

 
（８）治療薬の実⽤化と確保 

１）治療薬の実⽤化に向けた取組 
新型コロナウイルス感染症の治療薬については、国産経⼝薬を含め、

開発費⽤として１薬剤当たり最⼤約 20 億円を⽀援する。また、経⼝薬
について令和３年内の実⽤化を⽬指し、令和３年 12 ⽉ 24 ⽇には「モ
ルヌピラビル」が特例承認され、医療現場に供給されている。 

２）治療薬の確保に向けた取組 
① 治療薬の作⽤する仕組みや開発ステージは様々であることや、軽

症から中等症の重症化リスクを有する者が確実に治療を受けられる
ようにするため、複数の治療薬を確保し、必要な量を順次納⼊でき
るよう、企業と交渉を進める。 

② 感染⼒が２倍以上となった場合には、令和３年夏の感染拡⼤の実
績等を考慮すれば、軽症から中等症の重症化リスクを有する者向け
に最⼤で約 35 万回分の治療薬が必要になるものと⾒込まれる。また、
感染⼒が３倍となった場合には、最⼤で約 50 万回分の治療薬が必要
になるものと⾒込まれる。 

これに対して、薬事承認され投与実績のある中和抗体薬について
は、令和４年初頭までに約 50 万回分を確保する。 

③ あわせて、経⼝薬については、国⺠の治療へのアクセスを向上す
るとともに、重症化を予防することにより、国⺠が安⼼して暮らせ
るようになるための切り札である。 

世界的な獲得競争が⾏われる中で、供給量については、合計約 60
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万回分（薬事承認が⾏われれば令和３年中に約20万回分、令和３年
度内に更に約 40 万回分）を確保している。 

④ さらに、今冬をはじめ中期的な感染拡⼤にも対応できるよう、更
なる治療薬（中和抗体薬、経⼝薬）の確保に向けて取り組む（経⼝
薬については、追加で約 100 万回分、上記と合計してこれまでに約
160 万回分を確保している。）。 

⑤ 中和抗体薬・経⼝薬については、⼊院に加えて外来・往診まで、
様々な場⾯で投与できる体制を全国で構築する。さらに、経⼝薬に
ついては、かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、患者が薬
局に来所しなくても⼿に⼊れることができるような環境作りを⽀援
する。 

なお、主に重症者向けの抗ウイルス薬については、薬価収載され、
既に市場に流通し、使⽤されている。 

 
（９）経済・雇⽤対策 

新型コロナウイルス対応に万全を期すとともに、「成⻑と分配の好循環」
と「コロナ後の新しい社会の開拓」による「新しい資本主義」を起動さ
せ、国⺠の安全・安⼼を確保するため、令和３年度補正予算を含む「コ
ロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 ⽉ 19 ⽇閣議決定）
を迅速かつ着実に実⾏する。具体的には、事業復活⽀援⾦、雇⽤調整助
成⾦、実質無利⼦・無担保融資、⼦育て世帯等に対する給付、マイナポ
イント等の事業や雇⽤・⽣活・暮らしを守る⽀援策を着実に実施する。
あわせて、感染状況について最悪の事態を想定して、医療提供体制の強
化やワクチン接種の促進、治療薬の確保に万全を期し、経済社会活動を
極⼒継続できる環境を作り、安全・安⼼を確保していく。 

経済対策の円滑な実施に取り組むため、当事者の⽅々や現場の声を直
接聞き、課題やニーズをきめ細かく把握するとともに、必要に応じ、関
係府省間で課題等を共有することにより、執⾏の改善につとめる。感染
拡⼤により予期せぬ対応が⽣じた場合には、引き続き、「新型コロナウイ
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ルス感染症対策予備費」の適時適切な執⾏により、迅速・機動的に対応
する。 

 
（10）その他重要な留意事項 

１）偏⾒・差別等への対応、社会課題への対応等 
① 政府及び地⽅公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は

誰にでも⽣じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対す
る差別的な取扱いや誹謗中傷、名誉・信⽤を毀損する⾏為等は、⼈
権侵害に当たり得るのみならず、体調不良時の受診遅れや検査回避、
保健所の積極的疫学調査への協⼒拒否等につながり、結果として感
染防⽌策に⽀障を⽣じさせかねないことから、コロナ分科会の偏
⾒・差別とプライバシーに関するワーキンググループが⾏った議論
のとりまとめ（令和２年 11 ⽉６⽇）や法第 13 条第２項の規定を踏
まえ、感染者等の⼈権が尊重され、何⼈も差別的な取扱い等を受け
ることのないよう取組を実施する。 

② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が
偏⾒・差別等による⾵評被害等を受けないよう、国⺠への普及啓発
等必要な取組を実施する。 

③ 政府は、ワクチンを接種していない者及び接種できない者が不当
な偏⾒・差別等を受けないよう、国⺠への普及啓発等必要な取組を
実施する。 

④ 政府は、海外から⼀時帰国した児童⽣徒等への学校の受⼊れ⽀援
やいじめ防⽌等の必要な取組を実施する。 

⑤ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国⺠の
⾃由と権利の制限を必要最⼩限のものとする。特に、罰則が設けら
れている措置については、患者や関係者の⼈権に⼗分に配慮し、ま
ずは当該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協⼒
を得られるようにすることを基本とするとともに、罰則の適⽤は、
慎重に⾏うものとする。また、⼥性の⽣活や雇⽤への影響は引き続



48 

き⼤きいことに留意し、⼥性や⼦供、障害者等に与える影響を⼗分
配慮するとともに、必要な⽀援を適時適切に実施する。 

⑥ 政府は、地⽅公共団体と連携し、外出⾃粛による⼼⾝機能の低下
や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、⾼齢者等がフレイル状
態等にならないよう、コミュニティにおける⽀援を含め、健康維
持・介護サービスの確保を⾏う。 

⑦ 政府及び地⽅公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡く
なられた⽅に対して尊厳をもってお別れ、⽕葬等が⾏われるよう、
適切な⽅法について、周知を⾏う。 

⑧ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防⽌のため注意喚
起や相談体制を強化する。 

２）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地⽅公共団体を含む関係機関等との双⽅向の情報共有を

強化し、対策の⽅針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把
握を⾏う。 

② 政府は、対策の推進に当たっては、地⽅公共団体、経済団体等の
関係者の意⾒を⼗分聴きながら進める。 

③ 地⽅公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全て
の部局が協⼒して対策に当たる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、世界保健機関（World Health 
Organization：WHO）や諸外国・地域の対応状況等に関する情報収
集に努める。また、⽇本で得られた知⾒を積極的に WHO 等の関係
機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすとともに、新型
コロナウイルス感染症の拡⼤による影響を受ける国・地域に対する
国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤ 政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医
学研究等の研究体制に対する⽀援を通して、新型コロナウイルス感
染症への対策の推進を図る。 

⑥ 都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡⼤防⽌に向けた様々な
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措置や取組を⾏うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に
応じ、必要な⽀援を⾏う。 

⑦ 特定都道府県⼜は重点措置区域である都道府県等は、緊急事態措
置⼜はまん延防⽌等重点措置等を実施するに当たっては、あらかじ
め政府と協議し、迅速な情報共有を⾏う。政府対策本部⻑は、特定
都道府県⼜は重点措置区域である都道府県等が、適切に緊急事態措
置⼜はまん延防⽌等重点措置を講じることができるよう、専⾨家の
意⾒を踏まえつつ、総合調整を⾏うとともに、特に必要があると認
めるときは、都道府県知事に対して、必要な指⽰を⾏うものとする。 

⑧ 緊急事態宣⾔の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道
府県知事及び指定⾏政機関の⻑は政府対策本部⻑に、特定市町村⻑
及び指定地⽅公共機関の⻑はその所在する特定都道府県知事に、指
定公共機関の⻑は所管の指定⾏政機関に、その旨及びその理由を報
告する。政府対策本部⻑は国会に、特定都道府県知事及び指定⾏政
機関の⻑は政府対策本部⻑に、報告を受けた事項を報告する。 

３）社会機能の維持 
① 政府、地⽅公共団体、指定公共機関及び指定地⽅公共機関は、職員に

おける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が⼀職員において感染
者⼜は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく⾏えるように
対策をあらかじめ講じる。特に、テレビ会議及び在宅勤務（テレワーク）
の積極的な実施に努める。 

② 地⽅公共団体、指定公共機関及び指定地⽅公共機関は、電気、ガス、
⽔道、公共交通、通信、⾦融業等の維持を通して、国⺠⽣活及び国⺠経
済への影響が最⼩となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に⽀障が⽣じることがない
よう、必要な⽀援を⾏う。 

④ 国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務を⾏う事業者は、国⺠
⽣活及び国⺠経済安定のため、業務継続計画の点検を⾏い、事業の継続
を図る。 
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⑤ 国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務を⾏う事業者について
も、テレビ会議及び在宅勤務（テレワーク）の積極的な実施に努める。 

⑥ 政府は、事業者のサービス提供⽔準に係る状況の把握に努め、必
要に応じ、国⺠への周知を図る。 

⑦ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防⽌するた
め、必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑧ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑⽌するとともに、取締りを徹
底する。  
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(別添)事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていた

だきつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応

もあるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・

販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要

な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係

者（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関

係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する

上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービス

を提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、

通信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流

通・ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販

等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コン

ビニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・

サービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、企業の活動を維持するために不可欠なサー

ビスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他

決済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便、倉庫等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリテ

ィ関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物

処理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導

体工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なも

の（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持

の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 

・学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から、「学校に

おける新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏ま

え、事業継続を要請する。 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和４年１月 19 日）（新旧対照表） 

（主な変更点）  

（下線部分は改定箇所） 

変 更 案  現  行 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

令和３年 11 月 19 日（令和４年１月 19 日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 

 序文（略） 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（１）新型コロナウイルス感染症の特徴 

新型コロナウイルス感染症については、以下のよう

な特徴がある。 

  （略） 

  ・ この中で、現在、感染力が強く、再感染リスク増

加やワクチンの効果を弱める可能性が指摘されて

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

令和３年 11 月 19 日（令和４年１月７日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 

 序文（略） 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（１）新型コロナウイルス感染症の特徴 

新型コロナウイルス感染症については、以下のよう

な特徴がある。 

  （略） 

  ・ この中で、現在、感染力が強く、再感染リスク増

加やワクチンの効果を弱める可能性が指摘されて
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いる B.1.1.529 系統の変異株（オミクロン株）の

国内における急速な感染拡大が懸念されている。

オミクロン株については、令和３年 11 月 24 日に

南アフリカから WHO へ最初のオミクロン株感染例

が報告されてから、令和４年１月７日までに全世

界で 149 か国から感染例が報告され、感染拡大が

進んでいる。我が国においては、令和３年 11 月 28

日に懸念される変異株（Variant of Concern：VOC）

に位置付けられ、令和４年１月 13 日までに水際関

係を含め 3,699 例の感染例が報告されている。 

・ オミクロン株については、国内外の報告から感

染・伝播性の増加が示唆されており、デルタ株に比

べて世代時間、倍加時間や潜伏期間の短縮、二次感

染リスクや再感染リスクの増大が確認されており、

感染拡大のスピードが極めて速い。国内においても

感染例の急増と、オミクロン株への置き換わりが確

認されている。まず軽症者の数が急激に増加し、併

せて中等症者も一定程度増加し、その後、高齢者に

伝播し、重症者数、入院者数も増え医療全体がひっ

迫し、更に社会機能の維持も困難になってくること

いる B.1.1.529 系統の変異株（オミクロン株）の

国内における感染拡大が懸念されている。オミク

ロン株については、令和３年 11 月 24 日に南アフ

リカから WHO へ最初のオミクロン株感染例が報告

されてから、令和４年１月５日までに全世界で 128

か国から感染例が報告され、感染拡大が進んでい

る。我が国においては、令和３年 11 月 28 日に懸

念される変異株（Variant of Concern：VOC）に位

置付けられ、令和４年１月５日までに水際関係を

含め 1,480 例の感染例が報告されている。 

・ オミクロン株については、海外の報告から感染・

伝播性の増加が示唆されており、感染源が確認でき

ていない事例が継続して発生している地域もあり、

国内においても感染例の急増につながることが懸

念される。また、ワクチン接種や自然感染による免

疫を逃避する性質が示唆されており、ワクチン２回

接種による発症予防効果がデルタ株と比較してオ

ミクロン株への感染では低い可能性がある一方、短

期間の調査結果ではあるが、３回目接種（追加接種）

により発症予防効果が高まる可能性が示唆されて
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も懸念される。また、ワクチン接種や自然感染によ

る免疫を逃避する性質が示唆されており、ワクチン

２回接種による発症予防効果がデルタ株と比較し

てオミクロン株への感染では著しく低下するもの

の、３回目接種（追加接種）により発症予防効果が

一時的に回復する可能性が示唆されている。また、

入院予防効果もデルタ株と比較してオミクロン株

においては一定程度の低下を認めるものの、発症予

防効果と比較すると保たれており、さらに、3 回目

接種により入院予防効果が回復するという報告が

ある。中和抗体薬については、オミクロン株への有

効性として中和活性の低下が報告されている薬剤

もあることから、投与に当たって留意が必要であ

る。 

（略） 

 

 なお、我が国においては、令和２年１月 15 日に最初

の感染者が確認された後、令和４年１月 17 日までに、

合計 1,743,136 人の感染者、18,434 人の死亡者が確認

されている。 

いる。（新設）中和抗体薬については、オミクロン

株への有効性として中和活性の低下が報告されて

いる薬剤もあることから、投与に当たって留意が必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 なお、我が国においては、令和２年１月 15 日に最初

の感染者が確認された後、令和４年１月５日までに、合

計 1,733,269 人の感染者、18,390 人の死亡者が確認さ

れている。 
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（２）感染拡大防止のこれまでの取組 （略） 

 

（３）ワクチン接種の進展とこれに伴う患者像の変化 

  （略） 

  ワクチンの総接種回数は、令和４年１月 17 日現在で

２億回を超え、２回目接種を終えた方は約８割となっ

ている。 

  また、令和３年 12 月からは、追加接種を開始した。 

ワクチン接種は、デルタ株に対する重症化予防・発症

予防等の効果が期待されており、海外では一定の感染

予防効果を示唆する報告も見られる。我が国のデルタ

株の流行期における発症予防効果については、ワクチ

ン２回接種 14 日以降で 87％程度とする報告がある。最

も重症化リスクの高い群である高齢者の約９割が２回

接種を終えたこともあり、感染者数の増加に比べ、重症

者数、死亡者数の増加は少なくなっている。 

（略） 

今後、若年層の更なるワクチン接種の進展により、令

和３年夏と比べて、感染者や重症者は抑えられると期

 

（２）感染拡大防止のこれまでの取組 （略） 

 

（３）ワクチン接種の進展とこれに伴う患者像の変化 

  （略） 

  ワクチンの総接種回数は、令和４年１月５日現在で

２億回を超え、２回目接種を終えた方は約８割となっ

ている。 

  また、令和３年 12 月から、追加接種を開始した。 

ワクチン接種については、重症化予防・発症予防等の

効果が期待されており、海外では一定の感染予防効果

を示唆する報告も見られる。我が国のデルタ株の流行

期における発症予防効果については、ワクチン２回接

種 14 日以降で 87％程度とする報告がある。最も重症化

リスクの高い群である高齢者の約９割が２回接種を終

えたこともあり、感染者数の増加に比べ、重症者数、死

亡者数の増加は少なくなっている。 

（略） 

今後、若年層のワクチン接種の進展により、令和３年

夏と比べて、感染者や重症者は抑えられると期待され
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待されるほか、中和抗体薬や経口の抗ウイルス薬の重

症化予防効果も一定程度期待される一方、更なる感染

拡大が生じた場合には、感染者全体に占める高齢者の

割合が再び上昇すると考えられること、ワクチン接種

後にも新型コロナウイルス感染が確認される症例があ

ること、ワクチンの効果について、変異株の出現の可能

性や免疫の減衰の影響を踏まえ、引き続き基本的な感

染対策が重要である。また、オミクロン株については、

短期間の調査結果ではあるが、追加接種により発症予

防効果等が回復する可能性が示唆されており、まずは、

重症化リスクが高い高齢者などの方々を対象とし、そ

の後には、一般の方を対象として接種間隔を前倒しし

て接種を実施するなど、迅速にワクチン接種を進める

ことが重要である。 

 

（４）医療提供体制の強化 

  （略） 

  軽症から中等症（Ⅰ）の患者を投与対象とする初め

ての治療薬として令和３年７月 19 日に特例承認がな

された中和抗体薬「カシリビマブ／イムデビマブ」に

るほか、中和抗体薬や経口の抗ウイルス薬の重症化予

防効果も一定程度期待される一方、更なる感染拡大が

生じた場合には、感染者全体に占める高齢者の割合が

再び上昇すると考えられること、ワクチン接種後にも

新型コロナウイルス感染症と診断される症例があるこ

と、ワクチンの効果について、変異株の出現の可能性や

免疫の減衰の影響を踏まえ、引き続き基本的な感染対

策が重要である。また、オミクロン株については、短期

間の調査結果ではあるが、追加接種により発症予防効

果等が高まる可能性が示唆されており、重症化リスク

が高い高齢者などの方々を対象として、接種間隔を前

倒しして接種を実施するなど、迅速にワクチン接種を

進めることが重要である。 

 

 

（４）医療提供体制の強化 

  （略） 

  軽症から中等症（Ⅰ）の患者を投与対象とする初め

ての治療薬として令和３年７月 19 日に特例承認がな

された中和抗体薬「カシリビマブ／イムデビマブ」に
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ついては、短期入院による投与や投与後の観察体制の

確保等の一定の要件を満たした医療機関による自宅療

養者に対する外来・往診での投与等の取組を進めてき

た。また、同年９月 27 日には、中和抗体薬「ソトロビ

マブ」が、同年 12 月 24 日には、経口治療薬「モルヌ

ピラビル」が特例承認され、医療現場に供給されてい

る。「モルヌピラビル」については、令和４年１月 16 日

時点で、約 13,200 の医療機関と約 12,000 の薬局が登

録を終え、このうち、約 10,700 の医療機関・薬局に対

して、約 34,200 回分の薬剤を配送している。 

 

（５）令和３年９月の感染収束 （略） 

 

（６）オミクロン株の発生と感染拡大 

（略） 

政府は、感染・伝播性の増加が示唆されるオミクロン

株のリスクに対応するため、外国人の新規入国を停止

するとともに、帰国者には、10 日間（オミクロン株以

外の変異株が支配的となっていることが確認されてい

る国・地域については 14 日間）の自宅等待機と健康観

ついては、短期入院による投与や投与後の観察体制の

確保等の一定の要件を満たした医療機関による自宅療

養者に対する外来・往診での投与等の取組を進めてき

た。また、同年９月 27 日には、中和抗体薬「ソトロビ

マブ」が、同年 12 月 24 日には、経口治療薬「モルヌ

ピラビル」が特例承認され、医療現場に供給されてい

る。「モルヌピラビル」については、令和４年１月６日

時点で、約 6,000 の医療機関と約 7,700 の薬局が登録

を終え、このうち、約 6,000 の医療機関・薬局に対し

て、約 17,400 回分の薬剤を配送している。 

 

（５）令和３年９月の感染収束 （略） 

 

（６）オミクロン株の発生と感染拡大 

（略） 

政府は、感染・伝播性の増加が示唆されるオミクロン

株のリスクに対応するため、外国人の新規入国を停止

するとともに、帰国者には、14 日間の自宅待機と健康

観察を実施している。加えて、オミクロン株に係る指定

国・地域からの帰国者には、検疫所の確保する施設での
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察を実施している。加えて、オミクロン株に係る指定

国・地域からの帰国者には、検疫所の確保する施設での

厳格な待機措置を講じている。また、原則として、全て

の国内新規感染者について、L452R 変異株 PCR 検査を行

うとともに、その時点の検査能力を最大限発揮して全

ゲノム解析を実施し、早期探知の体制をとっている。オ

ミクロン株への置き換わりが進んだ自治体（目安とし

て L452R 変異株 PCR 検査陰性率が 70％の自治体）につ

いては、感染者の５－10％分の変異株 PCR 検査及びゲ

ノム解析を実施することも可能としており、引き続き

変異株の発生動向を監視している。 

また、オミクロン株の濃厚接触者の待機期間につい

て、これまでに得られた科学的知見に基づき、14 日か

ら 10 日に短くするとともに、地域における社会機能の

維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社

会機能を維持するために必要な事業（別添に掲げる事

業を参考として、自治体が適当と認める事業）に従事す

る者に限り、10 日を待たずに検査が陰性であった場合

でも待機を解除する取扱いを実施できることとしてい

る。 

厳格な待機措置を講じている。また、全ての国内新規感

染者について、L452R 変異株 PCR 検査を行うとともに、

その時点の検査能力を最大限発揮して全ゲノム解析を

実施し、早期探知の体制をとっている。（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 
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さらに、政府は、オミクロン株が急速に拡大する最悪

の事態に備えるため、水際対策の骨格を維持しつつ、予

防、検査、早期治療の枠組みを一層強化し、国内対策に

重点を移し始めている。ワクチンの追加接種について

は、まずは、重症化リスクが高い高齢者などの方々を対

象とし、その後には、一般の方を対象として接種間隔を

前倒しして接種を実施することとし、また、オミクロン

株について、海外渡航歴がなく、感染経路が不明の事案

が発生したことを受け、感染拡大が懸念される地域で

の無料検査を開始している。経口薬については令和３

年内の実用化を目指し、令和３年 12 月 24 日には「モ

ルヌピラビル」を特例承認し、医療現場に供給するなど

の取組を進めている。あわせて、都道府県における在宅

療養をされる方々への健康観察や訪問診療体制の準備

状況の自己点検を実施し、政府の方針として、在宅療養

体制が整った自治体において、自治体の総合的な判断

の下、感染の急拡大が確認された場合には、陽性者を全

員入院、濃厚接触者を全員宿泊施設待機としている取

組みを見直し、症状に応じて宿泊・自宅療養も活用し、

万全の対応ができるようにしている。 

さらに、政府は、オミクロン株が急速に拡大する最悪

の事態に備えるため、水際対策の骨格を維持しつつ、予

防、検査、早期治療の枠組みを一層強化し、国内対策に

重点を移す準備を始めている。ワクチンの追加接種に

ついては、重症化リスクが高い高齢者などの方々を対

象として、接種間隔を前倒しして接種を実施すること

とし、また、オミクロン株について、海外渡航歴がなく、

感染経路が不明の事案が発生したことを受け、感染拡

大が懸念される地域での無料検査を開始している。経

口薬については令和３年内の実用化を目指し、令和３

年 12 月 24 日には「モルヌピラビル」を特例承認し、

医療現場に供給するなどの取組を進めている。あわせ

て、都道府県における在宅療養をされる方々への健康

観察や訪問診療体制の準備状況の自己点検を実施し、

政府の方針として、在宅療養体制が整った自治体にお

いて、自治体の総合的な判断の下、感染の急拡大が確認

された場合には、陽性者を全員入院、濃厚接触者を全員

宿泊施設待機としている取組みを見直し、症状に応じ

て宿泊・自宅療養も活用し、万全の対応ができるように

している。 
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こうした状況に鑑み、令和４年１月７日には、感染状

況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況

について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必

要性が高いこと等から、法第31条の４第１項に基づき、

まん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月９日か

ら同月 31 日までの 23 日間とし、重点措置区域を広島

県、山口県及び沖縄県とする公示を行った。 

令和４年１月 19 日には、感染状況や医療提供体制・

公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価

を行い、感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等

から、法第 31 条の４第３項に基づき、重点措置区域に

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、

岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び

宮崎県を追加する変更を行うとともに、群馬県、埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知

県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県におい

てまん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月21日

から同年２月13日までの24日間とする公示を行った。

あわせて、オミクロン株による感染が急速に拡大して

いる状況等を踏まえ、後述するワクチン・検査パッケー

こうした状況に鑑み、令和４年１月７日には、感染状

況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況

について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必

要性が高いこと等から、法第31条の４第１項に基づき、

まん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月９日か

ら同月 31 日までの 23 日間とし、重点措置区域を広島

県、山口県及び沖縄県とする公示を行った。 

（新設） 
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ジ制度については、原則として、当面適用しないことと

した。 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 （略） 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

  二の全般的な方針を踏まえ、主として以下の重要事

項に関する取組を進める。 

（１）情報提供・共有  

  ⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等

の海外出張又は長期の海外滞在のある事業所、留

学や旅行機会の多い大学等においても、帰国者へ

の適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確

認や、帰国者に対する 10 日間の自宅等待機等の必

要な対策を講じるよう周知を図る。 

 

（２）ワクチン接種 

  政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コ

 

 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 （略） 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

  二の全般的な方針を踏まえ、主として以下の重要事

項に関する取組を進める。 

（１）情報提供・共有  

  ⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等

の海外出張又は長期の海外滞在のある事業所、留

学や旅行機会の多い大学等においても、帰国者へ

の適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確

認や、帰国者に対する 14 日間の外出自粛の要請等

の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

 

（２）ワクチン接種 

  政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コ
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ロナウイルス感染症に係るワクチン接種を行う。 

  ①～③ （略） 

  ④ 追加接種については、２回目接種完了から８か

月以上経過した方に順次、接種することを原則と

していたが、感染防止に万全を期する観点から、

まずは、重症化リスクが高い高齢者などの方々を

対象とし、その後には、一般の方も対象として接

種間隔を前倒しして接種を実施する。（削除）追加

接種に使用するワクチンについては、１回目・２

回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、ｍRNA

ワクチンを用いる。また、引き続き１回目・２回目

未接種者に対する接種機会を確保し、接種を促進

する。これらの接種に使用するワクチンについて、

安定的な供給を行う。 

 

 

  ⑤ 政府は、追加接種についても、これまでの接種

状況も踏まえた上で、引き続き、各地方公共団体

の接種会場や、職域（大学等を含む。）による接種

を実施するとともに、自衛隊による大規模接種会

ロナウイルス感染症に係るワクチン接種を行う。 

  ①～③ （略） 

  ④ 追加接種については、２回目接種完了から８か

月以上経過した方に順次、接種することを原則と

していたが、感染防止に万全を期する観点から、

重症化リスクが高い高齢者などの方々を対象とし

て、接種間隔を前倒しして接種を実施する。高齢

者等以外の方々への前倒しについては、今後の国

内の感染動向やワクチンの供給力等を踏まえつ

つ、引き続き検討する。追加接種に使用するワク

チンについては、１回目・２回目に用いたワクチ

ンの種類にかかわらず、ｍRNA ワクチンを用いる。

また、引き続き１回目・２回目未接種者に対する

接種機会を確保し、接種を促進する。これらの接

種に使用するワクチンについて、安定的な供給を

行う。 

  ⑤ 政府は、追加接種についても、これまでの接種

状況も踏まえた上で、引き続き、各地方公共団体

の接種会場や、職域（大学等を含む。）による接種

を実施する。 



12 

場を設置し、地方公共団体によるワクチン接種に

係る取組を後押しする。 

  ⑥～⑨ （略） 

 

（３）サーベイランス・情報収集 （略） 

 

（４）検査 

  ①～⑧ （略） 

  ⑨ 日常生活や経済社会活動における感染リスクを

引き下げるためには、ワクチン接種や検査による

確認を促進することが有効であり、政府は、都道

府県と連携しながら、ワクチン・検査パッケージ

制度又は対象者全員検査及び飲食、イベント、旅

行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査

結果を確認する民間の取組を推奨する。このため、

政府は、都道府県が、健康上の理由等によりワク

チン接種を受けられない者を対象としたワクチ

ン・検査パッケージ又はそれ以外の者も対象とし

た対象者全員検査等の検査を令和４年３月末まで

予約不要、無料とできるよう支援を行う。また、都

 

 

  ⑥～⑨ （略） 

 

（３）サーベイランス・情報収集 （略） 

 

（４）検査 

  ①～⑧ （略） 

  ⑨ 日常生活や経済社会活動における感染リスクを

引き下げるためには、ワクチン接種や検査による

確認を促進することが有効であり、政府は、都道

府県と連携しながら、ワクチン・検査パッケージ

制度及び飲食、イベント、旅行等の活動に際して

ワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する民間

の取組を推奨する。このため、政府は、都道府県

が、健康上の理由等によりワクチン接種を受けら

れない者を対象として、ワクチン・検査パッケー

ジ等の検査を令和４年３月末まで予約不要、無料

とできるよう支援を行う。また、都道府県は、感染

が拡大傾向にある場合には、都道府県知事の判断
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道府県は、感染が拡大傾向にある場合には、都道

府県知事の判断により、法第 24 条第９項に基づ

き、感染に不安を感じる無症状者に対して、ワク

チン接種者を含めて検査を受けることを要請する

ものとする。この場合において、都道府県はあら

かじめ政府と協議するものとする。政府は、都道

府県が当該要請に基づき検査を受検した者につい

ては、検査費用を無料とすることができるよう支

援を行う。 

 

（５）まん延防止 

 １）緊急事態措置区域における取組等 

  （飲食店等に対する制限等） 

  ① 特定都道府県は、感染リスクが高いと指摘され

ている飲食の場を避ける観点から、法第 45 条第２

項等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する

飲食店等（飲食業の許可を受けていないカラオケ

店及び利用者による酒類の店内持込みを認めてい

る飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供（利

用者による酒類の店内持込みを含む。）を取り止め

により、法第 24 条第９項に基づき、感染に不安を

感じる無症状者に対して、ワクチン接種者を含め

て検査を受けることを要請するものとする。この

場合において、都道府県はあらかじめ政府と協議

するものとする。政府は、都道府県が当該要請に

基づき検査を受検した者については、検査費用を

無料とすることができるよう支援を行う。 

 

 

 

（５）まん延防止 

 １）緊急事態措置区域における取組等 

  （飲食店等に対する制限等） 

  ① 特定都道府県は、感染リスクが高いと指摘され

ている飲食の場を避ける観点から、法第 45 条第２

項等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する

飲食店等（飲食業の許可を受けていないカラオケ

店及び利用者による酒類の店内持込みを認めてい

る飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供（利

用者による酒類の店内持込みを含む。）を取り止め
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る場合を除く。）に対して休業要請を行うととも

に、上記以外の飲食店（宅配・テイクアウトを除

く。）に対して、営業時間の短縮（20 時までとす

る。）の要請を行うものとする。ただし、都道府県

知事の判断により、第三者認証制度の適用店舗（以

下「認証店」という。）において 21 時までの営業

（酒類提供も可能）もできることとするほか、認

証店及び飲食を主として業としていない店舗にお

いて、対象者全員検査を実施した場合には、収容

率の上限を 50％としつつ、カラオケ設備を提供で

きることとする。 

 

    （略） 

② 特定都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、飲

食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グルー

プの同一テーブルでの５人以上の会食を避けるよ

う要請するものとし、認証店における対象者全員

検査を実施した会食については、同一グループの

同一テーブルでの５人以上の会食も可能とする。 

 

る場合を除く。）に対して休業要請を行うととも

に、上記以外の飲食店（宅配・テイクアウトを除

く。）に対して、営業時間の短縮（20 時までとす

る。）の要請を行うものとする。ただし、都道府県

知事の判断により、第三者認証制度の適用店舗（以

下「認証店」という。）において 21 時までの営業

（酒類提供も可能）もできることとするほか、認

証店及び飲食を主として業としていない店舗にお

いて、ワクチン・検査パッケージ制度を適用又は

対象者全員検査を実施した場合には、収容率の上

限を 50％としつつ、カラオケ設備を提供できるこ

ととする。 

    （略） 

② 特定都道府県は、法第 24 条第９項に基づき、飲

食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グルー

プの同一テーブルでの５人以上の会食を避けるよ

う要請するものとし、認証店におけるワクチン・

検査パッケージ制度を適用又は対象者全員検査を

実施した会食については、同一グループの同一テ

ーブルでの５人以上の会食も可能とする。 
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③～⑤ （略） 

（施設の使用制限等） （略） 

（イベント等の開催制限） 

① （略） 

・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による

確認を受けた場合、人数上限 10,000 人かつ収容

率の上限を 100％とする。さらに、対象者全員検

査を実施した場合には、人数上限を収容定員ま

でとすることを可能とする。 

 

（略） 

② （略） 

（外出・移動） 

特定都道府県は、法第 45 条第１項に基づき、混

雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移

動の自粛について協力の要請を行うものとする。

特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休

業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲

食店等の利用を厳に控えることについて、住民に

徹底する。また、不要不急の帰省や旅行等都道府

③～⑤ （略） 

（施設の使用制限等） （略） 

（イベント等の開催制限） 

① （略） 

・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による

確認を受けた場合、人数上限 10,000 人かつ収容

率の上限を 100％とする。さらに、ワクチン・検

査パッケージ制度を適用又は対象者全員検査を

実施した場合には、人数上限を収容定員までと

することを可能とする。 

（略） 

  ② （略） 

  （外出・移動） 

特定都道府県は、法第 45 条第１項に基づき、混

雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移

動の自粛について協力の要請を行うものとする。

特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休

業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲

食店等の利用を厳に控えることについて、住民に

徹底する。また、不要不急の帰省や旅行等都道府
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県間の移動は、極力控えるように促す。この場合

において、対象者全員検査を受けた者は、その対

象としないことを基本とする。 

 

  （その他） （略） 

 ２）重点措置区域における取組等 

   （略） 

  （飲食店等に対する制限等） 

  ① 都道府県は、感染リスクが高いと指摘されてい

る飲食の場を避ける観点から、都道府県知事の判

断による上記の重点措置を講じるべき区域（以下

「措置区域」という。）において、法第 31 条の６

第１項等に基づき、認証店以外の飲食店（宅配・テ

イクアウトを除く。）に対する営業時間の短縮（20

時までとする。）の要請を行うとともに、酒類の提

供を行わないよう要請するものとする。また、認

証店に対しては、営業時間の短縮（21 時までとす

ることを基本とする。）の要請を行うこととする。

この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、

都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わな

県間の移動は、極力控えるように促す。この場合

において、ワクチン・検査パッケージ制度の適用

又は対象者全員検査を受けた者は、その対象とし

ないことを基本とする。 

  （その他） （略） 

 ２）重点措置区域における取組等 

   （略） 

  （飲食店等に対する制限等） 

  ① 都道府県は、感染リスクが高いと指摘されてい

る飲食の場を避ける観点から、都道府県知事の判

断により、上記の重点措置を講じるべき区域（以

下「措置区域」という。）において、法第 31 条の

６第１項等に基づき、認証店以外の飲食店（宅配・

テイクアウトを除く。）に対する営業時間の短縮

（20 時までとする。）の要請を行うとともに、酒類

の提供を行わないよう要請するものとする。また、

認証店に対しては、営業時間の短縮（21 時までと

することを基本とする。）の要請を行うこととす

る。この場合において、地域の感染状況等を踏ま

え、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行
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いよう要請することも可能とする（また、都道府

県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請

を行わないことも可能とする。）。 

    （略） 

  ② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第９

項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対

し、同一グループの同一テーブルでの５人以上の

会食を避けるよう要請するものとし、認証店にお

ける対象者全員検査を実施した会食については、

同一グループの同一テーブルでの５人以上の会食

も可能とする（都道府県知事の判断により、ワク

チン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱

いを行うことを可能とする。）。 

  ③・④ （略） 

  （施設の使用制限等） （略） 

  （イベント等の開催制限） 

  ① （略） 

・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による

確認を受けた場合、人数上限 20,000 人かつ収

容率の上限を 100％とする。さらに、対象者全

わないよう要請することも可能とする（また、都

道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の

要請を行わないことも可能とする。）。 

    （略） 

  ② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第９

項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対

し、同一グループの同一テーブルでの５人以上の

会食を避けるよう要請するものとし、認証店にお

けるワクチン・検査パッケージ制度を適用又は対

象者全員検査を実施した会食については、同一グ

ループの同一テーブルでの５人以上の会食も可能

とする。 

 

  ③・④ （略） 

  （施設の使用制限等） （略） 

  （イベント等の開催制限） 

  ① （略） 

・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による

確認を受けた場合、人数上限 20,000 人かつ収

容率の上限を 100％とする。さらに、ワクチン・
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員検査を実施した場合には、人数上限を収容定

員までとすることを可能とする（都道府県知事

の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度

を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とす

る。）。 

（略） 

  ② （略） 

  （外出・移動） 

  ① （略） 

  ② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第９

項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場

所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底され

ていない飲食店等の利用を自粛すること等につい

て、住民に対して協力の要請を行うものとする。

また、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事

態措置区域との往来は、極力控えるように促すも

のとする。この場合において、対象者全員検査を

受けた者は、その対象としないことを基本とする

（都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パ

ッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うこと

検査パッケージ制度を適用又は対象者全員検

査を実施した場合には、人数上限を収容定員ま

でとすることを可能とする。 

 

 

（略） 

  ② （略） 

  （外出・移動） 

  ① （略） 

  ② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第９

項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場

所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底され

ていない飲食店等の利用を自粛すること等につい

て、住民に対して協力の要請を行うものとする。

また、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事

態措置区域との往来は、極力控えるように促すも

のとする。この場合において、ワクチン・検査パッ

ケージ制度の適用又は対象者全員検査を受けた者

は、その対象としないことを基本とする。 
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を可能とする。）。 

  （その他） （略） 

３）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府

県における取組等 

 （飲食店等に対する制限等） 

 ① （略） 

 ② 都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合に

は、法第 24 条第９項に基づき、飲食店等及び飲食

店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブ

ルでの５人以上の会食を避けるよう要請するもの

とし、認証店における対象者全員検査を実施した

会食については、同一グループの同一テーブルで

の５人以上の会食も可能とする（都道府県知事の

判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用

し、上記の取扱いを行うことを可能とする。）。 

 ③ （略） 

 （施設の使用制限等） （略） 

 （イベント等の開催制限） （略） 

 （外出・移動） 

 ① 都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移

 

  （その他） （略） 

３）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府

県における取組等 

 （飲食店等に対する制限等） 

 ① （略） 

 ② 都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合に

は、法第 24 条第９項に基づき、飲食店等及び飲食

店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブ

ルでの５人以上の会食を避けるよう要請するもの

とし、認証店におけるワクチン・検査パッケージ制

度を適用又は対象者全員検査を実施した会食につ

いては、同一グループの同一テーブルでの５人以

上の会食も可能とする。 

 

 ③ （略） 

 （施設の使用制限等） （略） 

 （イベント等の開催制限） （略） 

 （外出・移動） 

 ① 都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移
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動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止

策を徹底するよう促すものとする。また、緊急事態

措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動

は、極力控えるように促すものとし、この場合にお

いて、対象者全員検査を受けた者は、その対象とし

ないことを基本とする（都道府県知事の判断によ

り、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記

の取扱いを行うことを可能とする。）。 

こうした対応が難しいと判断される場合は、帰

省や旅行を控えるよう促すものとする。発熱等の

症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう促す

ものとする。 

 ②・③ （略） 

 （その他） （略） 

４）職場への出勤等 

 （都道府県から事業者への働きかけ） 

 ① 都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行う

よう働きかけを行うものとする。 

  ・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗

いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離

動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止

策を徹底するよう促すものとする。また、緊急事態

措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動

は、極力控えるように促すものとし、この場合にお

いて、ワクチン・検査パッケージ制度の適用又は対

象者全員検査を受けた者は、その対象としないこ

とを基本とする。こうした対応が難しいと判断さ

れる場合は、帰省や旅行を控えるよう促すものと

する。発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控

えるよう促すものとする。 

 

 

 ②・③ （略） 

 （その他） （略） 

４）職場への出勤等 

 （新設） 

 

 

 

 



21 

確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消

毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、

軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した

検査、出張による従業員の移動を減らすための

テレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等

の集団生活の場での対策等）や、「三つの密」等

を避ける行動を徹底するよう、実践例も活用し

ながら促すこと。特に職場での「居場所の切り替

わり」（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意する

よう周知すること。 

  ・ 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定

器等の設置を支援するとともに、ビル管理者等

に対して、換気の状況を二酸化炭素濃度測定器

により確認する場合の留意点等を周知するこ

と。 

  ・ さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイド

ライン等を実践するよう働きかけること。 

  ・ 高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスク

のある労働者、妊娠している労働者及び同居家

族にそうした者がいる労働者については、本人
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の申出等を踏まえ、在宅勤務（テレワーク）や時

差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行

うこと。 

 ② 特定都道府県は、事業者に対して、上記①に加

え、以下の取組を行うよう働きかけを行うものと

する。 

（略） 

・ 職場においては、「感染リスクが高まる「５つ

の場面」」を避ける行動を徹底するよう、実践例

も活用しながら促すこと。（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 特定都道府県は、事業者に対して、下記③に示さ

れた感染防止のための取組等に加え、以下の取組

を行うよう働きかけを行うものとする。 

（略） 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗

いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距

離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所

の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤

自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活

用した検査、出張による従業員の移動を減らす

ためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、

社員寮等の集団生活の場での対策等）や、「三つ

の密」及び「感染リスクが高まる「５つの場面」」

等を避ける行動を徹底するよう、実践例も活用

しながら促すこと。特に職場での「居場所の切

り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意

するよう周知すること。 
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・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確

保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業

務を支援する事業者においては、「三つの密」を

避けるために必要な対策を含め、十分な感染防

止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が

発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、

感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、

必要な業務を継続すること。 

  ③ 重点措置区域である都道府県においては、事業

者に対して、上記①に加え、以下の取組を行うよ

う働きかけを行うものとする。 

 

（略） 

・ 職場においては、「感染リスクが高まる「５つ

の場面」」を避ける行動を徹底するよう、実践例

も活用しながら促すこと。（削除） 

 

 

 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確

（新規） 

 

 

 

 

 

 

   

② 重点措置区域である都道府県においては、下記③

に示された感染防止のための取組等に加え、事業者

に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うも

のとする。 

（略） 

・ 職場においては、①に記載された感染防止の

ための取組や、「三つの密」及び「感染リスクが

高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底す

るよう、実践例も活用しながら促すこと。特に

職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣

室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。 

（新規） 
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保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業

務を支援する事業者においては、「三つの密」を

避けるために必要な対策を含め、十分な感染防

止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が

発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、

感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、

必要な業務を継続すること。 

④ 緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都 

道府県においては、事業者に対して、上記①に加

え、以下の取組を行うよう働きかけを行うものと

する。 

・ 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通

勤等、人との接触を低減する取組を推進するこ

と。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都 

道府県においては、以下の取組を行うものとする。 

 

 

・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時

差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する

取組を働きかけること。 

・ 職場においては、①に記載された感染防止の

ための取組や、「三つの密」等を避ける行動を徹

底するよう、実践例も活用しながら促すこと。

特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、

更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知するこ

と。 
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（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（政府等の取組） 

・ 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測

定器等の設置を支援するとともに、ビル管理者

等に対して、換気の状況を二酸化炭素濃度測定

器により確認する場合の留意点等を周知するこ

と。 

・ さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイド

ライン等を実践するよう働きかけること。 

・ 高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスク

のある労働者、妊娠している労働者及び同居家

族にそうした者がいる労働者については、本人

の申出等を踏まえ、在宅勤務（テレワーク）や時

差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行

うこと。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確

保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業

務を支援する事業者においては、「三つの密」を

避けるために必要な対策を含め、十分な感染防

止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務を

継続すること。 

（新規） 
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⑤ 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワー

ク）、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤

等、人との接触を低減する取組を自ら進めるとと

もに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

⑥ 政府は、上記①、②、③及び④示された感染防

止のための取組等を働きかけるため、特に留意す

べき事項を提示し、事業場への訪問等事業者と接

する機会等を捉え、事業者自らが当該事項の遵守

状況を確認するよう促す。また、遵守している事

業者に、対策実施を宣言させるなど、感染防止の

ための取組が勧奨されるよう促す。さらに、経済

団体に対し、在宅勤務（テレワーク）の活用等に

よる出勤者数の削減の実施状況を各事業者が自ら

積極的に公表し、取組を促進するよう要請すると

ともに、公表された情報の幅広い周知について、

関連する事業者と連携して取り組む。 

 ５）学校等の取扱い 

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して 

一律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染

状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚

④ 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワー

ク）、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤

等、人との接触を低減する取組を自ら進めるとと

もに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

⑤ 政府は、上記①、②及び③に示された感染防止

のための取組等を働きかけるため、特に留意すべ

き事項を提示し、事業場への訪問等事業者と接す

る機会等を捉え、事業者自らが当該事項の遵守状

況を確認するよう促す。また、遵守している事業

者に、対策実施を宣言させるなど、感染防止のた

めの取組が勧奨されるよう促す。さらに、経済団

体に対し、在宅勤務（テレワーク）の活用等によ

る出勤者数の削減の実施状況を各事業者が自ら積

極的に公表し、取組を促進するよう要請するとと

もに、公表された情報の幅広い周知について、関

連する事業者と連携して取り組む。 

５）学校等の取扱い 

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して

一律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染

状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚
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園、小学校、中学校、高等学校等については、子

供の健やかな学びの保障や心身への影響の観点か

ら、「学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要

請する。また、大学等については、感染防止と面

接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会

の確保の両立に向けて適切に対応することを要請

する（緊急事態措置区域においては、大学等の感

染対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用

した学修者本位の授業の効果的な実施による学生

等の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、

学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会等に

ついては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態

措置区域及び重点措置区域においては、部活動や

課外活動における感染リスクの高い活動の制限又

は自粛（ただし、対象者全員検査の実施等により、

部活動や課外活動における感染リスクの高い活動

について可能とする。））を要請する。特に、発熱

等の症状がある学生等が登校や活動参加を控える

よう周知徹底を図る。また、大学、高等学校等に

園、小学校、中学校、高等学校等については、子

供の健やかな学びの保障や心身への影響の観点か

ら、「学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要

請する。また、大学等については、感染防止と面

接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会

の確保の両立に向けて適切に対応することを要請

する（緊急事態措置区域においては、大学等の感

染対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用

した学修者本位の授業の効果的な実施による学生

等の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、

学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会等に

ついては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態

措置区域及び重点措置区域においては、部活動や

課外活動における感染リスクの高い活動の制限又

は自粛（ただし、ワクチン・検査パッケージ制度

の適用等により、部活動や課外活動における感染

リスクの高い活動について可能とする。））を要請

する。特に、発熱等の症状がある学生等が登校や

活動参加を控えるよう周知徹底を図る。また、大
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おける軽症状者に対する抗原簡易キット等の活用

（部活動、各種全国大会前での健康チェック等に

おける活用を含む。）や、中学校、小学校、幼稚園

等の教職員や速やかな帰宅が困難であるなどの事

情のある児童生徒（小学校４年生以上）への抗原

簡易キットの活用を奨励する。また、教職員や受

験生へのワクチン接種が進むよう、大学拠点接種

を実施する大学に対し、地域の教育委員会や学校

法人が大学拠点接種会場での接種を希望する場合

の積極的な協力を依頼するとともに、地方公共団

体に対し、大規模接種会場の運営に当たり、教育

委員会や私学担当部局がワクチン担当部局と連携

し、希望する教職員や受験生へのワクチン接種が

進むよう取組を行うなどの配慮を依頼する。大学

入試、高校入試等については、実施者において、

感染防止策や追検査等による受験機会の確保に万

全を期した上で、予定どおり実施する。 

 

②・③ （略） 

６） （略） 

学、高等学校等における軽症状者に対する抗原簡

易キット等の活用（部活動、各種全国大会前での

健康チェック等における活用を含む。）や、中学校、

小学校、幼稚園等の教職員や速やかな帰宅が困難

であるなどの事情のある児童生徒（小学校４年生

以上）への抗原簡易キットの活用を奨励する。ま

た、教職員や受験生へのワクチン接種が進むよう、

大学拠点接種を実施する大学に対し、地域の教育

委員会や学校法人が大学拠点接種会場での接種を

希望する場合の積極的な協力を依頼するととも

に、地方公共団体に対し、大規模接種会場の運営

に当たり、教育委員会や私学担当部局がワクチン

担当部局と連携し、希望する教職員や受験生への

ワクチン接種が進むよう取組を行うなどの配慮を

依頼する。大学入試、高校入試等については、実

施者において、感染防止策や追検査等による受験

機会の確保に万全を期した上で、予定どおり実施

する。 

②・③ （略） 

６） （略） 
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（６）水際対策 （略） 

 

（７）医療提供体制の強化 （略） 

 

（８）治療薬の実用化と確保 （略） 

 

（９）経済・雇用対策 

  新型コロナウイルス対応に万全を期すとともに、「成

長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」

による「新しい資本主義」を起動させ、国民の安全・安

心を確保するため、令和３年度補正予算を含む「コロ

ナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月

19 日閣議決定）を迅速かつ着実に実行する。具体的に

は、事業復活支援金、雇用調整助成金、実質無利子・無

担保融資、子育て世帯等に対する給付、マイナポイン

ト等の事業や雇用・生活・暮らしを守る支援策を着実

に実施する。あわせて、感染状況について最悪の事態

を想定して、医療提供体制の強化やワクチン接種の促

進、治療薬の確保に万全を期し、経済社会活動を極力

 

（６）水際対策 （略） 

 

（７）医療提供体制の強化 （略） 

 

（８）治療薬の実用化と確保 （略） 

 

（９）経済・雇用対策 

  新型コロナウイルス対応に万全を期すとともに、「成

長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」

による「新しい資本主義」を起動させ、国民の安全・安

心を確保するため、令和３年度補正予算を含む「コロ

ナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月

19 日閣議決定）を迅速かつ着実に実行する。具体的に

は、事業復活支援金、雇用調整助成金、実質無利子・無

担保融資、子育て世帯等に対する給付、マイナポイン

ト等の事業や雇用・生活・暮らしを守る支援策を着実

に実施する。あわせて、感染状況について最悪の事態

を想定して、医療提供体制の強化やワクチン接種の促

進、治療薬の確保に万全を期し、ワクチン・検査パッケ
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継続できる環境を作り、安全・安心を確保していく。 

 

（略） 

 

（10）その他重要な留意事項 

１）偏見・差別等への対応、社会課題への対応等 （略） 

２）関係機関との連携の推進 （略） 

３）社会機能の維持 

 ①～③ （略） 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務 

を行う事業者は、国民生活及び国民経済安定のた

め、業務継続計画の点検を行い、事業の継続を図る。 

⑤ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を

行う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務

（テレワーク）の積極的な実施に努める。 

⑥ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の

把握に努め、必要に応じ、国民への周知を図る。 

⑦ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブ

ル等を防止するため、必要に応じ、警戒警備を実施

する。 

ージ等を活用し、経済社会活動を極力継続しつつ、安

全・安心を確保していく。 

（略） 

 

（10）その他重要な留意事項 

１）偏見・差別等への対応、社会課題への対応等 （略） 

２）関係機関との連携の推進 （略） 

３）社会機能の維持 

 ①～③ （略） 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務 

を行う事業者は、国民生活及び国民経済安定のた

め、業務継続計画の点検を行い、事業の継続を図る。 

（新規） 

 

 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の

把握に努め、必要に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブ

ル等を防止するため、必要に応じ、警戒警備を実施

する。 
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⑧ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するととも

に、取締りを徹底する。 

 

 

（別添）事業の継続が求められる事業者 

 

 

 

  以下、事業者等については、「三つの密」を避けるた

めの取組を講じていただきつつ、事業の継続を求める。 

 

 １．医療体制の維持 （略） 

 

 ２．支援が必要な方々の保護の継続 （略） 

 

 ３．国民の安定的な生活の確保 （略） 

 

 ４．社会の安定の維持 

 ・社会の安定の維持の観点から、企業の活動を維持す

るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するととも

に、取締りを徹底する。 

 

 

（別添）緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業

者 

 

 

  以下、事業者等については、「三つの密」を避けるた

めの取組を講じていただきつつ、事業の継続を求める。 

 

 １．医療体制の維持 （略） 

 

 ２．支援が必要な方々の保護の継続 （略） 

 

 ３．国民の安定的な生活の確保 （略） 

 

 ４．社会の安定の維持 

 ・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間

中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサー
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最低限の事業継続を要請する。 

 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラ

ック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便、倉庫

等） 

③～⑦ （略） 

 ５．その他 

 ・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難

なもの（高炉や半導体工場等）、医療・支援が必要な

人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの（サプ

ライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているも

のについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。ま

た、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する

事業者等にも、事業継続を要請する。 

 ・学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続

の観点等から、「学校における新型コロナウイルス感

染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、事

業継続を要請する。 

ビスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要

請する。 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラ

ック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便等） 

 

③～⑦ （略） 

 ５．その他 

 ・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難

なもの（高炉や半導体工場等）、医療・支援が必要な

人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの（サプ

ライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているも

のについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。ま

た、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する

事業者等にも、事業継続を要請する。 

 （新規） 

 



 
 

基本的対処方針が変更されたことを踏まえ、テレワークの活用や休暇取得の促進等をお

願いするものです。 

事 務 連 絡 

令和４年１月 19 日 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部幹事会構成員 各位 

 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 

 

 

出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）について 

 

各府省庁におかれては、出勤者数の削減に向けた取組の推進に御協力いただいており、

感謝申し上げます。 

 

本日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、１月 21 日から２月 13 日までを

期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に群馬県、埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県が

追加されました。 

 

全国の新規感染者数が急速に増加していることに伴い、療養者数が急増し、重症者数も

増加しています。大都市部では伝播性の高いオミクロン株への急速な置き換わりが進んで

いる地域もあり、今後、自宅・宿泊療養者や入院者数が急激に増加し医療提供体制がひっ

迫する可能性がある状況です。 

 

こうした状況を踏まえ、各府省庁におかれましては、所管団体やその構成企業等及び独立

行政法人等に対し、以下の取組を行うよう働きかけをお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組 

   まん延防止等重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、（略）以下

の取組を行うよう働きかけを行うものとする 

   ・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）の活用や休暇取得の促

進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向

け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。 

 



 
 

 

２ 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県 

   緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、事業

者に対して、（略）以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする 

  ・ 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取

組を推進すること。 

【問合せ先】 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室（総括班） 

担当者：阪本、岩熊 

TEL：03-6257-1309 

MAIL：g.sinngatainnfuru.taisaku001@cas.go.jp 
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事 務 連 絡 
令和４年 1 月 19 日 

各都道府県知事 殿 

各府省庁担当課室 各位 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 

 

基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、 

施設の使用制限等に係る留意事項等について 

 

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１

号。以下「法」という。）第31条の４第１項に基づき、群馬県、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、

長崎県、熊本県及び宮崎県において、まん延防止等重点措置を令和４年

１月21日から同年２月13日まで実施する旨の公示等を行い、基本的対処

方針を改定したところ、都道府県対策本部において法に基づく適正な運

用がなされるよう、下記のとおり、イベントの開催制限、施設の使用制限

等に係る留意事項等を示す。感染状況に応じたイベント開催制限等の概

要は別紙１、イベント開催等における必要な感染防止策は別紙２、感染

防止安全計画策定等に係る事務手続きフローは別紙３のとおり。 

なお、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、通知内容を

見直す場合があることにも留意されたい。 

 

記 

 

１．イベントの開催制限 

（１）特定都道府県 

ア． イベントの開催制限の目安等 

(ア)基本的対処方針三（５）１）等に基づき、イベント開催の目安 

を以下のとおりとする。特定都道府県は、以下を目安とする規模要

件等を設定し、それに基づいたイベント(開催される施設等の種類を

問わない。以下同様とする。)の開催をイベント主催者等に対して、

法第２４条第９項に基づき要請すること。 

都道府県等においては、本事務連絡等のイベントの開催制限の目安、施設の使用制

限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。また、関係各府省庁におい

ては、関係団体等を通じて、本事務連絡等に基づき、適切な周知・助言等を行われ

たい。 
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①感染防止安全計画（以下、「安全計画」という。安全計画の概要等に

ついては、「イベント開催等における感染防止安全計画等について（改

定その２）」（令和４年１月19日事務連絡）を参照されたい。）を策定

し、都道府県による確認を受けた場合 

 人数上限１０,０００人かつ収容率の上限を１００％とする。 

 さらに、別途定める対象者に対する全員検査（以下「対象者全員

検査」という。対象者全員検査については、「新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針（令和４年１月７日変更）における

「対象者に対する全員検査」の取扱いについて」（令和４年１月７

日事務連絡）等を参照されたい。）を実施した場合には、人数上限

を収容定員までとすることを可能とする。 

 なお、対象者全員検査における検査結果の陰性を確認する対象者

は、定められた人数上限（緊急事態措置区域においては１０,００

０人）を超える範囲の入場者とする。 

②それ以外の場合 

 人数上限５,０００人かつ収容率の上限を５０％（大声あり。大声

ありの定義等については１．(４)ウ．を参照されたい。）又は１０

０％（大声なし）とする。 

 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を

記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表

する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了

日より１年間保管すること。 

①及び②のいずれの場合についても、特定都道府県は、イベント等

の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない

席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開

催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等

による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント

主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連

絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主

催者等に周知すること。 

 イ．営業時間短縮等の要請 

原則、要請を行うことを求めないが、地域の感染状況等を踏まえ、

都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を行うことも可

能とする。 

 ウ．チケット販売の取扱い等 

(ア)緊急事態措置の公示が行われた日から最大３日間の周知期間終了

後までにチケット販売が開始された場合（優先販売など、名前の如
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何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの）には、周

知期間終了までに販売されたものに限り、上記ア．及びイ．は適用

せず、販売したチケットを自らキャンセルする必要はないものとイ

ベント主催者等に周知すること。 

(イ)上記周知期間後に販売開始されるものは、上記ア．及びイ．を満

たすこと。 

エ．公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定イベ 

ントの取扱い等 

公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定のイベ

ントのチケットを販売する場合は、措置期間の延長が行われる可能性

があることを踏まえて、慎重を期すこと。 

  

（２）重点措置区域である都道府県 

ア．イベントの開催制限の目安等 

(ア)基本的対処方針三（５）２）等に基づき、イベント開催の目安を

以下のとおりとする。都道府県は、以下を目安とする規模要件等を

設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対し

て、法第２４条第９項に基づき要請すること。 

①安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合 

 人数上限２０,０００人かつ収容率の上限を１００％とする。 

 さらに、対象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定

員までとすることを可能とする（都道府県知事の判断により、別

途定めるワクチン・検査パッケージ制度（以下「ワクチン・検査

パッケージ制度」という。ワクチン・検査パッケージ制度の趣旨

等については、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」（令和３年

１１月１９日）等を参照されたい。）を適用し、上記の取扱いを行

うことを可能とする。）。 

 なお、対象者全員検査における検査結果の陰性を確認する対象者

は、定められた人数上限（まん延防止等重点措置区域である都道

府県全域においては２０,０００人）を超える範囲の入場者とす

る。 

②それ以外の場合 

 人数上限５,０００人かつ収容率の上限を５０％（大声あり）又は

１００％（大声なし）とする。 

 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を

記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表
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する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了

日より１年間保管すること。 

①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開

催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の

配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中

や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等によ

る行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催

者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先

等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者

等に周知すること。 

 イ．営業時間短縮等の要請 

 原則、要請を行うことを求めないが、地域の感染状況等を踏ま

え、都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を行う

ことも可能とする。 

ウ．チケット販売の取扱い等 

(ア)まん延防止等重点措置の公示が行われた日から最大３日間の周知

期間終了後までにチケット販売が開始された場合（優先販売な

ど、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されている

もの）には、周知期間終了までに販売されたものに限り、上記

ア．及びイ．は適用せず、各都道府県が定めた周知期間までに販

売したチケットを自らキャンセルする必要はないものとイベント

主催者等に周知すること。 

(イ)上記周知期間後に販売開始されるものは、上記ア．及びイ．を満た

すこと。 

 

（３）その他の都道府県 

ア．イベントの開催制限の目安等 

(ア)基本的対処方針三（５）３）等に基づき、イベント開催の目安を

以下のとおりとする。都道府県は、以下を目安とする規模要件等を

設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対し

て、法第２４条第９項に基づき要請すること。 

①安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合 

 人数上限は収容定員まで、収容率の上限を１００％とする。 

②それ以外の場合 

 人数上限５,０００人又は収容定員の５０％いずれか大きい方かつ

収容率の上限を５０％（大声あり）又は１００％（大声なし）と



 

5 

する。 

 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を

記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表

する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了

日より１年間保管すること。 

①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開

催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の

配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中

や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等によ

る行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催

者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先

等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者

等に周知すること。 

 

（４）留意事項 

ア．感染拡大防止に必要な取組の継続等 

 収容定員が設定されていない場合、大声ありのイベント、十分な人と

人との間隔（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）を確保し、大声なしのイベ

ントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。 

 なお、大声ありのイベントについて、十分な人と人との間隔（できる

だけ２ｍ、最低１ｍ）の維持が困難な場合は、開催について慎重に判

断すること。 

 飲食を伴う又は飲食が可能であるイベントについては、感染者が飲食

した場合の周辺への感染リスクを高める可能性があることから、引き

続き、飲食専用エリア以外（例：観客席等）においては自粛を求める

こととする。ただし、発声が無いことを前提に、飲食時以外のマスク

着用担保や、マスクを外す時間を短くするため飲食時間を短縮する等

の対策ができる環境においてはこの限りではない。 

 都道府県においては、これまでの事務連絡も参照しつつ、別紙２に示

すイベント開催等に必要な感染防止策等を実施するよう、事業者等へ

の周知徹底を引き続き行うこと。また、事業者及び関係団体に対して、

業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づく進化を促し、デ

ルタ株等の強い感染力を踏まえた業種別ガイドラインの改訂を行う

ことを促すこと。 

 イ．法第２４条第９項に基づく要請等を行う場合の留意事項について 

要請等については、個々の事業者や施設管理者等を対象として行うこ

とは差し支えないが、当該要請等は行政手続法（平成５年法律第８８号）
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第２条第１項第６号の行政指導に該当すると考えられることから、同法

及び各都道府県の行政手続条例に則り、当該要請の趣旨及び内容並びに

責任者を相手方に明確に示す必要があることに留意し、徹底すること。 

また、個々の事業者や施設管理者等に対して要請等を行う判断の考え

方や基準について合理的説明が可能であり、公正性の観点からも説明が

できるものになっているかといった観点からも検討を行うこと。 

ウ．収容率の目安判断に当たっての留意事項等について 

収容率の目安判断に当たり、「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも

大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを

積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あ

り」に該当するものとする。 

＜大声の具体例＞ 

 観客間の大声・長時間の会話 

 スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱 

※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。 

エ．問題が確認されたイベント主催者等への対応等について 

問題が確認されたイベント主催者等への対応については、これまでも

令和３年９月２８日事務連絡１．（３）⑥等において周知しているところ

であるが、各都道府県及び関係府省庁は、引き続き、次の対応を行うこ

と。 

(ⅰ)都道府県 

都道府県は、感染防止策の不徹底など問題が確認されたイベント主催

者等に対して、必要に応じて、法第２４条第９項等に基づき、速やかな結

果報告資料の提出や、実効的な改善策が策定・実施されると判断するま

での間、今後開催予定のイベントに関して収容率上限１００％の適用を

行わないこと等を当該イベント主催者等に対して個別に要請を行うこと。 

(ⅱ)関係府省庁 

関係府省庁は、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状況

について確認し、問題発生事例を踏まえ、イベント開催時に必要な感染

防止策の見直しや業種別ガイドラインの改訂等の適切なフォローアップ

を行うこと。 

※各都道府県及び関係府省庁は、感染防止策の不徹底など問題が確認さ

れたと判断したイベント主催者等については、相互に情報共有するこ

と。 

※当該イベント主催者等の情報については、内閣官房新型コロナウイル
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ス等感染症対策推進室（以下「コロナ室」という。）を通じて定期的に

各都道府県及び関係府省庁間で共有する。コロナ室への情報共有に当

たっては、当該情報が各都道府県及び関係府省庁にも共有されること

に留意し、各都道府県や関係各府省庁はイベント主催者等に対し事前

の説明を行うこと。 

オ．各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項等 

関係各府省庁及び各都道府県においては、各種イベント・行事の開催

判断に当たって、イベント開催時に必要な感染防止対策の徹底や開催制

限の目安を踏まえた開催規模・時期の検討等に加え、例えば、部活動等

における成果を発揮する場として全国大会等の開催は重要であること

等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討す

る必要がある。各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調

整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベ

ントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断すること。 

ただし、感染が急速に拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合

等においては、対象者全員検査等を活用せず、強い行動制限を要請する

こととする点に留意し、５,０００人を超えるイベントのチケット販売

については、慎重を期すこと。 

カ．その他留意事項等について 

 上記の人数上限や収容率要件の解釈については、令和３年２月２６

日事務連絡１．（１）②のとおり取り扱うこと。 

 「イベント」には特定都道府県や重点措置区域である都道府県全域

において、遊園地やテーマパーク等を含むことに留意すること。 

 

２．施設の使用制限等 

（１）特定都道府県 

特定都道府県は、法施行令第１１条第１項に規定する施設を対象に、

以下の要請又は働きかけを実施すること。 

なお、特定都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカ

ーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。 

ア．飲食店及び飲食に関連する施設への要請等（第４５条第２項等） 

 （ア）飲食店（第１４号） 

 特定都道府県は、基本的対処方針三（５）１）等に基づき、法第４

５条第２項等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等

（利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類

及びカラオケ設備の提供（利用者による酒類の店内持込みを含む。）
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を取り止める場合を除く。）に対して休業要請を行うとともに、上

記以外の飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対して、営業時間

の短縮（２０時までとする。）の要請を行うこと。ただし、都道府県

知事の判断により、第三者認証制度の適用店舗（以下「認証店」と

いう。）において２１時までの営業（酒類提供も可能）もできること

とするほか、認証店において、対象者全員検査を実施した場合には、

収容率の上限を５０％としつつ、カラオケ設備を提供できることと

する。 

 その際、休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公

平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手

続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行う

こと。公表する際には、「特措法に基づく命令違反に係る過料決定

店舗公表の留意事項等について（周知）」（令和３年７月８日事務連

絡）のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗につ

いては、その旨をコロナ室に報告すること。 

 特定都道府県は、法第２４条第９項に基づき、飲食店等及び飲食店

等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの５人以上の会

食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査

を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの５人

以上の会食も可能とする。 

 以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、

休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するた

めの対策・体制の更なる強化を行い、原則として全ての飲食店等に

対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について

適切に情報発信を行うものとする。 

 「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度

の導入について（改定その４）」（令和４年１月19日事務連絡）等も

踏まえて、特定都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と

認証店の拡大に努めること。 

 （イ）遊興施設（第１１号）のうち、飲食業の許可を受けている飲食店 

及び飲食を主として業としていない店舗（カラオケ店等） 

 特定都道府県は、基本的対処方針三（５）１）等に基づき、酒類又

はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている飲食店及び

飲食を主として業としていない店舗（カラオケ店等）に対し、前記

２．(１)ア．（ア）と同様の要請を行うこと。ただし、飲食を主と

して業としていない店舗（カラオケ店等）におけるカラオケ設備

の提供については、認証店であることを要件としないが、業種別

ガイドラインを遵守するよう要請を行うこと。 
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 （ウ）結婚式場等 

 特定都道府県は、基本的対処方針三（５）１）等に基づき、酒類又

はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている結婚式場等

に対し、前記２．(１)ア．（ア）と同様の要請を行うこと。 

 なお、披露宴等をホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）

で行う場合も同様の条件を求めるものとする。 

イ．集客施設への要請等（法第２４条第９項等） 

（ア）特定都道府県は、基本的対処方針三（５）１）等に基づき、地域

の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第４５条第２

項等に基づき、人数管理、人数制限、誘導等の「入場者の整理等」「入

場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の

入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛

沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」

等、法施行令第１２条に規定される各措置について事業者に対して要

請を行うこと。また、上記の要請に際しては、以下のような例示を参

考に、人が密集すること等を防ぐため、「入場者の整理等」を行うよ

う事業者に要請するとともに、入場整理等の実施状況についてホーム

ページ等を通じて広く周知するよう働きかけること。その際には、人

数管理・人数制限等について、例えば以下のような方法があることに

留意すること。 

  なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう

整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の

措置の双方を含むものである。 

 施設全体での措置 

 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留

者を計測し人数管理を行う 

 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削

減等により人数制限を行う 

 売場別の措置 

 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別

販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録

等により人数管理を行う 

 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う 

 アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する 

（イ）関係各府省庁においては、関係団体への周知等、上記施設における

要請の遵守徹底、感染防止対策の徹底等に必要な措置を講じること。 
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（２）重点措置区域である都道府県 

基本的対処方針三（５）２）等に基づき、法施行令第１１条第１項に規

定する施設を対象に、都道府県知事の判断により、以下の要請又は働き

かけを行うこと。 

なお、各都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカー

の事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。 

ア．飲食店及び飲食に関連する施設への要請等（法第３１条の６第１項

等） 

基本的対処方針三（５）２）等に基づき、各知事が定める期間及び区域

において、以下のとおり取り扱うこと。 

（ア）飲食店（第１４号） 

 都道府県は、措置区域において、法第３１条の６第１項等に基づき、

認証店以外の飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営業時間

の短縮（２０時までとする。）の要請を行うとともに、酒類の提供を行

わないよう要請するものとする。また、認証店に対しては、営業時間

の短縮（２１時までとすることを基本とする。）の要請を行うことと

する。この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事

の判断により、酒類の提供を行わないよう要請することも可能とする。

（また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行

わないことも可能とする。） 

 その際、営業時間の短縮等の要請に応じている施設と応じていない施

設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令

等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に

行うこと。公表する際には、「特措法に基づく命令違反に係る過料決定

店舗公表の留意事項等について（周知）」（令和３年７月８日事務連絡）

のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、

その旨を当室に報告すること。 

 都道府県は、措置区域において、法第２４条第９項に基づき、飲食店

等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの５

人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者

全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルで

の５人以上の会食も可能とする（都道府県知事の判断により、ワクチ

ン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能と

する。）。 

 以上の要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、営業時

間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更

なる強化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して見
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回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報

発信を行うものとする。 

 「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の

導入について（改定その４）」（令和４年１月19日事務連絡）等も踏ま

えて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大

に努めること。 

（イ）遊興施設（第１１号）のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及

び飲食を主として業としていない店舗（カラオケ店等） 

前記２．(２)ア．（ア）と同様の要請を行うこと。 

（ウ）結婚式場等 

 基本的対処方針三（５）２）等に基づき、飲食業の許可を受けている

結婚式場等に対し、前記２．(２)ア．（ア）と同様の要請を行うこと。 

 なお、披露宴等をホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）で

行う場合も同様の条件を求めるものとする。 

イ． ア．以外の法施行令第１１条第１項に規定する施設（特に大規模な

集客施設）（法第２４条第９項等） 

 都道府県は、基本的対処方針三（５）２）等に基づき、地域の感染状

況等に応じて、都道府県知事の判断により、措置区域において、法第

３１条の６第１項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする

者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入

場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛沫

を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」

等、法施行令第５条の５に規定される各措置について事業者に対して

要請を行うこと。 

 要請に際しては、法第３１条の６第１項に基づく要請は、業態に属す

る事業を行う者に対し行うものであることに留意すること。 

 なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう

整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の

措置の双方を含むものであることに留意すること(令和３年８月17日

基本的対処方針の改定を踏まえて、令和３年８月５日事務連絡２．等

については、運用を変更することに留意すること)。 

（３）その他の都道府県 

ア． 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等（法第２４条第９項） 

 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、法第２４条第９項

に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。この場

合において認証店以外の店舗については２０時までとし、認証店につ
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いては要請を行わないことを基本とする。 

 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、法第２４条第９項

に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同

一テーブルでの５人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証

店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループ

の同一テーブルでの５人以上の会食も可能とする（都道府県知事の判

断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを

行うことを可能とする。）。 

 上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者認証

制度等の遵守を徹底するための見回り・実地の働きかけを進めるもの

とする。 

 「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の

導入について（改定その４）」（令和４年１月19日事務連絡）等も踏ま

えて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大

に努めること。 

 

３．外出・移動 

（１） 特定都道府県 

  特定都道府県は、法第４５条第１項に基づき、混雑した場所や感染

リスクが高い場所への外出・移動の自粛について協力の要請を行うこ

と。特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業

時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることにつ

いて、住民に徹底すること。また、不要不急の帰省や旅行等都道府県間

の移動は、極力控えるように促すこと。この場合において、対象者全員

検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。 

  特定都道府県は、法第４５条第１項に基づき、路上・公園等における

集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して、必要な注意喚起

や自粛の要請等を行うとともに、実地の呼びかけ等を強化するものと

する。 

 

（２）重点措置区域である都道府県 

  都道府県は、措置区域において、法第３１条の６第２項に基づき、営

業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよ

う、住民に対して要請等を行うこと。 

都道府県は、措置区域において、法第２４条第９項に基づき、混雑し

た場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹
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底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について、住民に対し

て協力の要請を行うこと。また、不要不急の都道府県間の移動、特に緊

急事態措置区域との往来は、極力控えるように促すこと。この場合にお

いて、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とす

る（都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用

し、上記の取扱いを行うことを可能とする。）。 

 

（３）その他の都道府県 

都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」

回避を含め基本的な感染防止策を徹底するよう促すこと。また、緊急事

態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えるように

促すものとし、この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その

対象としないことを基本とする（都道府県知事の判断により、ワクチン・

検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。）。

こうした対応が難しいと判断される場合は、帰省や旅行について慎重な

検討を促すこと。発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう

促すこと。 

都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促

すこと。 

都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があ

った場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが高い場所への

外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行う

こと。 

 

４．その他留意事項等 

 感染が急速に拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合等にお

いては、対象者全員検査等を活用しないことも可能とする。また、

重点措置区域である都道府県又はその他の都道府県において、行動

制限の緩和に際し、都道府県知事の判断により、飲食店やイベント

主催者等の事業者等に、対象者全員検査の実施又はワクチン・検査

パッケージ制度の適用のいずれか一方を選択させることも可能とす

る。 

 都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳し

い基準を設定し得ることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各

都道府県が適切に判断すること。 

 その際は、各都道府県における取組の内容が公表されるまで内容が一

般に明らかになっていないことから、要請等の速やかな公表及び適切
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な周知期間の設定について特に留意されたい。 

 本事務連絡で示した取組よりも緩やかな取扱いを行う場合には、慎重

に検討するとともに、仮にそのような取扱いをしようとする場合には、

あらかじめ国と十分に連携すること。 

 都道府県は、法第２４条第９項に基づき、事業者に対して、業種別ガ

イドラインを遵守するよう要請を行うこと。 

 



安全計画策定（注１） その他
（安全計画を策定しないイベント）

下記以外
の区域

人数上限(注３) 収容定員まで
5,000人又は収容定員50％のいずれ

か大きい方

収容率(注３) 100％（注２）
大声なし：100％
大声あり：50％

重点措置
地域

時短 原則要請なし（注４） 原則要請なし（注４）

人数上限(注３)
20,000人

（対象者全員検査により、収容定員まで追加可）
（注５）

5,000人

収容率(注３) 100％（注２）
大声なし：100％
大声あり：50％

緊急事態
措置区域

時短 原則要請なし（注４） 原則要請なし（注４）

人数上限(注３)
10,000人

（対象者全員検査により、収容定員まで追加可）
（注５）

5,000人

収容率(注３) 100％（注２）
大声なし：100％
大声あり：50％

※遊園地やテーマパーク等については、上記の緊急事態措置区域、重点措置区域と同様の制限を適用する。

（注１）参加人数が5,000人超かつ収容率50％超のイベントに適用（緊急事態措置区域、重点措置区域においては、5,000人超）

（注２）安全計画策定イベントでは、「大声なし」の担保が前提

（注３）収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要）

（注４）都道府県知事の判断により要請を行うことも可能

（注５）都道府県の判断により、対象者全員検査等の活用を行わないことも可能。重点措置地域においては、都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用することも可能

感染状況に応じたイベント開催制限等について 別紙１



項 目 基本的な感染対策

①飛沫の抑制（マスク着
用や大声を出さないこ
と）の徹底

□飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスク（品質の確かな、でき
れば不織布）の正しい着用や大声を出さないことを周知・徹底し、そうした行為をする
者がいた場合には、個別に注意、退場処分等の措置を講じる
＊大声を「観客等が、㋐通常よりも大きな声量で、㋑反復・継続的に声を発すること」と定義し、これ

を積極的に推奨する又は必要な対策を施さないイベントは「大声あり」に該当することとする。
＊大声を伴う可能性のあるため収容率を50％とする場合でも、常に大声を出すことは飛沫防止の観点か

ら望ましいものではないため、対策を徹底すること。
＊飛沫が発生するおそれのある行為には、大声での会話を誘発するような、大音量のＢＧＭや応援など

も含む。
＊適切なマスクの正しい着用については、厚生労働省ＨＰ「国民の皆さまへ（新型コロナウイルス感染

症）」参照。

②手洗、手指・施設消毒
の徹底

□こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す（会場出入口等へのアルコール等の手指消毒液の
設置や場内アナウンス等の実施）

□主催者側による施設内（出入口、トイレ、共用部等）の定期的かつこまめな消毒の実施

③換気の徹底

□法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又はこまめな換気（１時間に２回以上・
１回に５分間以上）の徹底
＊室温が下がらない範囲での常時窓開けも可。
＊屋外開催は上記と同程度の換気効果と想定。
＊必要に応じて、湿度40%以上を目安に加湿も検討。

イベント開催等における必要な感染防止策 別紙２



項 目 基本的な感染対策

④来場者間の密集回避

□入退場時の密集を回避するための措置（入場ゲートの増設や時間差入退場等）の実施
□休憩時間や待合場所での密集を回避するための人員配置や動線確保等の体制構築

＊入場口・トイレ・売店等の密集が回避できない場合はキャパシティに応じて収容人数を制限する等、
最低限人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保する。

□大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を伴う可能性のあるイベ
ントは、前後左右の座席との身体的距離の確保

＊「大声あり」の場合、座席間は１席（立席の場合できるだけ２ｍ、最低１ｍ）空けること。

⑤飲食の制限

□飲食時における感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた十分な対策）
の徹底

□食事中以外のマスク着用の推奨
□長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるため、可能な限り、

飲食専用エリア以外（例：観客席等）は自粛
＊発声がないことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスクを外す時間を短くするため食事時

間を短縮する等の対策ができる環境においてはこの限りではない。

□自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断（提供する場合には飲酒に伴う大
声等を防ぐ対策を検討）

イベント開催等における必要な感染防止策 別紙２



項 目 基本的な感染対策

⑥出演者等の感染対策

□有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控えるなど日常からの出
演者（演者・選手等）の健康管理を徹底する
＊体調が悪いときは医療機関等に適切に相談。

□練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッフ等の関係者間での感染
リスクに対処する。
＊練習時等であっても、適切なマスクの正しい着用、出演者やスタッフ等の関係者間の適切な距離確保、

換気、必要に応じた検 査等の対策が必要。
□出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置

を講じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く）

⑦参加者の把握・管
理等

□チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した参加者の把握
＊接触確認アプリ（COCOA）や各地域の通知サービス（BluetoothやQRコードを用いたもの等）を活用。
＊原則、参加者全員に対してアプリダウンロードまたは、氏名・連絡先等の把握を徹底。

□入場時の検温、有症状（発熱又は風邪等の症状）等を理由に入場できなかった際の払戻し
措置等により、有症状者の入場を確実に防止
＊チケット販売時に、有症状の場合は早めに連絡・キャンセルすることを周知すること。

□時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等イベント前後の感染防止の注意喚起

イベント開催等における必要な感染防止策

※上記に加え、自治体からの要請や各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定されている場合）を遵守すること。

別紙２



感染防止安全計画策定等に係る事務手続きフロー

イベント主催者等 都道府県 関係府省庁

イ
ベ
ン
ト
開
催
前

イ
ベ
ン
ト
開
催
後

①感染防止安全計画の作成
（5,000人超かつ50%超のイベント）

①②イベント開催・対策の実施

提出

①②結果報告資料の作成

• 感染対策の実施状況
• 感染発生が見られた場合の対応
• 感染防止等の実施実績

（報告内容）

・内容確認・必要に応じて助言
・必要に応じて問題が確認された

イベント主催者等に個別要請

関係府省庁は定期的に情報共有し、
都道府県は安全計画の確認時に参照

結果報告資料の保管

確認

※都道府県から共有された、
問題が確認されたイベント主
催者等の情報提供を集約

データベース※の作成

確認
提出

別紙３

問題が発生した場合、
関係府省庁に共有

・イベント開催時に必要な感染
防止策の見直し

・業種別ガイドラインの改訂 等

適切なフォローアップ
の実施

②チェックリストの作成
（上記以外のイベント）

※①計画策定時は必須。
②未作成時は問題が発生した場合のみ

公表

（※）

（※）緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域おいては5,000人超のイベント。
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事 務 連 絡 

令和４年１月１９日 

各都道府県知事 殿 

各府省庁担当課室 各位 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 

イベント開催等における感染防止安全計画等について（改定その２）

令和４年１月１９日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コ

ロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的対処方針」という。）

が一部変更され、別途定めたワクチン・検査パッケージ制度（以下「ワクチン・

検査パッケージ制度」という。ワクチン・検査パッケージ制度の趣旨等について

は、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」（令和３年 11 月 19 日新型コロナウイ

ルス感染症対策本部決定）等を参照されたい。）を、原則として、当面適用しな

いこととし、対象者（イベント開催等において定められた人数上限（緊急事態措

置区域においては 10,000 人、まん延防止等重点措置区域である都道府県全域に

おいては 20,000 人）を超える範囲の入場者）に対する全員検査（以下「対象者

全員検査」という。対象者全員検査については、「新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針（令和４年１月７日変更）における「対象者に対する全員検

査」の取扱いについて」（令和４年１月７日事務連絡）等を参照されたい。）を実

施した場合に制限緩和をする（ただし、まん延防止等重点措置区域においては、

都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、制限緩和

をすることも可能とする。）との方向性が示された。 

各都道府県並びに各府省庁においては、基本的対処方針及び本事務連絡等を

踏まえ、対応をお願いしたい。 

以下、都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用して

制限緩和を行う場合の留意事項をお示しする。 

なお、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、イベント開催

時に必要な感染防止策の項目等について変更があり得ることに留意されたい。 

１．安全計画について 

（１）概要（別紙１を参照）

参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50％超のイベント（※１、２、３）を対象

に、イベント開催時に必要な感染防止策の各項目を着実に実施するため、イベン
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トごとにイベント主催者等が具体的な感染防止策を検討・記載し、各都道府県が

その内容の確認及び必要な助言等を行うことにより、感染防止策の実効性を担

保するもの。 

安全計画を策定しないイベントについては、引き続き、イベント開催時に必要

となる感染防止策への対応状況をチェック形式で確認するチェックリストをイ

ベント主催者等が HP 等で公表し、イベント終了日から１年間保管することとす

る。 

（※１）緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域である都道府県おいては 5,000 人超の

イベント。 

（※２）参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が

5,000 人超の時、収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の

間隔で開催したい時、原則、安全計画策定の対象とする。 

（※３）「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域である都道府県におけ

る遊園地やテーマパーク等を含み、「イベント主催者等」には当該施設の管理者を含む。 

 

（２）感染防止策の項目（別紙２参照） 

以下の①～⑦の項目について、具体的な感染防止策を安全計画に記載する。な

お、各都道府県において、各地域の感染状況等に応じて、項目を追加することは

差し支えない。 

① 飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）の徹底 

適切なマスク（品質の確かな、できれば不織布）の正しい着用や大声を出さ

ないことの周知・徹底等 

② 手洗、手指・施設消毒の徹底 

こまめな手洗や、手指・施設内の消毒の徹底等 

③ 換気の徹底 

法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又はこまめな換気の徹底 

④ 来場者間の密集回避 

入退場時の密集を回避するための措置（入場ゲートの増設や時間差入退場等）

の実施等 

⑤ 飲食の制限 

飲食時における感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた十

分な対策）の徹底等 

⑥ 出演者等の感染防止策 

有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控えるなど日

常からの出演者やスタッフ等の健康管理の徹底等 

⑦ 参加者の把握・管理等 
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チケット購入時又は入場時の連絡先把握やアプリ等を活用した参加者の把

握、直行・直帰の呼びかけ等イベント前後の感染防止の注意喚起等 

 

（３）ワクチン・検査パッケージ制度の適用について 

緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域である都道府県において、ワ

クチン・検査パッケージ制度を適用して、人数上限を収容定員までとすることを

希望する場合は、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱（令和３年 11 月 19 日新

型コロナウイルス感染症対策本部決定）」、「ワクチン・検査パッケージにおける

抗原定性検査の実施要綱」（令和３年 11 月 19 日事務連絡）及び「ワクチン・検

査パッケージの実施に係る留意事項等について」（令和３年 11 月 19 日事務連絡）

に基づき、適切に実施すること。その際、安全計画において、以下の２点を記載

することとする。 

① 検査方法（PCR 検査、抗原定量検査、抗原定性検査等の種別及び事前送付、

現地検査等の実施の有無等） 

② 「ワクチン接種歴」又は「検査結果の陰性」の確認方法 

 

２．都道府県及び府省庁における対応事項（別紙３～５参照） 

（１）都道府県 

【事務手続】 

① 本事務連絡の内容について、広く周知を行い、安全計画の策定を希望するイ

ベント主催者等（※１）が、イベント開催日の２週間前までを目途に都道府

県に提出する（※２）よう促すとともに、提出後に計画の変更が必要になっ

た場合には、イベント開催日直前の連絡となることがないよう、必要になっ

た段階で速やかにイベント主催者等から都道府県に連絡・相談するよう促す

こと。なお、イベント主催者等がチケット販売を見据え、時間的余裕をもっ

て安全計画を提出し得ることに留意し、都道府県は、イベント開催の２週間

前よりも前に提出があった場合にも、原則、提出があった時点で、受け付け

ること。 

（※１）イベント主催者等は、安全計画の提出に当たっては、必要に応じて専門家への事前確認

や関係各府省庁への共有を行うこと。 

（※２）一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して

提出可。 

 

② 安全計画の内容について、以下の点の確認を行い、感染防止策として不十分

であると判断した場合は、イベント主催者等に対して必要な助言等を行う

（※）こと。その際、イベント主催者等の事情に配慮し、安全計画提出後、



                       

4 
 

原則１週間以内を目途に連絡すること。提出後に計画の変更があった場合に

おいても、可能な限り柔軟に対応を行うこと。 

（※）本事務連絡２（２）②の「問題が発生したイベント主催者等」から提出された安全計画に

ついては、十分に確認すること。 

 

＜確認事項＞ 

○基本的感染防止策の全項目にチェックが入っているか。 

○項目ごとに具体的に記述された内容が、以下の観点を参考に、有効かつ実現可

能なものとなっているか。 

（観点） 

・イベントの規模に対する妥当な感染防止策の規模か。 

（例：消毒液設置数や誘導スタッフの数、参加見込者や出入口数に見合った分

散入退場の計画（分割単位や開場時間等）が妥当か） 

・有効な感染防止策となっているか。 

（例：チェックした項目に対して妥当な対策となっているか） 

・計画だけでなく実効性が担保された感染防止策となっているか。 

（例：イベント前後やイベント中に確実に実行できる内容か。） 

・イベントや利用施設に固有のリスクがある場合、それらのリスク分析や対策

がなされているか。 

（例：大声での応援等が起こり得るイベントを想定した大声抑止策や換気設

備、開催スケジュールを考慮した換気の計画となっているか） 

・ワクチン・検査パッケージ制度を適用する場合は、具体的な確認方法につい

て、実行可能性が十分か。 

（例：利用見込者数に対して十分な受付窓口やスタッフ数、受付時間がある

か） 

・有識者から助言を受けている場合は、その助言内容を踏まえた感染防止策と

なっているか。 

 

③ ワクチン・検査パッケージ制度を適用するイベントについて、イベント主催

者等は、その旨を明記した安全計画を提出することによって、ワクチン・検

査パッケージ制度を適用する旨を都道府県に登録したとみなすこととし、都

道府県は登録のあったイベント主催者等の一覧をホームページ等で公表す

るなど、利用者に周知すること。 

 

④ イベント終了後、１か月以内を目途に、結果報告書を都道府県に提出する（※）

ようイベント主催者等に対して促すこと。 
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（※）一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して提

出可。 

 

⑤ 問題が発生（クラスター発生、感染防止策の不徹底等）した場合は、イベン

ト主催者等に対し、直ちに結果報告書を都道府県に提出させるとともに、関

係府省庁に共有すること。 

 

（２）関係府省庁 

【事務手続】 

① 本事務連絡の内容について、所管する業界等に広く周知を行い、安全計画の

策定を希望するイベント主催者等（※１）が、イベント開催の２週間前まで

を目途に都道府県に提出する（※２）よう促すとともに、提出後に計画の変

更が必要になった場合には、イベント開催日直前の連絡となることがないよ

う、必要になった段階で速やかにイベント主催者等から都道府県に連絡・相

談するよう促すこと。 

（※１）イベント主催者等は、安全計画の提出に当たっては、必要に応じて専門家への事前確認

や関係各府省庁への共有を行うこと。 

（※２）一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して

提出可。 

 

② 本事務連絡２.（１）⑤の「イベント主催者等」の情報を集約し、適宜、全都

道府県へ共有を行うこと。 



「感染防止安全計画」の概要 別紙１

 「感染防止安全計画（以下「安全計画」）」は、参加人数が5,000人超かつ収容率50％超のイベント（※）を対象に、イベン
ト開催時に必要な感染防止策を着実に実施するため、イベントごとにイベント主催者等が具体的な感染防止策を検討・記載し、各
都道府県がその内容の確認及び必要な助言等を行うことにより、感染防止策の実効性を担保するもの。

 イベント開催後、主催者等は結果報告書を都道府県に提出。問題発生時は都道府県から関係府省庁に共有し、関係府省庁は
所管する業界等に対し原因究明や改善策を求めるなど、PDCAサイクルを確立。

 今後、安全計画の作成・実施を条件に、人数上限等の制限を一定程度緩和する。

現在の事前相談 安全計画

対象となる
イベント参加人数

1,000人超 5,000人超かつ収容率50%超

必 須

 チェックリスト提出
 結果報告提出（※１）

 安全計画提出（※２、３）

 結果報告提出（※４）

（基本的対策例）
 マスク着用の徹底

（チェックリスト）
 マスク着用の徹底

主催者が事前相談時に✓(チェックマーク)を記入して
都道府県に提出

（安全計画）記述欄
観戦区画ごとに警備員を○名配置し、マスク未着用者を個別に注意。
程度に応じて退場。

✓を記入するだけでなく、基本的対策の内容を業種別ガイドライン等を
参考にしつつ具体的に記述し、必要に応じて専門家に確認する

（基本的対策例）
 マスク着用の徹底

（※２）一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合に
は、一括して提出可。

（※３）緩和後の人数上限を超える場合は、安全計画の中にワクチン・検査パッ
ケージ制度の実施に係る手順等を盛り込むこととする。

（※４）原則提出。同様のイベントの場合は、問題発生時に速やかに提出。

（※１）問題発生（クラスター発生、基本的対策の不徹底等）時
のみ提出

＜補足①＞収容率100%（大声無し）とする場合の取扱い
【これまで】「実績疎明資料」で担保 【今後】「5,000人超かつ50%超のイベント：安全計画策定、従来通りの制限のイベント：チェックリスト公表」で担保

（※）収容人数に関わらず、開催後に大声の発生が確認された場合は、今後のイベントは収容率を50%とするなど、厳しい措置を講じる。

＜補足②＞従来通りの人数制限で開催するイベントの取扱い
チェックリスト公表。問題が発生した場合は、都道府県、関係府省庁に結果報告資料を提出。

（※）緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域おいては5,000人超のイベント。「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催者
等」には当該施設の管理者を含む。



項 目 基本的な感染対策 感染防止安全計画に記載する具体的な対策例

①飛沫の抑制
（マスク着用

や大声を出
さないこ
と）の徹底

□飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、
適切なマスク（品質の確かな、できれば不織布）
の正しい着用や大声を出さないことを周知・徹底
し、そうした行為をする者がいた場合には、個別
に注意、退場処分等の措置を講じる
＊大声を「観客等が、㋐通常よりも大きな声量で、㋑反

復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極
的に推奨する又は必要な対策を施さないイベントは
「大声あり」に該当することとする。

＊大声を伴う可能性のあるため収容率を50％とする場合で
も、常に大声を出すことは飛沫防止の観点から望ましい
ものではないため、対策を徹底すること。

＊飛沫が発生するおそれのある行為には、大声での会話を
誘発するような、大音量のＢＧＭや応援なども含む。

＊適切なマスクの正しい着用については、厚生労働省ＨＰ
「国民の皆さまへ（新型コロナウイルス感染症）」参照。

○マスクを着用しない者や大声を出す者に対す
る個別注意等の具体的方法の検討・実施

・マスクを着用しない者や繰り返し大声を発する観客
の退場措置の事前準備・周知（チケット購入時の約
款に明記等）。

・応援自粛に係るファンクラブ等との事前調整。
・警備員や映像・音声によるモニタリング、個別注意

や退場の徹底のための実施計画。

○新たな鑑賞・応援方式を根付かせるための取
組の工夫（演者からの呼びかけ等）

②手洗、手指
・施設消毒
の徹底

□こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す（会場出入
口等へのアルコール等の手指消毒液の設置や場内
アナウンス等の実施）

□主催者側による施設内（出入口、トイレ、共用部
等）の定期的かつこまめな消毒の実施

○具体的な手洗場、手指消毒液の設置場所、
準備個数等の計画の検討・実施

○施設内の消毒（箇所・頻度等）の計画の検
討・実施

○アナウンス等での手洗・手指消毒の呼びかけ

③換気の徹底

□法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又
はこまめな換気（１時間に２回以上・１回に５分
間以上）の徹底
＊室温が下がらない範囲での常時窓開けも可。
＊屋外開催は上記と同程度の換気効果と想定。
＊必要に応じて、湿度40%以上を目安に加湿も検討。

○各施設の設備に応じた換気計画の検討・実施
・施設に備わっている換気設備の確認、その仕様を踏

まえた適切な換気計画の策定。
・CO2測定装置による常時モニターや映像解析を活用し

た換気状況を確認するための手法の検討 ・実施。
・換気能力維持のための定期的な検査・メンテナンス。

イベント開催等における必要な感染防止策 別紙２



項 目 基本的な感染対策 感染防止安全計画に記載する具体的な対策例

④来場者間の
密集回避

□入退場時の密集を回避するための措置（入場ゲー
トの増設や時間差入退場等）の実施

□休憩時間や待合場所での密集を回避するための人
員配置や動線確保等の体制構築
＊入場口・トイレ・売店等の密集が回避できない場合は

キャパシティに応じて収容人数を制限する等、最低限人
と人とが触れ合わない程度の間隔を確保する。

□大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わな
い間隔、大声を伴う可能性のあるイベントは、前
後左右の座席との身体的距離の確保
＊「大声あり」の場合、座席間は１席（立席の場合できる

だけ２ｍ、最低１ｍ）空けること。

○開場時間の前倒しや時間差・分散退場の実施、
交通機関との連携（駅付近の混雑度データを
踏まえた増便等）による誘導計画

○密になりやすい場所での足形マークの設置、
マーキング、誘導員等の配置による誘導等の
実施計画

○CO2測定装置等を活用した混雑状況の把握・
管理と適切な誘導

○収容率を踏まえた、密集回避に適した観客
席の座席配置の工夫

⑤飲食の制限

□飲食時における感染防止策（飲食店に求められる
感染防止策等を踏まえた十分な対策）の徹底

□食事中以外のマスク着用の推奨
□長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染の

リスクを高めるため、可能な限り、飲食専用エリ
ア以外（例：観客席等）は自粛

＊発声がないことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、
マスクを外す時間を短くするため食事時間を短縮する等
の対策ができる環境においてはこの限りではない。

□自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判
断（提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対
策を検討）

○飲食可能エリアにおける飛沫感染等を低減
する具体的な感染防止策の策定

○飲食・アルコールを必要最小限に抑える方
策の検討・実施

○安全なイベント開催のための、飲酒による
大声発生等の問題発生時には退場処分や酒
類の提供中止等の対策を事前に周知

イベント開催等における必要な感染防止策 別紙２



項 目 基本的な感染対策 感染防止安全計画に記載する具体的な対策例

⑥出演者等の
感染対策

□有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は
出演・練習を控えるなど日常から出演者やスタッ
フ等の健康管理を徹底する
＊体調が悪いときは医療機関等に適切に相談。

□練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する
出演者やスタッフ等の関係者間での感染リスクに
対処する
＊練習時等であっても、適切なマスクの正しい着用、出演

者やスタッフ等の関係者間の適切な距離確保、換気、必
要に応じた検査等の対策が必要。

□出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩
時間等に接触しないよう確実な措置を講じる（誘
導スタッフ等必要な場合を除く）

○日常から行う出演者やスタッフ等の健康管理
方法の検討
・出演者やスタッフ等の必要に応じた検査の

実施。
・健康アプリの活用等。

○出演者やスタッフ等と観客の接触防止策（動
線計画・ファンサービスの自粛等）の策定、
出演者やスタッフ等及び観客双方への呼びか
け

⑦参加者の把
握・管理等

□チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ
等を活用した参加者の把握
＊接触確認アプリ（COCOA）や各地域の通知サービス

（BluetoothやQRコードを用いたもの等）を活用。
＊原則、参加者全員に対してアプリダウンロードまたは、

氏名・連絡先等の把握を徹底。

□入場時の検温、有症状（発熱又は風邪等の症状）
等を理由に入場できなかった際の払戻し措置等に
より、有症状者の入場を確実に防止
＊チケット販売時に、有症状の場合は早めに連絡・キャ

ンセルすることを周知すること。

□時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等イベ
ント前後の感染防止の注意喚起

○チケット購入時の参加者の連絡先把握
○ COCOAや各地域の通知サービス等による来場

者情報の把握・管理手法の確立（アプリ等の
確実なダウンロードや来場者情報を把握する
ための具体的な措置の検討）

○直行・直帰等のイベント前後の感染対策に関
する具体的な措置
・会場での直行・直帰の呼びかけ。
・警備員による公共交通機関への誘導等。

○検温・検査実施のための体制・実施計画
○有症状者の入場を防止できるキャンセルポリ

シーの整備

イベント開催等における必要な感染防止策

※上記に加え、自治体からの要請や各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定されている場合）を遵守すること。

別紙２



感染防止安全計画策定等に係る事務手続きフロー

イベント主催者等 都道府県 関係府省庁

イ
ベ
ン
ト
開
催
前

イ
ベ
ン
ト
開
催
後

①感染防止安全計画の作成
（5,000人超かつ50%超のイベント）

①②イベント開催・対策の実施

提出

①②結果報告資料の作成

• 感染対策の実施状況
• 感染発生が見られた場合の対応
• 感染防止等の実施実績

（報告内容）

・内容確認・必要に応じて助言
・必要に応じて問題が確認された

イベント主催者等に個別要請

関係府省庁は定期的に情報共有し、
都道府県は安全計画の確認時に参照

結果報告資料の保管

確認

※都道府県から共有された、
問題が確認されたイベント主
催者等の情報提供を集約

データベース※の作成

確認
提出

別紙３

問題が発生した場合、
関係府省庁に共有

・イベント開催時に必要な感染
防止策の見直し

・業種別ガイドラインの改訂 等

適切なフォローアップ
の実施

②チェックリストの作成
（上記以外のイベント）

※①計画策定時は必須。
②未作成時は問題が発生した場合のみ

公表

（※）

（※）緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域おいては5,000人超のイベント。



感染防止安全計画 

１.開催概要 ※「感染防止策チェックリスト」の開催概要の添付でも可

（※）大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発するこ

と」とし、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは

「大声あり」に該当するものとする。 

イベント名
（開催案内等のＵＲＬがあれば記載） 

出演者・ 

チーム等 （多数のため収まらない場合 → 別途、一覧をご提出ください。） 

開催日時 
令和  年  月  日  （  時  分 ～ 時  分） 

※複数回開催の場合 → 別途、開催する日時の一覧をご提出ください。 

開催会場 
（会場のＵＲＬ等があれば記載） 

会場所在地 

主催者 

所在地 

連絡先 （電話番号、メールアドレス） 

収容率 

（上限） 

□
収容定員あり 

１００％ 
□ 

収容定員なし 

人と人が触れ合わない程度の間隔 

いずれかを選択（いずれも大声がないことを担保） 

収容定員 ○○,○○○人 ― 

参加人数 ○○,○○○人

ワクチン・

検査パッケ

ージ制度の

活用 

□ まん延防止等重点措置区域：人数上限 2 0,000 人を収容定員まで緩和

その他 

特記事項 

安全計画のフォーマット（例）です。様式を指定するものではなく、各都道府県において適

宜、修正・加工し、計画策定に活用いただきますようお願いいたします。 

別紙４ 



２.具体的な対策  

①飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）の徹底 

＜チェック項目＞ 

 飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスク（品質の

確かな、できれば不織布）の正しい着用や大声を出さないことを周知・徹

底し、そうした行為をする者がいた場合には、個別に注意、退場処分等の

措置を講じる 
（※）大声の定義は「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発する

こと」とする。 

＜具体的な対策＞ 

＜記載項目（例）＞ 

 マスクを着用しない者や大声を出す者に対する個別注意等の具体的

方法の検討・実施 

 マスクを着用しない者や繰り返し大声を発する観客の退場措置の

事前準備・周知（チケット購入時の約款に明記等）。 

 応援自粛に係るファンクラブ等との事前調整。 

 警備員や映像・音声によるモニタリング、個別注意や退場の徹底の

ための実施計画。 

 新たな鑑賞・応援方式を根付かせるための取組の工夫（演者からの呼

びかけ等） 

（記載欄）  

 （１）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （２）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （３）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

 

 

 



②手洗、手指・施設消毒の徹底 

＜チェック項目＞ 

 こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す（会場出入口等へのアルコール等

の手指消毒液の設置や場内アナウンス等の実施） 

 主催者側による施設内（出入口、トイレ、共用部等）の定期的かつこま

めな消毒の実施 

＜具体的な対策＞ 

＜記載項目（例）＞ 

 具体的な手洗場、手指消毒液の設置場所、準備個数等の検討・実施 

 施設内の消毒（箇所・頻度等）の計画の検討・実施 

 アナウンス等での手洗・手指消毒の呼びかけ 

（記載欄）  

 （１）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （２）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （３）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

 

   

  



③換気の徹底 

＜チェック項目＞ 

 法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又はこまめな換気（１時

間に２回以上・１回に５分間以上）の徹底 

＜具体的な対策＞ 

＜記載項目（例）＞ 

 各施設の設備に応じた換気計画の検討・実施 

 施設に備わっている換気設備の確認、その仕様を踏まえた適切な

換気計画の策定。 

 CO2 測定装置による常時モニターや映像解析を活用した換気状況

を確認するための手法の検討・実施。 

 換気能力維持のための定期的な検査・メンテナンス。 

（記載欄）  

 （１）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （２）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （３）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

 

 

 

 



④来場者間の密集回避 

＜チェック項目＞ 

 入退場時の密集を回避するための措置（入場ゲートの増設や時間差入退

場等）の実施 

 休憩時間や待合場所での密集も回避するための人員配置や動線確保等

の体制構築 

 人と人とが触れ合わない間隔の確保 

＜具体的な対策＞ 

＜記載項目（例）＞ 

 開場時間の前倒しや時間差・分散退場の実施、交通機関との連携（駅

付近の混雑度データを踏まえた増便等）による誘導計画 

 密になりやすい場所での足形マークの設置、マーキング、誘導員等の

配置による誘導等の実施計画 

 CO2 測定装置等を活用した混雑状況の把握・管理と適切な誘導 

 収容率を踏まえた、密集回避に適した観客席の座席配置の工夫 

（記載欄）  

 （１）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （２）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （３）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

 

 

 



⑤飲食の制限 

＜チェック項目＞ 

 飲食時における感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏まえ

た十分な対策）の徹底 

 飲食中以外のマスク着用の推奨 

 長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるため、

可能な限り、飲食専用エリア以外（例：観客席等）は自粛（ただし、発

声がないことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスクを外す

時間を短くするため食事時間を短縮する等の対策ができる環境におい

てはこの限りではない） 

 自治体の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断（提供する場合には飲

酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討） 

＜具体的な対策＞ 

＜記載項目（例）＞ 

 飲食可能エリアにおける飛沫感染等を低減する具体的な感染防止策

の策定 

 飲食・アルコールを必要最小限に抑える方策の検討・実施 

 安全なイベント開催のための、飲酒による大声発生等の問題発生時

には退場処分や酒類の提供中止等の対策を事前に周知 

（記載欄）  

 （１）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （２）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （３）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

 



⑥出演者等の感染対策 

＜チェック項目＞ 

 有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控えるな

ど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する 

 練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッフ等の

関係者間での感染リスクに対処する 

 出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しないよ

う確実な措置を講じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く） 

＜具体的な対策＞ 

＜記載項目（例）＞ 

 日常から行う出演者やスタッフ等の健康管理方法の検討 

 出演者やスタッフ等の必要に応じた検査の実施。 

 健康アプリの活用等。 

 出演者やスタッフ等と観客の接触防止策（動線計画・ファンサービス

の自粛等）の策定、出演者やスタッフ等及び観客双方への呼びかけ 

（記載欄）  

 （１）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （２）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （３）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

 

 

 



⑦参加者の把握・管理等 

＜チェック項目＞ 

 チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した参加者

の把握 

 入場時の検温、有症状（発熱又は風邪等の症状）等を理由に入場できな

かった際の払戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止 

 時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等イベント前後の感染防止の

注意喚起 

＜具体的な対策＞ 

＜記載項目（例）＞ 

 チケット購入時の参加者の連絡先把握 

 COCOA や各地域の通知サービス等による来場者情報の把握・管理手法

の確立（アプリ等の確実なダウンロードや来場者情報を把握するた

めの具体的な措置の検討） 

 直行・直帰等のイベント前後の感染対策に関する具体的な措置 

 会場での直行・直帰の呼びかけ。 

 警備員による公共交通機関への誘導等。 

 検温・検査実施のための体制・実施計画 

 有症状者の入場を防止できるキャンセルポリシーの整備 

（記載欄）  

 （１）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （２）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 （３）○○○○○○○○○○○ 

    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

 

 

※提出時には、イベントのチラシや計画書等（既存資料）、参考とした業種別

ガイドライン等も添付してください。 



３～４は、該当する場合のみ記載してください。 

３.ワクチン・検査パッケージ制度に関する実施計画  

※緊急事態措置やまん延防止等重点措置の発令時に、人数上限を超えて、収 

容率１００％での開催をしようとする場合に記載 

※「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」（令和３年 11 月 19 日新型コロナウ

イルス感染症対策本部決定）及び「ワクチン・検査パッケージにおける抗

原定性検査の実施要綱」（令和３年 11 月 19 日付け事務連絡）及び「「ワク

チン・検査パッケージ」の実施に係る留意事項等について」（令和３年 11 

月 19 日付け事務連絡）を確認の上、下記の項目について、実施の有無をチ

ェックしてください。 

 

□ 「ワクチン接種歴」及び「検査結果」のいずれも対象としている。 

 

□ 実施を予定している検査の内容について具体的に記載してください。 

（記載欄） 

 

 

 

□ 「ワクチン接種歴」及び「検査結果」の確認方法について具体的に記載し

てください。 

（記載欄） 

 

 

 

□ 抗原定性検査を実施する場合には、「ワクチン・検査パッケージにおける

抗原定性検査の実施要綱」（令和３年 11 月 19 日付け事務連絡）に従い、

適切に実施している。 

 

□ その他の事項についても、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」に従

い、適切に実施している。 

 

４.専門家との調整状況   ※専門家の事前確認を受けた場合に記載 

助言を受けた専門家：（所属） 

              （氏名） 

    主な助言内容： 



開催
概要

本項目では、チェックリストを記入する前に、イベント
の情報をご登録ください。

イベント開催時のチェックリスト
【第１版（令和３年11月版）】

開催日時 令和 年 月 日 時 分 ～ 分時

出演者・
チーム等

（多数のため収まらない場合 → 別途、一覧をご提出ください。）

主催者

主催者
所在地

主催者
連絡先

（電話番号） （メールアドレス）

1

（※）大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、
これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当す
ることと整理する。

その他
特記事項

（大声なしの場合は、大声なしと判断した理由や、大声を伴わない
ことを担保する具体的な対策を記載ください。）

別紙５

イベント名
（開催案内等のURLがあれば記載）

（複数回開催の場合 → 別途、開催する日時の一覧をご提出ください。）

開催会場

会場所在地

収容率
（上限）

100%
（大声なし）

人と人とが触れ合わない
程度の間隔

50%
（大声あり）

十分な人と人との間隔
（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）

（※）

（※）

ー
収容人数 〇〇,〇〇〇人

参加人数 〇〇,〇〇〇人



基本的な
感染防止

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の
必要な感染防止策）を満たすことが必要です。
※5,000人かつ収容率50%超のイベント開催時には、個別のイベントご

との具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。

感染防止策チェックリスト

①飛沫の抑
制（マスク
着用や大声
を出さない
こと）の徹
底

【大声なしの場合】
飛沫が発生するおそれのある行為を抑制する
ため、適切なマスク（品質の確かな、できれ
ば不織布）の正しい着用や大声（※）を出さ
ないことを周知・徹底し、そうした行為をす
る者がいた場合には、個別に注意、退場処分
等の措置を講じる。
（※）大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量

で、②反復・継続的に声を発すること」とする。

②手洗、手
指・施設消
毒の徹底 主催者側による施設内（出入口、トイレ、共

用部等）の定期的かつこまめな消毒の実施。

こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す（会場
出入口等へのアルコール等の手指消毒液の設
置や場内アナウンス等の実施。）。

③換気の徹
底

法令を遵守した空調設備の設置による常時換
気又はこまめな換気（１時間に２回以上・１
回に５分間以上等）の徹底。

④来場者間
の密集回避

入退場時の密集を回避するための措置（入場
ゲートの増設や時間差入退場等）の実施。

休憩時間や待合場所での密集も回避するため
の人員配置や動線確保等の体制構築。

大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合
わない間隔、大声を伴う可能性のあるイベン
トは、前後左右の座席との身体的距離の確保

２

【第１版（令和３年11月版）】

【大声ありの場合】
「大声なしの場合」の「大声」を「常時大声
を出す行為」と読み替える。



基本的な
感染防止

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の
必要な感染防止策）を満たすことが必要です。
※5,000人かつ収容率50%超のイベント開催時には、個別のイベントご

との具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。

感染防止策チェックリスト

⑦参加者の
把握・管理
等

時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等
イベント前後の感染防止の注意喚起。

チケット購入時又は入場時の連絡先確認やア
プリ等を活用した参加者の把握。

入場時の検温、有症状（発熱又は風邪等の症
状）等を理由に入場できなかった際の払戻し
措置等により、有症状者の入場を確実に防止。

⑤飲食の制
限

飲食時の感染防止策（飲食店に求められる感
染防止策等を踏まえた十分な対策）の徹底。

長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感
染のリスクを高めるため、可能な限り、飲食
専用エリア以外（例：観客席等）は自粛。

飲食中以外のマスク着用の推奨。

自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可
否判断（提供する場合には飲酒に伴う大声等
を防ぐ対策を検討。）。

⑥出演者等
の感染対策

有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する
者）は出演・練習を控えるなど日常から出演
者やスタッフ等の健康管理を徹底する。

練習時等、イベント開催前も含め、声を発出
する出演者やスタッフ等の関係者間での感染
リスクに対処する。

出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・
休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講
じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く。）。

３

【第１版（令和３年11月版）】

上記に加え、各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定
されている場合）を遵守すること。



○イベントの情報（公表する場合、＊については適宜）

イベント名

出演者、チーム

開催日時

主催者

　主催者所在地（都道府県） ＊

　主催者所在地（市区町村） ＊

　主催者所在地（番地等） 　＊

開催会場（名前）

都道府県

　都道府県コード

　会場所在地（市区町村）

　会場所在地（番地等）

　会場収容定員

予定参加者数

当日参加者数（不明の場合は”ー”を入力）

催物の類型

安全計画策定の有無

イベント結果報告フォーム 別紙６

※ご報告いただいた内容については、関係各府省庁・各都道府県において、イベント開催の目安設定等の際

の判断の参考とさせていただきます。 1



○感染者の参加 →大規模クラスター発生の場合は、別途、行政による調査にご協力ください

感染者発生の有無

感染者数及び確認時点 ○,○○○人（○月○日時点）

疑われる感染の態様

対応状況

考えられる感染の原因

※イベント自体ではなく、家庭内感染や催

物前後の共通行動が原因と考えられる場合

は、その旨ご記載ください

不使用欄（LOOP便宜のため白字入力済）

感染防止策不徹底の有無

具体的な不徹底事由

不徹底の原因

今後の改善策

（具体的行動、スケジュール）

○感染防止策不徹底（感染防止安全計画の記載内容の未実施等を含む）

※ご報告いただいた内容については、関係各府省庁・各都道府県において、イベント開催の目安設定等の際

の判断の参考とさせていただきます。 2



事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 １ 月 1 9 日 

各都道府県知事 殿 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官 

農 林 水 産 省 大 臣 官 房 審 議 官 

飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について

（改定その４） 

飲食店における感染防止対策の徹底強化を図るため、「新型コロナウイルス感

染症対策の基本的対処方針」（令和４年 1 月 19 日変更）（以下、「基本的対処方

針」という。）において、実効性ある第三者認証制度（※）の普及と第三者認証

を取得した飲食店（以下「認証店」という。）の拡大に努めるものとされています。 

また、基本的対処方針において、別途定めたワクチン・検査パッケージ制度（以

下「ワクチン・検査パッケージ制度」という。ワクチン・検査パッケージ制度の

趣旨等については、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」（令和３年 11 月 19 日）

等を参照されたい。）を、原則として、当面適用しないこととし、対象者（緊急

事態措置区域及び重点措置区域等において、同一グループの同一テーブルでの５

人以上の会食を行う者）に対する全員検査（以下「対象者全員検査」という。対

象者全員検査については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令

和４年１月７日変更)における「対象者に対する全員検査」の取扱いについて」（令和４

年１月７日事務連絡）等を参照されたい。）を実施した場合に制限緩和をする（た

だし、まん延防止等重点措置区域や措置区域以外の地域において感染拡大の傾

向が見られる場合においては、都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッ

ケージ制度を適用し、制限緩和をすることも可能とする。）との方向性が示され

ています。 

各都道府県においては、本事務連絡を踏まえ、対応をお願いします。 

（※）飲食店に対する第三者認証制度とは、以下の①～④の４項目を大きな柱と

して都道府県知事が責任をもって実施する認証制度です。 

① 専門家等の知見も踏まえた感染症対策基準及びその確認方法を規定

② 認証を希望する飲食店からの求めに応じて、一軒一軒個別訪問し遵守状

況を適切に確認・指導（現地調査を行う主体は、都道府県職員に限らず、認証

の質が担保されるのであれば、都道府県から外部委託を受けた者でも可） 

「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について（改定その３）」（令

和３年１月７日事務連絡）を各都道府県知事宛て通知したところですが、本日変更された基本的対処

方針を踏まえ、１月７日事務連絡を一部改定しましたので、改定版の事務連絡を通知します。 



                              

 ③ 認証基準を満たす店のみを認証 

④ 遵守状況をデータベース化して公表し、認証後も飲食店の再調査などを

実施することにより質を担保 

 

１．第三者認証制度の基準の作成について 

 別添１の「感染対策に係る認証の基準（案）」（以下、「基準（案）」という。）

を基本としつつ、それぞれの都道府県がどのような基準項目とするかについて、

各地域の公衆衛生等の専門家の意見を聞いた上で、認証基準案を作成ください。

なお、以下の（１）～（４）の項目（必須項目）については、必ずその内容を認

証基準に含めるようお願いします。 

 

（１）アクリル板等の設置（座席の間隔の確保） 

全ての座席について、①パーティション（アクリル板等）が設置されている（※）、又

は②座席の間隔が1ｍ以上確保されていること。 

※同一テーブル上の正面及び隣席との間、並びに他のテーブルとの間に設置。パーティ

ション（アクリル板等）の高さは、目を覆う程度の高さ以上のものを目安とする。 

（２）手指消毒の徹底 

店内入口に消毒設備を設置し、入店時に必ず、従業員が来店者に呼びかけ、手

指消毒を実施していること。 

（３）食事中以外のマスク着用の推奨 

食事中以外のマスクの着用について、来店者に対し掲示や声がけなどで促して

いること。 

（４）換気の徹底 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）の対象施設

については、建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たして

いること。 

・建築物衛生法の対象外施設については、換気設備により必要換気量（一人あた

り毎時 30 ㎥）を確保する、または、30 分に 1 回、5 分程度、2 方向の窓

を全開（窓が一つしかない場合は、ドアを開ける）するなどにより、十分な換

気を行っていること。 
 

なお、換気を徹底するにあたり、C02 センサーの使用等により、換気状況の

把握に努めること。 

また、実地調査で、可能な限り換気の状況を数値にて確認するようお願いし

ます。 



                              

２．留意事項について 

 基準（案）は、今後、感染状況等を踏まえ、必要に応じ、国において有識者に

諮り、改定します。このため、各都道府県におかれては、基準が随時見直されて

いくことを飲食店に周知するとともに、継続的に飲食店と情報共有できる枠組

みを確保されるよう留意ください。 

また、第三者認証制度導入にあたってのインセンティブとなるよう支援措置

として、パーティション、換気設備、消毒液、C02 センサーなどの導入補助や飲

食店向けの感染防止対策コンサルティング支援等についても併せて検討くださ

い。支援措置を講じる際は、地方創生臨時交付金（地方単独事業分・事業者支援

分）を活用ください。 

なお、Go To Eat 事業の飲食店の参加要件については、各都道府県において上乗

せ・追加することが可能であり、第三者認証取得を上乗せ要件としている自治体もあ

ります。都道府県において、今後第三者認証取得の要件化を検討いただくことも可能

です。 

また、都道府県にて認証の基準を変更する際は、事前に内閣官房、厚生労働省、

農林水産省宛てに連絡くださいますようお願いします。 

 

３．ワクチン・検査パッケージ制度の適用等について 

緊急事態措置区域においては、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グ

ループの同一テーブルでの５人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店に

おける対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルで

の５人以上の会食も可能とされています。 

重点措置区域や措置区域以外の地域において感染拡大の傾向が見られる場合

においては、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブル

での５人以上の会食を避けるよう要請するものとし、都道府県知事の判断により、認

証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テー

ブルでの５人以上の会食も可能とされています。（ただし、まん延防止等重点措置

区域等においては、都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度

を適用し、制限緩和をすることも可能とする。） 

以下、都道府県知事の判断により、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」（令和３

年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部）（以下「制度要綱」という。）３．（１）

で示すワクチン・検査パッケージ制度を適用して制限緩和を行う場合について、その

留意事項を示します。 

各都道府県においては、認証店が制度要綱３．（１）で示すワクチン・検査パッケー

ジ制度の適用による行動制限の緩和を希望する場合、以下の点に御留意の上、御

対応ください。なお、行動制限の緩和は、希望しない飲食店に強制するものではあり

ません。 

 



                              

・認証店は、制度要綱３．（１）で示すワクチン・検査パッケージ制度の適用による行動

制限の緩和を受ける場合、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」（令和３年 11 月

19 日新型コロナウイルス感染症対策本部）、「ワクチン・検査パッケージ制度にお

ける抗原定性検査の実施要綱」（令和３年 11 月 19 日事務連絡）及び「ワクチン・検

査パッケージ制度の実施に係る留意事項等について」（令和３年 11 月 19 日事務

連絡）を遵守すること。 

・認証店は、制度要綱３．（１）で示すワクチン・検査パッケージ制度の適用による行動

制限の緩和を受ける場合、利用者に対し、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果の

いずれかを選択して提示するよう求めること。（ただし、利用者がワクチン接種歴か

検査結果のどちらか一方しか選択できないとすることは、行動制限の緩和の適用

対象とはならない。） 

・制度要綱２．（２）において、「行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、別

に定めるところにより、ワクチン・検査パッケージ制度を適用する旨を都道府県に登

録すること。」とされているところ、都道府県は登録に当たって以下の①～③を確認

すること。 

なお、登録については、制限緩和の適用を受ける前までに行うこととし、一律の

期限を設けるものではないこと。 

①制度要綱３．（１）で示すワクチン・検査パッケージ制度の適用による行動制限の

緩和を希望する認証店に対して、登録申請書を提出させること。参考として別添

２に登録申請書の様式案を添付するが、様式は都道府県で判断いただいて差し

支えないこと。 

②登録申請書により、店舗名、認証時に付与した番号等の店舗を特定するために

必要な情報等を確認した上で、登録した認証店（以下「登録事業者」という。）で

あることが利用者に分かるステッカーを交付し、外から見える位置にステッカーを

掲示するように登録事業者へ連絡すること。 

③利用者が登録事業者だと分かるように表記を工夫した上でホームページ等に公

表すること。 



別添１ 

感染症予防対策に係る認証の基準（案） 
（赤囲いの内容は各都道府県の認証基準に含めていただく項目） 

（１）入店・注文・支払い 
 店内入口に消毒設備を設置し、入場時に必ず、従業員が来店者に呼びかけ、手指消毒

を実施する。 
 順番待ち等により列が発生する場合は、最低１ｍ（マスク着用のない場合は２ｍ）の

来店者同士の対人距離を確保するための誘導・表示などを行う。 
 レジ等での対面接客時に、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなど

で遮蔽するほか、コイントレイを介した受け渡し、またはキャッシュレス決済を導入
する。なお、現金等の受け渡し後には手指衛生を行う。 

 発熱（例えば平熱より１度以上）や軽度であっても風邪症状（せきやのどの痛みなど）、嘔吐・
下痢等の症状がある者は入場しないよう表示する。 

 飲食時以外はマスク着用を周知するとともに、定期的な手洗い･手指消毒を要請する。 
 咳エチケットを徹底するよう注意喚起を行う。 
 エレベーターがある場合は、エレベーターの重量センサーの調整などによる乗員制限

を行う。 
 

※複数台ある場合、エレベーターごとに制限 

 

 送迎車がある場合は、乗車人数を制限する。 
 
 

※複数台ある場合、車両ごとに制限 

 
 送迎車がある場合は、送迎車の運転席と後部座席をアクリル板・透明ビニールカーテ

ン等で遮蔽する。 
 

（２）食事・店内利用 

―――――――〔テーブル間の配置についてはいずれかを満たすこと〕――――――― 
 同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間は、

相互に対人距離が最低１ｍ以上確保できるよう配置する。 
 

１．来店者の感染症予防 

定員数    人  乗員上限︓    人 

テーブル間︓最低    ｍ 

乗車可能人数    人  乗車人数上限︓    人 
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 同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間を、
アクリル板（目を覆う程度の高さ以上のものを目安）、透明ビニールカーテン、パー
ティション等で遮蔽する。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

――――――〔同一テーブルでの配置についてはいずれかを満たすこと〕―――――― 
※少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が対面での着座を希望する

場合は除く。 
 真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低１ｍ以上確保できるよう配置する。 

 
 

 テーブル上にパーティション等を設置して遮蔽する。 
 
 
――――〔カウンターテーブルの席の配置についてはいずれかを満たすこと〕―――― 
 カウンターテーブルの席間は最低 1ｍ以上の間隔を確保する。 

 
 

 カウンターテーブル上にパーティション等を設置して遮蔽する。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
 滞在時間の制限※や予約制の活用などにより同時に多数の人が集まらないようにす

る。  ※2 時間程度を目安 
 大皿は避け、料理を個々に提供する。もしくは従業員が取り分ける。 

―――――――〔ビュッフェスタイルでは、いずれかを満たすこと〕―――――――― 
 利用者が一回の料理取り分けごとに新たな小皿を使用するとともに、飛沫がかから

ないようにカバーを設置するなど食品・ドリンクを保護し、取り分け時はマスク、
使い捨て手袋等の着用及び取り分け用のトングや箸を共有としないことを徹底する。 

 料理を小皿に盛って提供するか、スタッフが料理を取り分ける。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 卓上の共用調味料、ポット等の設置を避けるか、これらを客入れ替え時に消毒する。 
 お酌や回し飲み、スプーンや箸などの食器の共有や使い回しは避けるように注意喚起

を行う。 

座席間隔︓最低    ｍ 

座席間隔︓最低    ｍ 
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 店内 BGM の音量を低減させ、大声での会話を避けるように注意喚起を行う。 
 咳エチケットを徹底するよう注意喚起を行う。 
 個室を使用する場合は、常時換気（換気基準は「３．施設・設備の衛生管理の徹底」

のとおり）を行う。 
 トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示する。 
 トイレ使用後は、手洗いや手指消毒を実施するよう表示する。 
 喫煙スペースがある場合は、一度に利用する人数を減らす、人と人との距離を保つな

どにより、３つの密を避けるよう要請する。 
 

※複数室ある場合、喫煙スペースごとに制限 

 常にマスクを着用し、咳エチケットを徹底する。大声での会話を避ける。 
 業務開始前に検温・体調確認を行う。 

発熱（例えば平熱より１度以上）や軽度であっても風邪症状（せきやのどの痛みなど）、嘔吐・
下痢等の症状がある場合には、出勤を停止させる。 

 感染した、もしくは感染疑いのある従業員、濃厚接触者として判断された従業員の就業
は禁止する。 

 定期的に、かつ、就業開始時や他者の接触が多い場所・物品を触れた後、清掃後、ト
イレ使用後に、手指消毒や手洗いを実施する。 

 利用者からの注文の受付や料理提供にあたっては、利用者の正面に立たないよう注
意し、対人距離を確保する。 

 休憩スペースでは、マスクを着用し、一度に休憩する人数を減らし、対面での食事
や会話を避ける。 

 休憩スペースでは常時換気（換気基準は「３．施設・設備の衛生管理の徹底」のとお
り）を行い、共用する物品は定期的に消毒する。 

  従業員のユニフォームは当該日業務終了後など定期的に洗濯する。 

 
 

 建築物衛生法※の対象施設については、法に基づく空気環境の調整に関する基準を
満たしているか確認し、満たしていない場合は、換気設備の清掃、整備等の維持管
理を適切に行う。 

２．従業員の感染症予防 

３．施設･設備の衛生管理の徹底 

□ 喫煙スペースの広さ︓     ㎡  利用人数上限︓   人 

ユニフォーム洗濯頻度︓            ごとに洗濯 
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  ※建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

 湿度４０％以上を目安として、適度に加湿する。 

 
――――〔建築物衛生法の対象外の施設については、いずれかを満たすこと〕―――― 
 換気設備により必要換気量（一人あたり毎時 30 ㎥）を確保すること。必要換気量が

足りない場合は、入店者数を調整して一人あたりの必要換気量を確保するとともに、
換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行う。 

 窓の開放による換気の場合は、1 時間当たりの換気回数を２回以上確保するため、
30 分に 1 回、5 分程度、2 方向の窓を全開（窓が一つしかない場合は、ドアを開け
る）するなどして十分な換気を行う。また、換気のため窓やドアを開放している旨
利用者に周知し、協力を要請する。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

 
【アピール項目※】※認証の必須要件ではありませんが、事業者の自主的な取組としてア 

ピールできる事項です。 
  □ 換気を徹底するにあたり、C02 センサーの使用等により、換気状況の把握に努め

ている。 
□ 施設内の人が集まりやすい共用エリアについて、換気の詳細（換気回数や空気の

流れなど）をわかりやすく図示している。 
  □ 施設内の人が集まりやすい共用エリアについて、エリア内での一人当たりの必要

換気量を確保するため、エリアごとの換気量及び必要換気量上の人数制限を算出
し、一覧表等で管理できている。 
 
 

 

 共通のタオルを禁止し、ペーパータオルを設置するか、または個人のタオル等の使
用を促す。 

 他人と共用する物品や複数の人の手が触れる場所を消毒用エタノールや次亜塩素酸
ナトリウム、市販の界面活性剤含有の洗浄剤を用いて利用者の入替時など定期的に
清拭消毒する。 

 ＜飲食業で他人と共用し接触が多い部位＞ 

テーブル、椅子、メニューブック、調味料、ドリンクバー、ドアノブ、電気のスイッチ、タッ

チパネル、卓上ベル、レジ、蛇口、手すり、便座、洗浄レバー、コイントレイ、券売機、エレ

ベーターのボタン、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなど 

【必要換気量確保のために人数制限する場合】 
換気量︓   ㎥／時  ÷30 ㎥／人･時＝   人（必要換気量上の人数制限） 



5 
 

 
【アピール項目】 

□ 接触感染、飛沫感染のリスクを低減するため、利用者の動線が重ならないための 
案内や自動扉、自動水栓を設置するなどの工夫・整備を行う。 

 
 
 
 

 
 ゴミを回収する者はマスクや手袋を着用し、作業後、必ず手を洗う。 
 食品残さ、鼻水、唾液などが付着した可能性のあるゴミ、おしぼり等は、ビニール

袋に密閉して処理する。 

 
 各施設・事業者は、施設内のリスク評価をしたうえで、具体的な方法や手順、清掃・

消毒の頻度、人と人との間隔の空け方などを定めたチェックリストを作成するとと
もに、当該チェックリストによる毎日の確認について公表する。 

 

 施設の従業員の感染が判明した場合保健所の指示・調査等に誠実かつ積極的に対応・
協力して、当該施設からの感染拡大防止策を講じるとともに、必要に応じ感染の可
能性のある営業日など感染拡大防止のための情報を公表する。 

 従業員に対し、感染疑いがある場合は検査結果が判明するまで出勤を控えることな
ど、感染拡大を防止する上で適切な行動を徹底するための研修機会を提供する。 

 保健所が行う積極的疫学調査の結果、感染者が当該施設を利用していたことが判明
した場合、保健所の助言・指示等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設を
媒介とした感染拡大を防止する対策を講じるとともに、必要に応じ感染の可能性の
ある営業日など感染拡大防止のための情報を公表する。 
 

【推奨項目】 
□ 感染リスクの早期把握のため、国が提供する濃厚接触通知アプリ 

の利用をルール化ないし奨励する。 

４．チェックリストの作成・公表 

５．感染者発生に備えた対処方針 

【具体的な取組の内容】 
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  □ 上記以外の方法により、感染リスクの早期把握の仕組みを導入する。 
 
 

 

【具体的な取組の内容】 



別添２ 

様式案 

年 月 日 

 

○○都道府県知事 殿 

 

 

ワクチン・検査パッケージ制度登録申請書 

 

 

○○の規定（都道府県が定める要綱等）に基づき、次のとおり申請しま

す。 

 

１．申請者名 

 

 

２．申請者住所 ※法人にあっては所在地 

 

 

３．店舗名・所在地 

 

 

４．認証番号 （無い場合は空欄で差し支えありません。） 

 

 

５．その他特記事項 

 

 

※本申請書は、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」（令和３年 11 月 19 日新型コロ

ナウイルス感染症対策本部）３．（１）の行動制限の緩和を受ける際に登録いただく

ための申請書となります。 
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